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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景・趣旨 

熊本県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）では、平成２０年４

月の制度開始以来、高齢者の医療の確保に関する法律（以下「法」という。）第１２

５条第１項の規定に基づき、熊本県後期高齢者医療健康診査（以下「健康診査」とい

う。）をはじめ、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業（以下「保健事業」

という。）の実施に努めています。 

平成２３年度に保健事業実施計画を策定以降毎年策定していましたが、平成２６年

３月３１日付厚生労働省告示第１４１号により「高齢者の医療の確保に関する法律に

基づく保健事業の実施等に関する指針（以下「指針」という。）」が公表され、後期高

齢者医療制度における保健事業の基本的な考え方が示されたことから、新たに第１次

熊本県後期高齢者医療保健事業実施計画を策定いたしました。 

この計画に基づき、広域連合における保健事業実施の基本方針及び具体的な事業内

容について市町村等と連携を図りながら、事業を実施してきたところです。 

この第１次計画の期間が、平成２９年度が最終年度であることから、第２次熊本県

後期高齢者医療保健事業実施計画（以下「本計画」という。）を策定いたしました。 

近年は診療報酬明細書等の電子化が進み、平成 25 年 10 月より稼働を開始した国

保データベース（KDB）において市町村国保や後期高齢者医療等の医療・介護・健

診に関するデータ蓄積が順次進められるなど、大量の電子データを活用する環境が整

いつつあります。 

これらのデータを活用した保健事業（データヘルス）の推進が求められていること

から、本計画では、第１次計画の見直しを行い、これまでの取組を評価し継承しつつ、

指針に基づく事業や地域の特性を踏まえた事業等、保健事業を通じ被保険者の自主的

な健康管理に資する事業へ効果的かつ効率的に取り組めるよう、保険者として果たす

べき基本的事項を示しています。 

 

 

２ 保健事業実施計画（データヘルス計画）の位置づけ 

本計画は、計画の期間及び重要課題について、第３期熊本県における医療費の見通

しに関する計画、第４次くまもと２１ヘルスプラン（熊本県健康増進計画）との整合

性を図りながら、効果的かつ効率的な事業の実施に努めるものです。 

なお、第３期熊本県における医療費の見通しに関する計画において、第３章「県が

取り組むべき施策等と達成すべき目標」に、医療費の適正化の実効性を高めるための

重要な施策として、以下の項目を挙げています。 
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○住民の健康の保持の推進 

・特定健康診査・特定保健指導の実施率向上、メタボリックシンドロームの該当者

及び予備群の減少 

・たばこ対策の推進 

・糖尿病の発症予防・重症化予防の推進 

・その他生活習慣病予防のための健康づくりの推進 

・予防接種の推進 

○医療の効率的な提供の推進 

・後発医薬品の使用促進 

・医薬品の適正使用の推進 

・病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築 

○その他医療費適正化の推進のために県が必要と認める事項 

 

また、第４次くまもと２１ヘルスプラン（熊本県健康増進計画）において、各論第

３章の２「生活習慣病の発症予防と重症化予防」及び、第３章の３「ライフステージ

特有の健康課題に応じた施策の推進」に、高齢者の健康づくりについて取り組むべき

施策を挙げています。 

 

○保健医療連携体制整備の充実 

○ロコモティブシンドローム予防の推進 

○高齢者の食を通した健康づくりの支援 

○高齢期における歯や口腔の健康づくりの支援  等 

 

 

３ 計画策定に向けた体制と取り組み 

（１）後期高齢者医療広域連合運営協議会における協議 

広域連合では、広く被保険者等の意見を求め、事業に反映させることにより、熊本

県における後期高齢者医療制度の適切かつ円滑な運営に資するため、後期高齢者医療

運営協議会を設置していることから、本計画策定においても、運営協議会に諮り、計

画の評価及び策定について議論を行いました。 

 

（２）後期高齢者医療広域連合事業協議会及び給付分科会、主管課長会議における協議 

広域連合が実施する事業について、構成する市町村との協議の場である事業協議会

及び給付分科会、市町村主管課長会議において、計画の素案を提示・説明し、市町村

からの意見・提案を求めることで、幅広い意見の募集を行いました。 
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（３）保健事業支援・評価委員会 ヘルスサポート事業の活用（個別支援） 

外部の有識者や国保連合会の職員で実施される個別支援では、専門的な視点からの

評価や助言を受けました。 

 

（４）被保険者へのアンケートの実施 

被保険者 4,000 名を対象としたアンケートを実施し、日々の生活課題・健康課題、

さらには、健診受診や医療機関への受診状況等について調査を行い、その分析結果を

基に計画を策定しました。 

 

（５）計画策定に向けた主な取り組み 

本計画策定に向けた主な取り組みを時系列で表すと以下の通りとなります。 

実施時期と実施内容 

平成 29 年８～９月 アンケート調査の実施 

平成 29 年８～10 月 計画素案の検討 

平成 29 年 10 月 保健事業支援・評価委員会 個別支援の開催 

平成 29 年 10 月 後期高齢者医療広域連合運営協議会の開催 

平成 29 年 10 月 後期高齢者医療広域連合事業協議会及び主管課長会議の開催 

平成 30 年１月 関係機関への報告・調整 

平成 30 年１月 後期高齢者医療広域連合運営協議会の開催 

平成 30 年１月 後期高齢者医療広域連合事業協議会及び主管課長会議の開催 

平成 30 年２月 議会への報告 

平成 30 年３月 計画策定・公表 
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第２章 計画の期間 

本計画の期間は、平成３０年度から平成３５年度までの６年間とします。 

計画期間を６年とする理由は、第３期熊本県における医療費の見通しに関する計画

の期間が平成３０年度から平成３５年度までの６年間であり、この計画との整合性を

図るとともに、本計画は複数年計画であることから、中期的な評価検証を行うことで、

第３次計画の策定につなげるためです。 

ただし、計画の期間中に社会情勢や国の動静など状況に変化等が生じた場合は、必

要に応じ見直しを行います。 

 

 

 

区 分 
年度 

計画名称 

23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

31 

年度 

32 

年度 

33 

年度 

34 

年度 

35 

年度 

広域 

連合 
保健事業 
実施計画 

単年度の計画期間 
（H23～H26） 

第１次 
（H27～H29） 

3 年間 

第２次 
（H30～H35） 

６年間 

熊 

本 

県 

熊本県における 

医療費の見通し 

に関する計画 

第 1 期 
（H20～
H24） 
5 年間 

第２期 
（H25～H29） 

5 年間 

第３期 
（H30～H35） 

６年間 

くまもと
２１ヘル
スプラン 

第２次 
（H20～
H24） 
5 年間 

第３次 
（H25～H29） 

5 年間 

第４次 
（Ｈ30～Ｈ35） 

６年間 
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第３章 熊本県の後期高齢者医療の現状と課題 

１ 後期高齢者医療の現状 

（１）熊本県の後期高齢者を取り巻く現状 

「日本の地域別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）によれば、熊本県で

は 14 歳以下の人口が減少する一方で、2025 年には 3 人に 1 人が 65 歳以上となり、

今後も少子高齢化の傾向が続くと考えられます（図 1）。 

後期高齢者医療被保険者の男女構成は、平成 28 年 3 月末現在で男性 101,853 人、

女性 172,512 人、構成比は男性 37.1％に対し女性 62.9％であり、ほとんどの年齢階

層で女性が男性を上回っています（図 2）。 

 

図 1 熊本県の将来推計人口及び年代別構成割合の推移 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(平成 25 年 3 月推計) を基に百分率で表示 

 

図 2 熊本県後期高齢者医療被保険者の年齢階層別男女構成（平成 28 年 3 月末現在） 
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本県の平均寿命は、男女とも全国３位（平成 25 年）と上位にありますが、健康寿命

は男性８位、女性 25 位にとどまっており、その差は男性で 9.18 年、女性で 12.95 年

と全国平均を上回っています。平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に何らかの制限が

あり医療費や介護給付費を必要とする期間と考えられることから、被保険者の健康増進

への取組を推進し、健康寿命の延伸を目指していくことが課題となっています（図 3）。 

 

図 3 平均寿命と健康寿命（平成 25 年） 

 
出典：厚生労働科学研究費補助金 分担研究報告書「健康寿命の指標化に関する研究 ―健康日本２１ 

（第二次）等の健康寿命の検討―」より計算 

 

後期高齢者は介護保険被保険者と世代が重なり、介護保険認定者の有病状況は後期高

齢者医療の一面を反映しています。介護保険認定者のうち 1 号被保険者（65 歳以上）

について、平成 28 年度累計有病状況を国保データベースより抽出すると、要支援１・

２では心臓病や筋・骨格系の疾患が 7 割を超えており、一定の疾病傾向が見られます。

また、要介護度が進むと脳疾患や精神疾患の割合は増加する傾向が見られます（図 4）。 

 

図 4 熊本県の要介護（支援）者有病状況（平成 28 年度累計） 

 
出典：国保データベース 「要介護（支援）者有病状況」より 1 号被保険者（65 歳以上）を抜粋 
（注）後期高齢者医療制度の対象とならない者も含む。  
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熊本県の死亡の状況は、昭和 55 年に悪性新生物が死因の第 1 位となり、以降上昇し

続けています。一方、脳血管疾患は死亡の原因としては減少傾向にあり、近年は心疾患

や肺炎が上位を占めています（図 5）。 

図 5 に示した代表的死因を年代別にみると、悪性新生物による死亡は 40 代から 60

代は女性が男性を上回っています。また、高齢になるにつれて心疾患や肺炎による死亡

の割合が増える傾向にあります（図 6）。 

 

図 5 熊本県の死亡の状況（昭和 45 年～平成 27 年） 

 

出典：人口動態調査 

 

図 6 熊本県の年代別の死因内訳（平成 27 年） 

 

出典：人口動態調査を基に百分率で表示  
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（２）医療費の傾向 

平成 27 年度の熊本県の後期高齢者医療費総額は約 2,854 億円、被保険者数

271,646 人、被保険者１人当たりの医療費は 100 万円を超えており、いずれも増加し

てきています。１人当たりの医療費は全国平均を上回る状況が続いており、全国順位は

９位であり上位で推移しています（表 1）。 

 

 

表 1 医療費及び被保険者数の年次推移 

年度 
医療費 

（千円） 

 

被保険者数 

 
1 人当たり 

医療費 

 

伸び率 伸び率 伸び率 全国平均 
全国 

順位 

H20 209,512,587 － 244,250 人 － 857,779 円 － 785,904 円 11 位 

H21 239,202,398 3.8% 249,547 人 2.2% 958,548 円 1.6% 882,118 円 12 位 

H22 252,403,981 5.5% 255,304 人 2.3% 988,639 円 3.1% 904,795 円 12 位 

H23 261,507,357 3.6% 259,682 人 1.7% 1,007,031 円 1.9% 918,206 円 11 位 

H24 266,548,308 1.9% 264,443 人 1.8% 1,007,960 円 0.1% 919,452 円 11 位 

H25 273,368,007 2.6% 267,522 人 1.2% 1,021,851 円 1.4% 929,573 円 11 位 

H26 278,025,584 1.7% 269,107 人 0.6% 1,033,142 円 1.1% 932,290 円 9 位 

H27 285,402,535 2.7% 271,646 人 0.9% 1,050,641 円 1.7% 949,070 円 9 位 

出典：厚生労働省「後期高齢者医療事業状況報告」(年報:確報) 注.平成 20 年度は 4 月から 2 月までの 11 ヶ月分。 

 

 

平成 28 年５月診療分の入院と入院外の件数及び診療費割合を比較すると、入院件数

は全体の 6.2％と少数ですが、診療費割合は全体の 66.6％を占める一方、入院外では、

件数 93.8％に対して診療費割合は 33.4％となっています（図 7）。このことから、入院

の診療費が医療費全体へ大きな影響を与えていることがわかります。 

 

 

図 7 入院と入院外の件数及び診療費の割合（平成 28 年５月診療分） 
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疾病分類別（大分類）の診療費を入院と入院外で比較すると、心疾患や脳血管疾患な

どの循環器系の疾患がいずれも第 1 位となっていますが、入院では骨折に代表される損

傷系の疾患が循環器系の疾患に次いで多くなっています。入院外では、腎不全などの腎

尿路生殖器系の疾患や歯肉炎・歯周疾患や胃炎など消化器系の疾患が目立っています（表

2）。 

表 2 入院及び入院外診療費の上位５大疾病（平成 28 年 5 月診療分） 

入  院 入 院 外 全  体 

循環器系の疾患 25.0% 循環器系の疾患 26.3% 循環器系の疾患 25.5% 

損傷、中毒及び 
その他の外因の影響 

16.2% 
腎尿路生殖器系の 
疾患 

13.1% 
損傷、中毒及び 
その他の外因の影響 

11.9% 

呼吸器系の疾患 9.0% 消化器系の疾患 12.2% 新生物 8.4% 

新生物 9.0% 
筋骨格系及び 
結合組織の疾患 

9.9% 
筋骨格系及び 
結合組織の疾患 

7.6% 

神経系の疾患 8.2% 
内分泌、栄養及び代
謝疾患 

8.9% 消化器系の疾患 7.5% 

その他 32.7% その他 29.6% その他 39.1% 

全体 計 100.0% 全体 計 100.0% 全体 計 100.0% 

診療費 13,185,645,050 円 診療費  6,603,392,920 円 診療費  19,789,037,970 円 

構成比 66.6% 構成比 33.4% 構成比 100.0% 

＊平成 28 年度 疾病分類別統計状況より 

 

疾病分類別（大分類）の診療費を男性と女性で比較すると、いずれも循環器系の疾患

が大きな比重を占めています。これに次いで多いのは、男性では癌などの新生物や腎尿

路生殖器系疾患、女性は損傷系の疾患で、生活習慣病を原因とする疾病が、被保険者の

受療の大きな要因となっています（表 3）。 

 

表 3 男女別診療費の上位５大疾病（平成 28 年 5 月診療分） 

男  性 女  性 全  体 

循環器系の疾患 25.4% 循環器系の疾患 25.5% 循環器系の疾患 25.5% 

新生物 11.8% 損傷、中毒及び 
その他の外因の影響 

15.1% 損傷、中毒及び 
その他の外因の影響 11.9% 

腎尿路生殖器系の 
疾患 

10.1% 筋骨格系及び 
結合組織の疾患 

9.1% 新生物 8.4% 

呼吸器系の疾患 9.0% 消化器系の疾患 7.2% 筋骨格系及び 
結合組織の疾患 7.6% 

消化器系の疾患 7.8% 神経系の疾患 6.8% 消化器系の疾患 7.5% 

その他 35.8% その他 36.4% その他 39.1% 

全体 計 100.0% 全体 計 100.0% 全体 計 100.0% 

診療費   8,033,531,710 円 診療費  11,755,506,260 円 診療費 19,789,037,970 円 

構成比 40.6% 構成比 59.4% 構成比 100.0% 

＊平成 28 年度 疾病分類別統計状況より 
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（３）高額診療費の傾向 

平成2８年５月診療分において１件100万円を超えるレセプトを高額診療費として集

計すると、件数としては医療費全体のごく一部ですが、診療費としては１割を超えてい

ます（図 8）。 

高額診療費は、そのほとんどを入院が占めており、80 歳代以降になると骨折が多くな

るとの結果が得られています（表 4）。骨折については、生活習慣病との関連が指摘され

る骨粗鬆症が要因の一つにあげられますが、高額診療費においても生活習慣病対策は重

要な課題となっています。 

 

 

図 8 高額診療費の件数及び診療費割合（平成２８年 5 月診療分） 

 

＊平成 28 年度 疾病分類別統計状況より 

 

 

表 4 高額診療費の年代別で最も件数の多かった疾病分類（中分類） 

年代 
H20 年度 

（件数） 

H21 年度 

（件数） 

H22 年度 

（件数） 

H23 年度 

（件数） 

H24 年度 

（件数） 

H25 年度 

（件数） 

H26 年度 

（件数） 

H27 年度 

（件数） 

H28 年度 

（件数） 

60 歳代 

虚血性 
心疾患 

虚血性 
心疾患 

その他の 
神経系の

疾患 
骨折 腎不全 

その他の 
神経系の

疾患 
腎不全 腎不全 腎不全 

（3） （2） （2） （3） （1） （5） （5） （10） （8） 

70 歳代 
関節症 

虚血性 
心疾患 

関節症 
虚血性 
心疾患 

その他の 
悪性 

新生物 
関節症 脳梗塞 

その他の 
心疾患 

ウイルス
性 

肝炎 

（42） （58） （56） （56） （54） （66） （52） （51） （54） 

80 歳代 
骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 

（88） （83） （80） （80） （94） （127） （137） （158） （137） 

90 歳代 
骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 骨折 

（25） （34） （49） （49） （51） （53） （47） （70） （70） 

＊ 平成 20～28 年度疾病分類別統計状況より。Ｈ20 年は 9 月、Ｈ21～Ｈ28 年度は各年 5 月診療分。 

入院外

2.0億円, 

(1.02%)

入院

27.7億円, 

(14.01%)

その他の

診療件数, 

439,922件, 

(99.56%)

高額診療件数, 

1,960件, 

(0.44%)

件数

その他の

診療費,

168.2億円,

(84.98%)

高額診療費, 

29.7億円, 

(15.02%)診療費
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（４）生活習慣病の動向 

疾病分類別統計状況によれば、高血圧性疾患及び糖尿病については、それぞれの件数

並びに診療費がいずれも平成 26 年まで増加傾向にありましたが、その後、件数は横ば

い、診療費は減少傾向となっています。一方、市町村別の受診状況では、高血圧性疾患

が県南部や山間地で高く、糖尿病は熊本市など都市部を中心に受診率が高い傾向にあり

ます（図 9、図 10）。 

 

 

図 9ａ 高血圧性疾患の件数及び診療費の推移 図 9ｂ 高血圧性疾患の市町村別受診率＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10a 糖尿病の件数及び診療費の推移＊  図 10ｂ 糖尿病の市町村別受診率＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：図 9、10 とも 平成 20 ～28 年度疾病分類別統計状況より。 

Ｈ20 年は 9 月、Ｈ21～Ｈ28 年は各年 5 月診療分。 

＊受診率＝レセプト件数÷被保険者数×100。 

 

熊本市

八代市

人吉市

荒尾市
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五木村
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球磨村

あさぎり
町

苓北町

県平均（6.67％）

(％)

7.0
6.5
6.0
5.5
5.0

熊本市

八代市

人吉市

荒尾市

水俣市

玉名市

山鹿市

菊池市

宇土市

上天草市

宇城市

阿蘇市

天草市

合志市

美里町

玉東町

南関町

長洲町

和水町

大津町
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南小国町

小国町

産山村
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御船町

嘉島町

益城町

甲佐町

山都町

氷川町

芦北町

津奈木町

錦町 多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

あさぎり
町

苓北町

県平均（35.83％）

(％)

45
42
39
36
33

高血圧性疾患の受診率

80,187
82,224

86,010
89,29593,271

95,856
96,85996,173

98,313

1,602 1,663 1,615 1,688 1,773 1,801 1,784 1,701 1,665

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
件数（件） 診療費（百万円）

14,266
14,402

15,175
15,974

16,754
17,342

17,384
17,202

18,312

568 591 592 604 634 622 649 621 641

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
件数（件） 診療費（百万円）
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高血圧性疾患と同様に、循環器系の疾患に分類される虚血性心疾患、その他の心疾患

及び脳梗塞については、虚血性心疾患、脳梗塞は減少傾向にありますが、その他の心疾

患は増加を続けています（図 11ａ）。市町村別の受診率については、診療費が高額とな

る脳梗塞は県南部が高い傾向にあります（図 11ｂ）。 

 

 

 
図 11ａ 虚血性心疾患、その他の心疾患、脳梗塞   図 11ｂ 脳梗塞の市町村別受診率＊ 

の件数及び診療費の推移 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

注：疾病分類別統計状況より。Ｈ 20 年は 9 月、Ｈ21～Ｈ28 年は各年 5 月診療分。 

＊受診率＝レセプト件数÷被保険者数×100。 

 

 

これらの疾病は被保険者自身の生活習慣に起因することが多く、健康診査では血圧測

定、血液検査（コレステロール）及び血糖検査（ＨｂＡ1ｃ）を必須項目としていること

から、これらの結果を活用することで、被保険者自身の健康管理に役立てるとともに、

必要に応じて、医師に相談することにより生活習慣の見直しが図られます。 

一般社団法人日本透析医学会統計調査委員会「図説わが国の慢性透析療法の現況

（2015 年末現在）」によれば、熊本県全体の慢性透析患者数は 6,442 人で、人口 100

万対患者率は平成 7 年から平成 22 年まで第 1 位（5 年ごとの調査値）、平成 27 年末

現在でも第 2 位と依然として全国の上位にあります。 
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4.25
3.75
3.25
2.75

8,604 8,462 8,074 8,020 8,031 7,927 7,410
7,068 7,008

9,459 9,827 9,839 10,040
10,41710,601 10,170

10,013
10,774

11,560 11,533 11,125 10,977 10,781 10,676 10,217
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400 350 381
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1,003
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一方、熊本県後期高齢者医療被保険者の人工透析の件数割合は、近年やや減少傾向に

あり、人工透析費用が診療費全体に占める割合（診療費割合）についても、同様の傾向

がみられます（図 12、表 5）。 

しかし、件数割合の約 1％に対して、診療費割合は約 6％と大きく、また、既に慢性

化してしまった腎臓病は、病気そのものを治すことが難しいとされているため、人工透

析導入を予防するには、糖尿病予防対策など人工透析導入前段階での重症化予防を推進

していく必要があります。 

 

図 12ａ 人工透析の件数及び診療費の推移 図 12ｂ 市町村別透析件数割合＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 人工透析件数及び診療費の年次推移 

年度 
被保険者数 

Ａ 

透析件数 

Ａ´ 

件数割合 

Ａ´／Ａ 

診療費 

Ｂ 

透析費用 

Ｂ´ 

診療費割合 

Ｂ´／Ｂ 

H20 244,154 人 2,941 件 1.20% 15,627,981,230 円 1,205,914,740 円 7.72% 

H21 248,215 人 2,758 件 1.11% 16,307,308,890 円 1,183,602,670 円 7.26% 

H22 254,083 人 2,864 件 1.13% 17,070,313,810 円 1,256,489,740 円 7.36% 

H23 258,641 人 2,596 件 1.00% 17,951,700,320 円 1,095,431,810 円 6.10% 

H24 263,414 人 2,638 件 1.00% 18,387,942,280 円 1,136,570,100 円 6.18% 

H25 267,414 人 2,665 件 1.00% 19,211,755,360 円 1,145,918,130 円 5.96% 

H26 268,442 人 2,611 件 0.97% 18,629,380,780 円 1,111,773,810 円 5.97% 

H27 270,732 人 2,528 件 0.93% 18,552,318,690 円 1,061,773,000 円 5.72% 

H28 274,365 人 2,591 件 0.94% 19,083,587,790 円 1,074,291,410 円 5.63% 

 
注：図 12ａｂ、表 5 いずれも疾病分類別統計状況より。Ｈ20 年は 9 月、Ｈ21～Ｈ28 年は各年 5 月診療分。 

＊透析件数割合＝透析件数÷被保険者数×100。 
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県平均（0.94％）

(％)

1.3
1.1
0.9
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（５）被保険者の受診傾向 

後期高齢者の受診傾向として、同一の疾病により複数の医療機関を受診する重複受診

と、同一の医療機関へ頻繁に受診する頻回受診があります（表６）。 

このため、広域連合では５件以上医療機関を受診した月が複数月ある者を重複受診の

傾向がある者、また、1 つの医療機関で 15 日以上受診した月が複数月ある者を頻回受

診の傾向がある者として、平成 20 年度より毎年度訪問指導を実施していますが、医療

費適正化に資する事業として、引き続き推進していく必要があります。 

 

表６ 重複及び頻回受診者数の状況 

区分 平成 28 年度 

重複受診者*1 1,274人 

頻回受診者*2 1,983人 

＊１ ５件以上医療機関を受診した月が連続３ヵ月以上ある者 
＊２ １つの医療機関で１５日以上受診した月が連続３ヵ月以上ある者 

 

 

（６）健康診査の状況 

健康診査の平成 28 年度受診状況を年齢階層別にみると、男女とも 75～79 歳で最も

高く、高齢になるほど受診率は低下傾向にあります。また、75 歳以上の受診率では男性

が女性を上回っており、健康診査への関心は、男性が女性より高いと推察されます（図

13）。 

 

 

図 13 健康診査の年齢階層別受診状況（平成 28 年度） 
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健康診査の受診者のうち、生活習慣病の指標となる 4 つの検査項目について、有所見

率とそれぞれの治療状況をみると、有所見者のうち半数以上は、高血圧治療及び糖尿病

治療を受けていますが、脂質異常治療は 2 割に満たない状況にあります。また、腎専門

医受診レベルでは 8 割以上が治療中でした（図 14）。 

 

 

 

図 14 健康診査における有所見者の治療状況（平成 28 年度） 

 

＊ 項目下段の百分率表示は健診受診者の有所見率（４項目とも） 
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7.3%

治療中だが

糖尿病治療なし

29.8%

治療中だが

脂質異常治療なし

38.4%

治療なし

31.0%

治療なし

15.1%

治療なし

46.6%

治療なし

15.8%

Ｉ度高血圧以上*

34.3％

HbA1c 6.5％以上

9.5％

LDL-C 140以上

17.5％

腎専門医受診レベル

8.5％
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２ 後期高齢者医療における健康課題 

（１）生活習慣病に起因する疾患の早期発見及び重症化予防 

生活習慣病の早期発見及び重症化予防対策は、後期高齢者においても極めて重要です。 

前ページ（Ｐ１７）図１４にあるように、健康診査における有所見者の治療状況では、

各項目において治療中でありながら健診結果異常値に対する治療がなされていなかった

り、治療のための受診をされていない状況となっています。なかでも、全国でも高順位

にある人工透析に影響のある腎専門医受診レベルにおいて、治療の無い１５．８%の方々

へのアプローチも必要となってきます。 

また、80 歳代以上の高額診療費の主な原因となっている骨折の予防や、誤嚥性肺炎ほ

か全身の健康に影響を与える口腔ケア対策は、生活習慣の見直し等により予防可能なも

のとして今後取り組むべき課題です。 

 

 

関連する事業  

○健康診査 ☞ P３６へ 

○歯科口腔健康診査 ☞ P３８へ 

○健康支援訪問指導事業 ☞ P４０へ 

○糖尿病性腎症患者の重症化予防事業 ☞ P４２へ 

 

  

 

（２）健康・医療情報等の分析に基づく医療費適正化の推進 

後期高齢者健診結果、診療報酬明細書、国保データベース等の健康・医療情報等を活

用し、熊本県の医療費の動向や受診傾向等を把握しながら、医療費の適正化を推進する

必要があります。 

広域連合独自の情報分析を継続しながら、ＰＤＣＡサイクルに沿った事業の実施及び

充実を図っていくことが課題です。 

 

 

関連する事業  

○健康支援訪問指導事業 ☞ P４０へ 

○糖尿病性腎症患者の重症化予防事業 ☞ P４２へ 

○ジェネリック医薬品普及促進事業 ☞ P４４へ 
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（３）広域連合及び市町村等の役割分担及び相互連携 

後期高齢者の中でも高齢になるに従って顕著となる骨折の予防については、生活習慣

の見直し等、介護予防の取組みにもつながることから、介護保険も担っている市町村に

は大きな役割が期待されます。 

広域連合においては、全県に発信するポピュレーションアプローチによる事業へ取組

み、市町村においては、広域連合で取り組むことが困難なきめ細かい地域の健康課題に

対して、効果的かつ効率的に取り組む必要があります。 

人口減少及び少子高齢化が進んでいく本県の後期高齢者医療制度においては、より効

果的な保健事業の実施が求められており、それぞれ被保険者の疾病構造、受診実態が多

様化する中、市町村による保健事業への参画は不可欠となっています。 

また、広域連合は市町村へ必要な情報の提供を随時行い、相互連携を図っていく必要

があります。 

 

 

関連する事業  

○長寿・健康増進事業 ☞ P４５へ 

○広域連合実施事業 健康長寿講演会、健康に関するパンフレッ

ト、医療費分析など 

○市町村補助事業 健康教育・健康相談、人間ドック助成 など 
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第４章 これまでの取組 

１ 目標事業量設定事業の評価 

広域連合では、第１次計画に基づき、後期高齢者医療に関する様々な取り組みを、

総合的かつ計画的に展開してきました。本評価の目的は、策定時に設定した目標につ

いて、目標の達成状況を客観的な数値指標で評価し、広域連合の事業課題を明らかに

することで、今後の対策に反映させることとなります。 

 
 

項目 
策定時 

（H25） 

目標 

（H29） 

現在値 

（H29） 
評価 

1 健康診査     

1-1 健康診査 11.59％ 14％ 14％(見込) ◎ 

2 健康支援訪問指導事業     

2-1 健康支援訪問指導事業 延 1,500 人 延 2,000 人 延 1,700 人 ○ 

3 
ジェネリック医薬品普及促

進事業 
    

3-1 希望カード 19,000 枚 
新規加入の

被保険者数 

23,700 人 

（新規加入の

被保険者数） 

◎ 

3-2 差額通知 年２回発送 年２回発送 年２回発送 ◎ 

4 長寿健康増進事業     

4-1 いきいき健康長寿講演会 １町 ４市町村 １町１村 ○ 

4-2 健康に関するパンフレット 年１回 年１回 年１回 ◎ 

4-3 医療費分析 年１回 年１回 年１回 ◎ 

4-4 健康教育・健康相談 ５市町村 10 市町村 5 市町 ○ 

4-5 人間ドック助成 ９市町 18 市町村 15 市町村 ○ 

5 適正受診の啓発     

5-1 ホームページ 年度リニューアル 随時更新 随時更新 ◎ 

5-2 リーフレット 309,000 冊 
新規加入の

被保険者数 
25,000 冊 ◎ 

6 新たな事業     

6-1 歯科口腔健康診査 - 全市町村実施 全市町村実施 ◎ 

6-2 
糖尿病性腎症患者の重症化

予防 
- １市町村 0 市町村 △ 

 
評価基準：「◎目標到達」、「〇目標に到達していないが、順調に推移」、「△事業の進捗に課題があり、 

目標に到達していない」、「×事業未実施や中止など」  
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２ 目標の達成状況に関する考察 

（１）目標に対する評価 

評価基準を「◎目標到達」、「○目標に到達していないが、順調に推移」、「△事業の

進捗に課題があり、目標に到達していない」、「×事業未実施や中止など」の４段階で

評価を行いました。 

 

 

項目 件数 割合 

◎ 目標到達 ８件 ６１．５％ 

○ 目標に到達していないが、順調に推移 ４件 ３０．８％ 

△ 事業の進捗に課題があり、目標に到達していない １件 ７．７％ 

× 事業未実施や中止など ０件 ０％ 

 

 

⇒ ◎目標到達、○目標に到達していないが、順調に推移 

健康診査や健康支援訪問指導などの事業が中心となっており、広域連合が主体とな

り実施している事業については、順調な事業展開を図ることができたと考えられます。 

また、ジェネリック医薬品の普及促進をはじめ、適正受診の啓発についても目標を

達成できたと考えられます。 

 

⇒ △事業の進捗に課題があり、目標に到達していない、×事業未実施や中止など 

長寿・健康増進事業など市町村に助成を行う事業については、広域連合で交付要綱

等の整備を行い事業実施の推進を行ってきましたが、市町村にも人的・財政的負担を

一部求める場合があることから、事業の実施までに至らない状況となりました。 

理由については、市町村訪問を行った結果、『後期高齢者医療制度自体が努力義務

であり、特定健診等に力を入れている』、『取り組みたいがマンパワーの確保が課題』

などの意見があり、実施に不安を感じているという市町村がありました。 

 

（２）今後の方向性 

広域連合が実施している事業について、市町村の予算担当者・事業担当者の両方へ

の事業周知と事業の重要性の説明を丁寧に行い、事業未実施市町村への働きかけを強

化する必要があります。 

同時に、外部業者への委託実施による事業のメニュー化を行うとともに、広域連合

と受託業者だけでなく、市町村職員とも密な連携を図った事業実施ができるような対

応が求められています。 
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３ 取組ごとの実施状況 

（１）健康診査 

健康診査は、広域連合の努力義務（法第 125 条第 1 項）となっており、制度開始

以降受診率は低迷していますが、受診者数及び県全体の受診率は増加傾向にあります

（図 15）。また、健康診査の項目についても高齢者の特性に合わせて制度開始当初

より特定健診項目に追加するなど、順次見直しを行っています（表 7）。 

健康診査の受診結果は、訪問指導の効果が高い対象者の抽出に活用するほか、デー

タヘルスの推進に重要な役割を果たすこととなり、各種保健事業の潜在的対象者を掘

り起こすためにも、受診率の向上が課題となります。 

 

図 15 健康診査の状況 

 
（注）H22 年度以降は人間ドック助成分を含む。H25 年度は対象外者を除外して受診率を算定。 

   各年度 5 月 31 日現在 

 

 

（２）歯科口腔健康診査 

歯科口腔健康診査は、平成 28 年度から県下全市町村で事業を開始しました。 

口腔機能低下の予防を図り、生活習慣病や肺炎等の疾病予防・改善につなげるため、

高齢者の特性を踏まえた検査内容により実施しています。 

口腔機能の検査の必要性を被保険者に周知し、また、歯科医師会と連携しながら 

  進めていくことが必要であり、受診率の向上を図ることが課題となっています。 

 

 表 7-1  歯科口腔健康診査の状況（平成 28 年度から開始） 

年度 H28 H29 

受診率 1.09％ 1.4％（目標値） 

※H28 は H29 年 5 月 31 日現在 
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表 7-2  後期高齢者医療健康診査（医科健診）の項目 

区分 検査項目 項目採用の時期 

基本的な 

健診項目 

身体測定・診察等 質問（問診）・身長・体重・ＢＭＩ・打聴診等 国が示した 

特定健診項目  

（平成 20 年度～） 

血圧 収縮期血圧・拡張期血圧  

血液検査 血液採取（１日につき）・中性脂肪 HDL－コレ

ス テ ロ ー ル ・ LDL － コ レ ス テ ロ ー ル 

AST(GOT)・ALT(GPT) ・γ-GT(γ-GTP)・

空腹時血糖 *1 

 

尿検査 *2 尿糖（半定量）・尿蛋白（半定量）  

追加健診 

項目 

血糖検査・生化学的

検査・貧血検査 

ヘモグロビン A1C・血清クレアチニン・血清尿

酸 ヘマトクリット値・血色素測定・赤血球数 

平成 20 年度より追加 

尿検査 *2 潜血 平成 24 年度より追加 

詳細な 

健診項目 

医師の判断による 

追加項目 

心電図検査 平成 20 年度より追加 

眼底検査 平成 24 年度より追加 

 

*1 検査時に食後 10 時間未満の場合は随時血糖 

*2 腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している、その他やむを得ない理由により尿検査

が実施不能の場合は未実施でも可とする。 

 

 

 

表 7-3  後期高齢者医療歯科口腔健康診査（歯科健診）の項目 

区分 検査項目 

問診 質問（問診） 

口腔内 

検査 

歯の状況 現在歯、喪失歯の状態 

義歯の状況 義歯の使用、清掃状況*1、使用状況*1、その他（特記事項がある場

合のみ）*1、必要性*2 

臼歯部の咬合状態 現在歯時（義歯取り外し時）、義歯装着時*1 

口腔内衛生状況 プラーク*3、食渣、舌苔、口臭 

口腔乾燥 乾燥状態 

粘膜の異常 粘膜異常 

歯周組織の状況 歯肉出血(BOP)、歯周ポケット(PD) 

口腔機能評価 反復唾液嚥下テスト(RSST) 

指導 健診結果の判定・説明 

口腔ケア（衛生）指導 

 

*1 「義歯の使用」が「有り」の場合のみ 

*2 「義歯の使用」が「無し」の場合のみ 

*3 現存歯がある場合のみ  
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（３）健康支援訪問指導事業 

重複及び頻回受診者への訪問指導は、平成 20 年度以降継続して事業を実施してお

り、平成 23 年度からは健康診査の受診結果を活用し、健診後の指導が必要と判断さ

れる者を新たに事業の対象としました（表 8）。 

重複及び頻回受診者については、訪問指導の結果から、平均すると約６割の人に指

導による効果が確認されています（図 16）。 

 

 

表 8 健康支援訪問指導事業実績 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

対象者 
重複受診 

頻回受診 

重複受診 

頻回受診 

重複受診 

頻回受診 

重複受診 

頻回受診 

健康診査 

重複受診 

頻回受診 

健康診査 

重複受診 

頻回受診 

健康診査 

重複受診 

頻回受診 

健康診査 

重複受診 

頻回受診 

健康診査 

重複受診 

頻回受診 

健康診査 

延人数 1,000 人 1,000 人 1,000 人 1,500 人 1,500 人 1,500 人 1,557 人 1,408 人 1,700 人 

 

 

図 16 重複及び頻回受診者への訪問指導結果（効果額と改善率＊） 

 
＊効果額は、1 人当たりの 1 ヶ月当たりの効果額。改善率は、指導により何らかの改善が見られた者の割合。 

 

 

対象者は可能な限り全ての市町村から抽出し、抽出された訪問対象者については市

町村へ情報を提供し、市町村で展開する訪問事業対象者との重複を避けるよう配慮し

ています。 

また、これまで診療報酬明細書等を活用し重複及び頻回受診者を抽出対象としてき

ましたが、重複投薬者や併用禁忌服薬者等についても訪問事業の対象者とするなど支

援していく必要があります。 

本事業は、診療報酬明細書等や健康診査の結果等の健康・医療情報を活用する事業

として位置付けをしており、今後、市町村との連携及び事業結果の市町村における活

用方法等についても検討していく必要があります。 
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（４）ジェネリック医薬品（後発医薬品）普及促進事業 

厚生労働省では、平成 19 年策定の「後発医薬品の安心使用促進アクションプログ

ラム」及び平成 25 年策定の「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」

などに基づき、後発医薬品の数量シェアの目標値を定めて、普及促進の取組を進めて

きました。さらに、平成 27 年 6 月の閣議決定において、平成 29 年央に 70％以上

とするとともに、平成 30 年度から平成 32 年度末までの間のなるべく早い時期に

80％以上とする、新たな数量シェア目標が定められました。 

この新たな目標値の達成時期については、平成 29 年 6 月の閣議決定において、

「2020 年（平成 32 年）9 月までに、後発医薬品の使用割合を 80％とし、できる

限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。」と定められました。 

本県の数量ベースの平成 29 年 6 月時点でのシェアは 69.4％であり、全国並みに

普及が進んでいます（図 17、表 9）。 

 

図 17 ジェネリック医薬品の数量ベースシェア率の推移 

 

出典：全国は薬価調査による集計値（厚生労働省調べ）。広域連合は調剤レセプトによる集計値。 

（注）全国は各年 9 月分、広域連合は各年 5 月分の集計値（平成 29 年は 6 月分）。 

 

 

表 9 熊本県後期高齢者医療の後発医薬品使用状況 

年

度 

数量ベース（個） 薬剤料ベース（百万円） 

全体 
代替可能 

先発品 

代替不可 

先発品 
後発品 

シェア

率 

（％） 

全体 
代替可能 

先発品 

代替不可 

先発品 
後発品 

H24 1,993,023 747,927 621,628 623,468 45.5 2,826 1,089 1,347 390 

H25 2,045,297 758,704 612,597 673,996 47.0 3,083 1,143 1,474 465 

H26 2,009,673 675,813 581,612 752,248 52.7 3,004 1,029 1,478 497 

H27 1,932,251 610,291 543,145 778,815 56.1 3,075 937 1,586 552 

H28 100,252,179 18,679,350 29,725,094 51,847,735 65.6 － － － － 

   ※平成２８年度から、新指標により算出 
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広域連合では平成 22 年度より希望カードの配付を開始し、平成 23 年度以降はさ

らに差額通知を発送することで普及を図っています。また、差額通知は、普及啓発を

促進する目的で平成 25 年度より年 2 回発送しています（表 10）。今後もこれらの

事業を実施し、ジェネリック医薬品の普及促進に努める必要があります。 

 

表 10 ジェネリック医薬品普及啓発事業実績 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

希望 

カード 

作成枚数 270,000 20,000 20,000 19,000 18,200 20,300 22,800 23,700 

配布 

市町村 
45 39 42 41 40 45 45 43 

差額通知（回数） － １ １ ２ ２ ２ ２ ２ 

※ 意向調査により作成を希望した市町村の数 

 

 

（５）長寿・健康増進事業 

広域連合では、市町村と連携し健康講演会や医療費分析など被保険者の健康増進に

資する事業を展開しています（表 11）。 

健康講演会については、開催市町村と共催として実施することで、地域の実情に合

わせた内容となるよう努めていますが、近年は実施回数が減少傾向にあるため、講演

内容や講師選定等を含め、更なる検討が必要です。 

医療費分析については、平成 20 年度以降診療報酬明細書情報等を用いた疾病分類

別統計を毎年度作成し、平成 25 年度には過去 5 ヶ年分の統計情報を用いて疾病分

析を行いました。 

 

表 11 広域連合実施事業の主な実績 

年度 パンフレット 医療費分析 健康講演会 
健康支援 
訪問指導 

肺炎球菌ワクチン
接種費用助成 

H20 27万部 ― ― ― ― 

H22 ― 統計H20～22 ２市町 ― ― 

H23 30,000部 統計H23 ３市町 延べ500人 ― 

H24 25,000部 統計H24 ２町 延べ500人 ― 

H25 16,500部 
分析H20～24 

統計H25 １町 延べ500人 
13市町村 
4,316人 

H26 16,500 部 統計 H26 １町１村 延べ 500 人 ― 

H27 19,900 部 統計 H27 １町１村 延べ 478 人 ― 

H28 17,000 部 統計 H28 １町１村 延べ 500 人 ― 

H29 16,500 部 統計 H29 １町１村 延べ 500 人 ― 

（注）健康支援訪問指導事業のうち健康診査データ活用分のみ掲載 
肺炎球菌ワクチンについては、平成 26 年 10 月より定期接種化されたため事業終了。 
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統計情報及び分析結果は、冊子及びデータを市町村へ配付・送信しています。今後

は、これらのデータを市町村において保健事業等へ活用するとともに、データヘルス

に資する情報を広域連合から発信していく必要があります。 

 

市町村事業への補助は平成 22 年度より開始し、保健師等による訪問事業や人間ド

ックへの助成を実施してきました。（表 12）。 

今後、市町村においては事業費補助を積極的に活用するなど、地域の健康課題を踏

まえた保健事業のさらなる充実が求められます。 

 

 

表 12 市町村事業への補助実績 

年度 人間ドック 
健康教育 

健康相談 
パンフレット 

肺炎球菌ワクチン 

接種費用助成 

H22 1町 2市町 1町 ― 

H23 3町 1町 1市 ― 

H24 7市町 2市町 実施なし ― 

H25 9市町 5 市町村 実施なし 6 町村 

H26 10 市町 5 市町村 実施なし 6 町村 

H27 12 市町村 5 市町村 実施なし ― 

H28 13 市町村 5 市町 実施なし ― 

H29 13 市町村 5 市町 1 町 ― 

（注）肺炎球菌ワクチンについては、平成 26 年 10 月より定期接種化されたため事業終了。 

 

 

（６）適正受診の啓発 

広域連合のホームページは平成 19 年度に開設し、平成 20 年度より保健事業の実

施に関する情報やジェネリック医薬品並びに適正受診などの健康に関する情報を順

次掲載しています（表 13）。 

ホームページは後期高齢者だけでなく医療関係者や被保険者の家族など、広く一般

に情報を提供する手段として、今後も内容の充実を図っていく必要があります。 

リーフレットは、個別に適正受診の啓発を行うツールとして平成 23 年度に全被保

険者へ配付し、平成 24 年度以降は主に新規の被保険者へ配付を継続しています（表

14）。 

新規加入者への適正受診啓発は、後期高齢者医療における医療費適正化に資する情

報発信となることから、掲載内容について随時見直しを行い、啓発の促進に努める必

要があります。 
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表 13 ホームページ掲載内容 

分野 掲載内容 

適正受診 
▼上手な薬との付き合いかた 

▼お医者さんのかかり方＆薬のもらい方 

健康診査 
▼健康診査はどうなるの？ 

▼歯・口の健康診査 

健康増進 

介護予防 

▼長寿世代のあんしん生活 

▼心身の衰えを予防・回復して いきいき人生を送りましょう  

▼はじめよう 転倒骨折予防体操 

 

 

 

表 14 リーフレット作成実績 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

作成数 270,000 20,000 19,000 18,900 19,300 19,600 25,000 

配布市町村数 45 38 44 44 42 45 44 

※ 意向調査により作成を希望した市町村の数 
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第５章 保健事業の実施目標 

１ 生活習慣病に起因する疾患等への取組 

 

生活習慣病に起因する疾患の発症・重症化予防及び加齢に伴う心身機能の低下防止に

より、できる限り長く自立した日常生活を送ることを目標とします。 

 

 

≪成果目標≫ 

目標達成のための指標として、健康診査の検査結果を活用します。 

高血圧性疾患（P13、図 9a）や糖尿病（P13、図 10a）の傾向から、現在値の維持

を目標とします。 

 

◉健康診査受診者の検査結果 

指標 
平成 28 年度 

（現在値）*1 

平成 35 年度 

（目標値）*2 

Ｉ度高血圧以上 34.3％ 34.0％ 

HbA1c（NGSP値）6.5％以上  9.5％  7.0％ 

LDL-コレステロール140以上 17.5％ 17.0％ 

腎専門医受診レベル＊３  8.5％  8.0％ 

 

＊１ 平成２８年度 健診受診者３４，５７４人中の各指標該当者 
＊２ 現在値の維持を目標として算出。 
＊３ eGFR5１未満 

 

 

◉健康診査受診率 

指標 
平成 28 年度 

（現在値）*1 

平成 35 年度 

（目標値） 

健康診査受診率 13.62％ 17.0％ 

歯科口腔健康診査  1.09％   1.7％ 

＊１ 受診対象外者を除外 

 

 

市町村においては、個別に目標受診率を設定し、受診率向上に努めるものとします。 

また、市町村は地域の特性に合った方法により事業の周知啓発に努め、別途策定する

健康診査推進計画に基づき、目標受診率等の達成に向けて広域連合と連携し取り組むも

のとします。 
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２ 健康情報の分析に基づく医療費適正化への取組 

熊本県の後期高齢者に特徴的な心疾患や脳血管疾患、骨折及び人工透析患者について、

適切な治療の継続や自主的な健康保持の支援、並びに適正受診の啓発等により、医療費

の適正化を推進します。 

推進にあたっては、診療報酬明細書等や健康診査結果、その他の健康や医療に関する

情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った事業運営を目指します。 

 

 

≪成果目標≫ 

◉重複及び頻回受診者 

指   標 
平成 20～28 年度 

（これまでの平均値） 

平成 30～35 年度 

（平均値）*3 

改善率*1   59.8％      60％ 

効果額*2 16,212円 18,000円 

＊１ 指導により何らかの改善が見られた者の割合 
＊２ 1 人当たりの 1 ヶ月当たりの効果額 
＊３ これまでの平均値から目標として算出 

 

 

◉ジェネリック医薬品（後発医薬品）普及促進事業 

指   標 
平成 28 年度 

（現在値）*1 

平成 35 年度 

（目標値）*2 

数量シェア 65.6％ 80％ 

＊１ 調剤レセプトによる平成 25 年 5 月分集計値 
＊２ ロードマップに定める厚生労働省目標値 

 

 

◉適正受診の啓発 

以下の方針に従って、事業を推進します。 

項    目 計画期間中の方針 

ホームページ 随時更新することで切れ目のない情報発信を目指します。 

リーフレット 
内容の見直しを継続し、新規加入の被保険者へ配付するなど 

効果的な周知啓発を図ります。 
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３ 相互連携による活動の推進に向けた取組 

県全域で実施する事業は広域連合が、地域の特性に応じたきめ細かい事業は市町村が

それぞれ主体となって推進します。事業の検討にあたっては、資格賦課分科会等を活用

し、広域連合と市町村は連携・協力して、効果的かつ効率的な事業の展開を図ります。 

 

 

≪成果目標≫ 

◉活動目標 

1 資格賦課分科会の開催による活発な検討の場の創出 

2 保険者協議会における異なる保険者間の情報収集及び連携 

 

 

◉事業目標 

指標 
平成 28 年度 
（現在値） 

平成 35 年度 
（目標値） 

広
域
連
合 

実
施
事
業 

いきいき健康長寿講演会 2市町村 5市町村 

健康に関するパンフレット 年1回 年1回 

医療費分析 年1回 年1回 

市
町
村 

補
助
事
業 

健康教育・健康相談 5市町村 10市町村 

人間ドック助成 13市町村 未定※ 

糖尿病性腎症患者の重症化予防事業 なし ５市町村 

  国の補助金等を財源としているものについては、事業を見直すことがあります。 

    ※平成３０年度において、事業の継続について検討を予定しています。 

 

 

広域連合の個別の実施事業については、現行の実施規模を継続し、市町村と連携・協

力しながら被保険者の健康増進の支援となるよう内容の充実に努めます。 

市町村補助事業については、実施市町村の倍増を目指し活用を促していくものとしま

す。
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第１章 実施事業 

第１節 個別の支援を要する方への施策 

 

 

広域連合が対象としている後期高齢者は、医療機関を受診する機会が増加したり、

要介護認定を受ける方が増えてきたりする

など、被保険者本人にとっては、医療や介

護を身近に感じる年齢と言えます。 

また、熊本県の健康寿命（H25）は、男

性 71.75 歳、女性 74.40 歳であり、すで

に健康寿命を超えた年齢であるとも言えま

す。 

また、ライフスタイルが変化する方も多

く、国勢調査の結果からも、高齢独居世帯

が増加しています。 

そのため、まずは、健康づくりや介護予

防に興味関心を持っていただき、自分の健

康は自分で守るという認識のもと、１年に

１回は健康診査を受診していただくよう、

啓発していくことが重要となっています。 

同時に、レセプトデータや健診データ等を活用し、個別に支援を要する対象者を抽

出し、その方に応じたきめ細やかな支援を行っていくことで、本人の生活の質の向上

と医療費適正化の推進を図ります。 

さらに、従来実施してきた訪問事業の対象者のうち、さらに継続した関わり合いが

必要な方に対する新たな事業を構成市町村と連携して展開します。 

 

 

 

 

〇健康診査受診率の向上を目指し、個人の心身機能の把握と適切な支援を行います。 

〇レセプト情報を活用し、個別支援を要する方へのアプローチを行います。 

〇レセプト情報・健診情報のない方のうち、個別支援を要する方を抽出しアプローチ

する手法を確立します。 

  

現状・課題 

基本的な方向性 
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１ 健康診査事業の実施 

（１）事業の目的 

後期高齢者に対する健康診査は、法第１２５条及び熊本県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療に関する条例第３条に基づき、生活習慣病等の発症や重症化の予防及

び心身機能の低下の防止を目的として、医療機関での受診が必要な者や保健指導を必

要とする者を的確に抽出するために行っています。 

 

（２）実施方法 

健康診査は市町村に委託して実施するものとし、実施の時期や実施方法は地域の実

情に合わせて市町村により設定します。健康診査の項目は、Ｐ３７の表のとおりとし、

特定健診における基本的な健診項目に加え、追加健診項目を必須項目とするほか、医

師の判断により詳細な健診項目も追加できることとします。 

健康診査では、平成２０年度の事業開始当初より特定健診には含まれていない血清

クレアチニンや血清尿酸検査、貧血検査を必須項目としており、平成２４年度からは

新たに眼底検査を医師の判断により実施する詳細な項目としました。さらに、潜血検

査を追加（必須項目）するなど、後期高齢者の健康課題である生活習慣病に着目した

ものを充実させています。 

なお、具体的な実施方法については、健康診査推進計画に別途定めます。 

 

（３）自己負担額 

被保険者の自己負担は一律８００円とします。なお、医師の判断に基づき、詳細な

健診項目を追加実施した場合についても、自己負担額は８００円とします。 

 

（４）事業実施後の取組 

市町村は、健康診査実施後、速やかに広域連合に結果報告を行い、健康診査の結果

データについては市町村における特定健診等データ管理システムにおいて管理する

ものとします。 

広域連合と市町村は実施状況を把握し、情報を共有するとともに、それぞれが事後

評価を行い、事業の充実に努めます。 

事後評価は、出納閉鎖が終了した時点で受診率を確認するとともに、広域連合及び

市町村において原因等を検討することとします。 

また、生活習慣病の早期発見及び重症化予防に資するよう、広域連合においては健

康支援訪問指導事業へ健康診査の結果データを活用し、市町村においても事業目的に

合致するデータの活用に努めます。 
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健康診査の項目 

 検査区分 検査項目 実施区分 

基
本
的
な
健
診
項
目 

身体測定・診察等 

質問（問診） 

必須 

身長 

体重 

ＢＭＩ 

打聴診 

血圧 
収縮期血圧 

拡張期血圧 

血液検査 

血液採取（１日につき） 

中性脂肪 

ＨＤＬ－コレステロール 

ＬＤＬ－コレステロール 

ＡＳＴ(ＧＯＴ) 

ＡＬＴ(ＧＰＴ) 

γ－ＧＴ(γ－ＧＴＰ) 

空腹時血糖 

尿検査 
尿酸：半定量 

尿蛋白：半定量 

追
加
健
診
項
目 

血糖検査 ヘモグロビンＡ１Ｃ（HbA1c） 

生化学的検査 
血清クレアチニン 

血清尿酸 

尿検査 潜 血 

貧血検査 

ヘマトクリット値 

血色素測定 

赤血球数 

詳
細 

詳細な健診の項目（医師の

判断による追加項目） 

心電図検査 医師の判断に

よる追加項目 眼底検査 
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２ 歯科口腔健康診査事業の実施 

 

（１）事業の目的 

熊本県後期高齢者医療歯科口腔健康診査（以下「歯科健診」という。）は、後期高

齢者の口腔機能低下による誤嚥性肺炎や生活習慣病等の重症化予防を図るため、歯・

歯肉の状態、口腔内の衛生状態や咀嚼を含む口腔機能をチエックすることにより、被

保険者の健康の保持増進を図ることを目的として行います。 

 

（２）実施方法 

広域連合は、歯科健診業務を市町村へ委託し実施するものとし、実施の時期や実施

方法は地域の実情に応じて市町村により設定します。健診項目はＰ３９の表のとおり

とし、問診のほか、歯周検査、口腔検査、指導も行うこととしています。 

また、業務を効率的に実施するため県内各郡市歯科医師会、個別歯科医療機関又は

健診専門機関（以下「健診機関」という。）に再委託できるものとします。 

なお、具体的な実施方法については、健康診査推進計画に別途定めます。 

 

（３）自己負担額 

被保険者の自己負担は一律 400 円とします。ただし、市町村の実情に応じて、自

己負担金の全部又は一部を市町村で負担することを妨げないものとします。 

 

（４）事業実施後の取組 

市町村は、歯科健診実施後、速やかに広域連合に結果報告を行い、歯科健診の結果

データについては市町村における特定健診等データ管理システム等において管理す

るものとします。 

広域連合と市町村は実施状況を把握し、情報を共有するとともに、それぞれが事後

評価を行い、事業の充実に努めます。 

事後評価は、出納閉鎖が終了した時点で受診率を確認するとともに、広域連合及び

市町村において原因等を検討することとします。 

また、口腔機能低下による誤嚥性肺炎や生活習慣病等の重症化予防に資するよう、

広域連合においては健康支援訪問指導事業へ健康診査の結果データを活用し、市町村

においても事業目的に合致するデータの活用に努めます。 
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歯科口腔健康診査の項目 

検査区分 検査項目 

問診 質問（問診） 

口腔内検査 

歯の状況 現在歯、喪失歯の状態 

義歯の状況 

義歯の使用 

清掃状況 

使用状況 

その他 

必要性 

臼歯部の咬合状態 
現在歯時（義歯取り外し時） 

義歯装着時 

口腔内衛生状況 

プラーク 

食渣 

舌苔 

口臭 

口腔乾燥 乾燥状態 

粘膜の異常 粘膜異常 

歯周組織の状況 
歯肉出血(BOP) 

歯周ポケット(PD) 

口腔機能評価 反復唾液嚥下テスト(RSST) 

指導 
健診結果の判定・説明 

口腔ケア（衛生）指導 
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３ 健康支援訪問指導事業 

（１）事業の目的 

重複受診や頻回受診の傾向が見られ、療養上の生活指導などが必要と判断される被

保険者を対象に、日常生活や心の健康、受診に関する指導、服薬指導などにより生活

の質（ＱＯＬ）の向上を図ることを目的としています。 

 

（２）対象者 

対象者については、おおむね以下の条件に該当する方を含む形とし、抽出条件につ

いては、年度ごとに別途定めます。 

 

①重複受診者 

前年度中、月に５件以上の受診医療機関がある者のうち継続的に重複受診の傾向が

見られ、療養上の生活指導が必要と判断される者を抽出し、さらに診療報酬明細書情

報から対象者を選定します。 

 

②頻回受診者 

前年度中、1 つの医療機関あたり月に 15 日以上の受診がある者のうち継続的に頻

回受診の傾向が見られ、療養上の生活指導が必要と判断される者を抽出し、さらに診

療報酬明細書情報から対象者を選定します。 

 

③健康診査受診者 

前年度中の健康診査の受診結果から、次の基準により生活習慣病のハイリスク者と

して指導を要すると思われる者、及び継続して支援が必要と思われる者を抽出し、さ

らに診療報酬明細書情報から対象者を選定します。 

 

 

対象者選定基準（健康診査受診結果） 

指標 基準 

血圧 収縮期血圧 140 以上 

HbA1c（NGSP 値） 6.5％以上 

LDL コレステロール 140 以上 

腎専門医受診レベル eGFR5１未満 
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（３）実施方法 

外部専門業者へ委託して実施します。受託者の保健師などが対象となった被保険者

の自宅などを２回訪問し、生活状況や生活習慣を把握のうえ受診指導や服薬指導のほ

か療養上の生活指導などを行います。 

 

（４）実施上の留意点 

訪問指導を実施する中で、以下のような個別支援が必要な対象者がある場合は、随

時適切な支援・指導を行うとともに、市町村・包括支援センター・関係機関等への情

報提供を行うことで、継続的な支援につなげていくこととします。 

① 精密検査未受診者への受診勧奨 

② 薬剤併用による禁忌防止対象者への指導 

③ 生活習慣病治療中断者への受診・受療勧奨 

 

（５）事業実施後の取組 

訪問指導前後の診療報酬明細書情報等を確認し、効果額測定を行います。 

また、訪問指導後に被保険者にアンケート調査を行い、実施方法の見直し等事業の

充実に努めるものとします。 

事後評価は、広域連合及び委託業者において、最終報告会を行うなかで、被保険者

の状況や訪問指導者の意見等を踏まえ、今後の方針を検討することとし、効率的かつ

効果的な事業に向けて見直す体制をとります。 

なお、対象者選定の抽出条件については毎年度見直し、効果的な事業の実施に努め

ます。 

指導結果については、市町村との連携・協力による介護予防への活用など、活用方

法について随時検討していくこととします。 
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４ 糖尿病性腎症患者の重症化予防事業 

（１）事業の目的 

糖尿病性腎症患者への保健指導等による介入により、腎機能低下を遅延させ、人工

透析導入の予防や導入時期の遅延等の重症化予防を図るとともに、医療費適正化に資

することを目的とします。 

 

（２）対象者 

対象者については、熊本県医師会等が平成 29 年度に作成した糖尿病性腎症重症化

予防プログラムの考え方によるものとし、詳細については、年度ごとに別途定めます。 

 

（３）実施方法 

広域連合、又は市町村が糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき実施すること

とします。 

事業の内容等については、実施年度において詳細を検討することとします。 

 

（４）事業実施後の取組 

事業実施後は、本事業において構築された地域医療体制を活用し、効果的な保健事

業の実施に努めるものとします。 

事後評価は、広域連合及び市町村において、事業内容及び実績を分析し、今後の方

針を検討することとし、効率的かつ効果的な事業に向けて見直す体制をとります。 

なお、必要に応じて被保険者の継続的な支援を引き続き行うなど、効果的な事業の

実施に努めることとします。 

事業の実施内容については、市町村や熊本県、その他関係機関等の意見を踏まえて、

随時検討していくこととします。 

 

 

 

計画期間中の事業実施市町村数の年度目標 

平成 28 年度 平成 32 年度 平成 35 年度 

実績なし ２市町村 ５市町村 
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第２節 広く被保険者全体へアプローチする施策 

 

 

将来にわたって自分の健康を守っていくためには、健康で働く意欲のある高齢者に

は、「支えられる側」ということではなく、積極的に「支える側」に加わることが重

要です。 

高齢になっても、社会との関係性を維持しつつ、生きがいをもって暮らしていくこ

とが「生涯現役社会」につながり、そのために、まずは、被保険者 1 人ひとりの意

識改革や努力が必要となってきます。 

健康の維持・増進、健康寿命延伸を図り、健康で働くことができる高齢者が増えて

いくよう、広く被保険者全体へアプローチする施策を効果的に展開し、健康の維持に

取り組む高齢者を増やしていくような施策が求められています。 

例えば、同年代の方でも、元気に生きがいを持って健康的な生活を送っている方を

発掘・紹介するような取り組みで、被保険者個人に訴えかけるような健康増進・介護

予防の意識啓発を行う必要があります。 

同時に、医療費適正化に向けて、最新のエビデンスに基づく効果的な周知広報と具

体的な事業展開を、構成市町村と連携して実施することが重要です。 

そのため、広域連合で主体的に実施できる事業については、広域連合が実施します

が、構成市町村と連携して実施する事業については、構成市町村の各種補助事業実施

を推奨するとともに、構成市町村のマンパワー不足を解消できるような補助要件の追

加などにより、事業展開の拡充を図ります。 

 

 

 

 

〇ジェネリック医薬品の普及促進を図り、医療費の効率化を図ります。 

〇レセプト情報の分析による費用対効果の検証とその結果の周知を行います。 

〇長寿・健康増進・介護予防に関する事業を展開します。 

〇周知広報を図ることで意識啓発を行います。 

  

現状・課題 

基本的な方向性 
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１ ジェネリック医薬品（後発医薬品）普及促進事業 

（１）事業の目的 

ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品と同等の有効成分、効能・効果

を持ち、一般的に開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が低

くなっています。 

ジェネリック医薬品を広く普及させることは、被保険者の負担軽減を図るだけでな

く、医療費の効率化を通じて限られた医療費資源の有効活用につながります。 

 

（２）事業内容 

被保険者へのジェネリック医薬品希望カード配付や差額通知を行うことにより、ジ

ェネリック医薬品の周知と利用促進を図ることを目的とします。 

 

①希望カードの配付 

広域連合はジェネリック医薬品希望カードを作成し、市町村は、新規に被保険者と

なる者へ希望カードを配付します。カードサイズは被保険者証と同じで、台紙にはジ

ェネリック医薬品に関する情報と適正受診、健康診査受診の呼びかけ等を掲載します。 

 

②差額通知の送付 

ア）事業の目的 

被保険者が既に処方されている先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場

合に軽減できる自己負担額を通知するとともに、ジェネリック医薬品に関する情報を

掲載することで、利用促進を図り、医療費削減と被保険者の自己負担の軽減に資する

ことを目的としています。 

イ）実施方法 

レセプト情報等を活用し、ジェネリック医薬品の利用により、一定程度の医療費負

担の減額が見込まれる被保険者へ差額通知を年 2 回送付します。 

 

③療養費等の決定通知による周知 

被保険者に対して送付する療養費等の各種決定通知を活用し、ジェネリック医薬品

の推進を行います。 

 

（３）事業実施後の取組 

差額通知については、発送後数ヵ月間のレセプト情報を分析することで、被保険者

の負担軽減額や医療費全体の削減額などを把握し、効果の検証を実施するとともに、

事業内容の見直しを随時行い、内容の充実に努めます。  



各論   

 

45 

 

２ 長寿・健康増進事業 

（１）事業の目的 

国の特別調整交付金を活用し、長年、社会に貢献されてきた被保険者の自主的な健

康の保持増進の支援に向けた取組を行い、被保険者の健康増進と医療費適正化に資す

ることを目的としています。 

 

（２）広域連合が実施する事業 

①いきいき健康長寿講演会 

被保険者の健康づくりのため、健康に関する講演会を市町村と協働で実施し、被保

険者に対し健康に関する意識啓発を行うことを目的に、広域連合等で選定した講師を

派遣します。 

なお、講演会などの企画及び運営については、原則として開催市町村が行います。 

 

②健康に関するパンフレットの作成 

被保険者の自主的な健康の保持増進を啓発するパンフレットを作成し、健康教育な

どで活用するとともに市町村窓口において配付します。 

 

③健康支援訪問指導事業 

健康診査の受診結果から、その後の指導が必要と判断される被保険者を抽出し、健

康支援訪問指導事業において重複及び頻回受診者と同時に訪問指導を実施します。 

 

④疾病分類別統計 

地域の特性及び医療費の傾向等の把握・分析のため、被保険者の疾病状況や医療費

の動向などについて疾病分類別統計を作成し、関係機関及び市町村等へ配付します。 

 

（３）市町村への補助事業 

広域連合の補助基準に基づいて、長寿・健康増進事業にかかる事業を市町村が行う

場合に、必要な費用を補助の対象とします。また、補助要件等については、年度ごと

の補助の方針で別途定めます。 

① 健康教育・健康相談事業 

② 健康に関するリーフレットの提供 

③ 人間ドック等の費用助成 

④ その他、被保険者の健康増進のために必要と認められる事業 
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（４）事業実施後の取組 

事後評価は、広域連合及び市町村において、事業内容及び実績を分析し、今後の方

針を検討することとし、効率的かつ効果的な事業に向けて見直す体制をとります。 

広域連合と市町村は、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な事業の推進を

図るため、それぞれ実施した事業について被保険者の参加状況などから効果を検証し、

より充実した事業展開に努めるものとします。 
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第３節 周知広報・啓発活動等の施策 

 

 

情報化社会の中、いろんな情報を簡単に手に入れることができるようになり、健康

志向と相まって、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどには、さまざま

な健康情報があふれています。 

その内容は千差万別で、最先端の研究に基づいた有益な情報から、エビデンスが明

確でなく正確性に欠く情報までもが、文字通り氾濫しており、多くの情報の中で正し

い情報を見極めるのは困難な状況となっています。 

そのような中では、正しい情報と偏った情報を選別できる力を養うこと、そして、

情報を他人ごとではなく自分自身の事ととらえることが重要となります。 

そのため、正確な健康情報・疾病予防に関する情報を、市町村と連携して高齢者が

理解しやすく手に取りやすい形で届けることが求められています。 

 

また、後期高齢者の中で、他の模範となるような健康長寿な方の長寿に関する日々

の活動（健康行動の秘訣）を紹介するような取り組みを行うことで、長寿に対する関

心を高めていきます。 

 

さらに、広域連合や市町村が実施している医療費の適正化に資する事業等に関する

情報についても、関係機関と連携し積極的に情報発信を行うことで、いつでも正確な

情報を得ることができる環境を整備します。 

 

 

 

 

 

〇正確な情報の発信により、疾病の予防や健康増進を支援します。 

〇疾病予防や健康増進に関する情報がいつでも手に入れることができる環境を整備

します。 

〇関係機関と連携した普及啓発事業を展開します。 

  

現状・課題 

基本的な方向性 
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１ 広域連合が実施する保健事業の啓発 

（１）事業の目的 

被保険者に対して疾病の予防や健康の保持に役立つ情報の提供のほか、適正な受診

を促し、適切な医療機関の利用を支援することを目的としています。 

 

（２）事業内容 

①ホームページ 

広域連合で発行するパンフレットやリーフレットの情報、適正受診や介護予防等に

役立つ情報など、被保険者自身が自主的に健康の保持増進に取り組めるよう内容の充

実に努めます。 

 

②パンフレット、リーフレット 

新規の被保険者へ配付する。広域連合が作成し、配付は市町村で行います。ジェネ

リック医薬品情報、適正受診のポイントなど掲載し、適正受診の啓発促進を図ります。 

 

③新聞 

制度改正や被保険者にとってお知らせしなければならないような重要な事項等、広

く周知啓発を行うためのツールとして、新聞などを活用し周知に努めます。 

 

④各種通知 

療養費などの決定通知など、被保険者に対して送付される各種通知のスペースを活

用し、健康診査の受診勧奨やジェネリック医薬品の推進など、機会あるたびに周知を

行います。対象者が限定される面がありますが、繰り返し呼び掛けることで周知を図

ります。 

 

⑤ポスター 

健康診査及び歯科口腔健康診査の推進を図るため、受診率向上対策のポスターを作

成し、市町村や公共機関、医療機関等の窓口において掲示し周知を図ります。 

 

（３）事業実施後の取組 

健康診査及び歯科口腔健康診査の受診率向上や適正受診について、ホームページ・

リーフレットとともに掲載内容を検討、改善していくことで事業の充実を図り、医療

費適正化の推進に努めるものとします。 
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第４節 新たな事業への取組 

 

本計画の基本方針に沿う新たな事業について、広域連合は個別の市町村で実施する

よりも全県で取り組むことで効果が見込まれる事業の創出に努めていきます。市町村

においては、補助金等交付基準と市町村ニーズのマッチングによる幅広い保健事業へ

の取り組みが求められます。 

広域連合及び市町村は、医療関連団体等の関係機関と連携・協力のうえ、既に利用

している健康・医療情報のほか、国保データベース（KDB）など新たなデータツー

ルの利活用を検討しながら、被保険者の健康保持増進を支援し、効果の検証が可能と

なるもの等を随時計画・実施するよう努めます。 

その際は、本計画において挙げた課題等を踏まえ、効果的でより実効性のある事業

に取り組んでいく必要があります。 

本計画期間においては、以下の事業について実施に向けた検討を行いながら、必要

であると判断された場合には積極的な取組を行ってまいります。 

 

（１）医薬品の適正使用の推進 

 多数の医療機関受診等により服薬する薬が多い場合や、薬の管理に関する困りご

とを抱える者に対し、適正な服薬のための相談や指導が必要です。 

 薬剤の多剤投与は、生活の質（ＱＯＬ）の低下につながったり、誤嚥を誘発させ

たりする場合があるため、適正な服薬管理を行うことで、被保険者のＱＯＬの向上

をはじめ、誤嚥性肺炎の発症予防や薬剤の多剤投与の防止を図ることができます。 

 県薬剤師会や包括支援センターと連携し、適正服薬及び生活支援等の相談・助言

を行なうことで、被保険者の健康保持・増進を図ることができます。 

 

○薬剤に関する事業 

 県薬剤師会と連携し、多剤や残薬整理などの被保険者の困りごとに対して相談で

きる場を提供します。 

 また、多受診や頻回受診などによる残薬の整理や併用禁忌の恐れがある被保険者

に対し残薬整理、適正な服薬の支援を行います。 

 専門的な分析等が必要になることから、関係団体や民間事業者の協力を得ながら

効果的な事業を行います。 
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（２）未受診者への対策 

広域連合が実施する健康診査において、８５％の被保険者が健康診査を受けてい

ない状況であり、その中で医療機関への受診の無い被保険者の状態が懸念されます。 

ＫＤＢシステムや保険者データヘルス支援システムを活用し、市町村と連携を図

りながら、健康診査未受診者へのアプローチを検討し、未受診者の把握を行います。 

 

○県歯科医師会との連携事業 

 県歯科医師会と情報交換や共通認識のための意見交換などを行い、受診率向上を

目指した取り組みなどで連携した事業を実施し、歯科口腔健康診査の普及を推進し

ます。 

  ▼県歯科医師会と広域連合においての情報交換・意見交換 

  ▼イベントなどによる県内各地でのＰＲ活動 

  ▼情報発信・広報などによる普及・啓発活動 

 

○未受診者対策事業 

 健康診査や医療機関の未受診者に対して、健康診査の重要性や歯科口腔健康診査 

の必要性をお知らせしながら受診勧奨を行い、被保険者自身の健康に対する意識の 

向上を図り、健康の保持・増進に努めていただけるよう促すことを目的に行います。 

 

 

（３）市町村訪問 

広域連合として運営していく中で、市町村との連携を強化していくことは必須で

あり、お互いの情報を共有して課題解決に取り組むことが重要となってきます。 

また、市町村の協力なしでは保健事業の推進はありません。 

市町村訪問を行いながら、市町村との連携を密にし、その問題意識をくみ取り、

保健事業に反映するとともに、好事例を他の市町村等に展開できるよう努め、健康

診査の受診率向上や保健事業の推進を図ります。 

     ▼健康診査の受診機会の確保 

     ▼地域差格差の解消 

     ▼地域課題・国保世代の課題などの確認 

     ▼補助事業の推進 

     ▼県内の状況及び地域の状況確認 

     ▼介護連携の推進 
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（４）周知・広報 

情報があふれ、被保険者にとって必要な情報を正しく的確に伝えることが大切な時

代となっています。広域連合として運営していく中で、被保険者自ら健康意識の向上

を図っていただきながら、自分の健康は自分で守っていけるよう情報を提供します。 

 

○長寿健康対策事業 

後期高齢者のうち、健康診査を受診していない方、かつ医療機関で受療してい

ない方を抽出し、健康長寿の秘訣を聞き出すとともに、健康診査の受診によりさ

らなる健康長寿を目指していただくような支援を行います。 

一方、早期に受療行動が必要と考えられる対象者に対しては、市町村・包括支

援センター・医療機関等へのつなぎを行い、必要な支援につなげます。 

また、個人の健康長寿の秘訣をまとめたレポート（健康長寿生活のすすめ）を

作成し、医療費通知事業等の機会を利用し、広く被保険者へ周知広報を行います。 

 

 

（５）介護連携 

高齢化の進展に伴い生活習慣病の重症化予防を推進するなかで、生活の質（ＱＯ

Ｌ）の維持・向上を図っていく必要性が高まってきています。 

一方で、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知症

高齢者が増加するなど、医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高まってき

ています。 

 

また、生活習慣病の重症化は、認知症の発症リスクを高めることから、認知症の

早期発見・早期対応への取り組みが求められています。 

広域連合では、市町村との連携を図り、介護部局との情報交換を行いながら、ロ

コモティブシンドローム対策と保険給付の適正化を図ることを目的に実施します。 

 

○介護連携事業 

健康支援訪問事業における頻回受診対象者の多くは、整骨院、接骨院、整形外科

などの受診者となっており、独自の取組を行うことが必要と考えられます。 

これらの対象者に対して市町村と連携し、被保険者にとって新たな通いの場とな

り得る「サロン・運動教室」等への参加を促すことで、高齢者の健康寿命の延伸や

生活の質の向上、社会参加を図っていくことが大切になります。 

広域連合と市町村が協力し、長寿・健康増進事業の新たなメニューとして事業を

行うなどを検討します。 
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第２章 保健事業の推進体制 

１ 関係機関等の役割 

（１）広域連合の役割 

広域連合は、保健事業の実施主体であり、実施にあたっては市町村をはじめ関係団

体との連携を図り、保健事業が円滑に実施できるように環境を整える必要があります。 

事業を円滑に推進するため、分科会や主管課長会議などを通じて広域連合と市町村

との相互連携を図り、地域の特性に応じた効果的かつ効率的な保健事業の実施に努め

ます。併せて、熊本県後期高齢者医療運営協議会へ適宜意見を求め、被保険者等の意

見を反映させるよう努めます。 

 

（２）市町村の役割 

市町村は、住民に最も身近な基礎自治体として、地域の課題や住民のニーズを直接

把握しているため、後期高齢者医療制度の保健事業の実施については努力義務ではあ

りますが、地域に住む住民としての健康の保持増進を目的とした総合的な取組みを行

う主体となることが求められます。 

広域連合と連携し、被保険者の健康の保持増進に資する地域の健康課題や特性に応

じたきめ細かい保健事業の実施に努めます。 

事業の実施にあたっては、必要に応じて福祉・介護予防等の支援につなげるよう努

めるものとします。 

なお、運営上の留意事項として、市町村においては健康増進法等に基づく地域にお

ける他の保健事業等との連携を十分に図りつつ、また、国民健康保険での課題や事業

を継続しながら、生活習慣相談、住民を対象とした健康相談事業や日常生活、運動、

食事などに関する健康教育、各種助成事業など、地域の特性に応じた効果的かつ効率

的な保健事業に努めるものとします。 

 

（３）熊本県の役割 

県は、都道府県レベルにおいての、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の

関係団体との情報を共有し、課題対応策について協議検討するとともに、広域連合や

市町村と連携が図られるような関係性を構築する立場にあります。 

関連する「第 3 期熊本県における医療費の見通しに関する計画」及び「第 4 次く

まもと２１ヘルスプラン」等の推進により、後期高齢者の健康づくりを支援するとと

もに、広域連合に対して必要な助言及び適切な援助を行うものとします。 

また、介護保険事業者であり、国民健康保険の保健事業を実施する市町村と広域連

合の連携に必要な支援を行うなど、積極的な役割を果たすものとします。 
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２ 関係機関等との連携 

 

（１）関係機関との連携 

 

○熊本県医師会、熊本県歯科医師会、熊本県薬剤師会 

広域連合が実施する保健事業の内容に応じ各団体との連携を図り、事業の企画、運

営、事業に対する助言や協力を得る必要があります。 

また、今後は協力して事業を実施することが考えられ、各団体の支部や会員、地域

組織等への周知や協力をお願いしながら、専門的な立場からの指導・助言をいただく

ために連携を図ります。 

 

○保険者協議会 

全ての医療保険者が構成員となっている保険者協議会においては、保険者や関係機

関との連絡調整、必要な情報の収集及び情報分析により、後期高齢者の保健事業推進

を図るものとします。 

 

○熊本県国民健康保険団体連合会 

後期高齢者医療の審査・支払関連業務を行っていることから、医療情報の分析や活

用について協力し連携を図るものとします。 

保健事業支援・評価委員会のヘルスサポート事業を活用し、事業の評価や助言によ

り効果的な保健事業の実施を図るため連携を行います。 

 

 

 

３ 個人情報の保護 

事業の実施にあたっては、熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例及び熊

本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則、その他個人情報の保護に関

する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に

取り扱うものとします。 

 

 

遵守する法令等 

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成 19 年条例第 20 号） 

熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則（平成１９年規則第２３号） 

厚生労働省による各種ガイドライン 
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第３章 計画の周知・公表と評価・見直し 

１ 計画の公表・周知 

計画については、保健事業の推進体制に従い、広域連合と市町村等関係機関の相互

連携により推進します。被保険者に医療保険者としての計画期間中の取組方針等を公

開し、趣旨を理解してもらうことにより、積極的な協力を得るため計画の公表を行い

ます。 

また、計画については広域連合ホームページで公開するほか、構成市町村等と情報

を共有して保健事業の周知を図りながら事業を実施します。 

 

 

２ PDCA サイクルによる進捗管理 

計画の評価・見直しは、下図のＰＤＣＡサイクルに沿って行うこととし、各事業は

実施結果から評価・検証を行い、検証の結果を反映するよう事業を見直します。 

評価の過程では、熊本県後期高齢者医療運営協議会や熊本県国保連合会に設置され

る事業評価機関へ必要な支援や評価を求め、事業の継続的な改善に取り組みます。 
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１ 実施計画一覧 

 第 1 次計画期間 第２次計画期間 

事業名 
取り組みの状況 

現在値 

（H28） 
課題 目標設定の考え方 

目標値 

(H35) 
H30 H31 H32 H33 H34 H35 

Ⅰ.個別の支援を要する方への施策 

1 健康診査事業 

健康診査 

・受診者数と受診率は H20 年度の 19

千人 7.9%から H28 年度の 35 千

人 13.6%まで着実に増加 

・受診啓発ポスターを全市町村へ配付 

・被保険者証更新時に受診勧奨リーフ

レットを同封 

・集団健診または個別健診の未実施市

町村への働きかけ 

・新聞広告（全国紙 4 社及び地元紙１

社）による受診勧奨 

・市町村訪問による受診機会の確保 

13.6％ 

・受診率向上のための事

業充実 

・被保険者の健康意識の

向上 

第１次計画期間直前の平成

26 年度が 12.2%、平成

27 年度・平成 28 年度が

13.6%であった。 

過去の実績から、毎年度の

伸びを 4％と見込み、この

伸び率を基に平成 35 年度

目標値を 17％と算出した。 

17.0% 1４.５％ 15.0% 1５.６% 16.２% 16.6% 17.0% 

2 歯科口腔健康診査事業 

歯科口腔健康診

査 

・H28 年度より開始 

・受診率は 1.1％ 
1.09% 

・歯科口腔健康診査の周

知、普及促進 
医科健診の 1 割相当 1.7% 1.45% 1.５% 1.56% 1.6% 1.66% 1.7% 

3 健康支援訪問指導事業 

健康支援訪問指

導 

・H20 年度より重複頻回受診者への

訪問指導事業として開始  

・H23 年度より健康診査結果からハ

イリスク者を抽出し追加事業とし

て開始 

・訪問実施者は H20 年度上限延

1,000 人から、平成 28 年度では

上限延 1,700 人に事業内容変更 

・平均約６割の人に指導による効果 

・専門業者へ委託することで効率的な

事業を展開  

・住民の不安解消のため、事業実施前

に市町村へ協力を依頼 

 

重複及び 

頻回受診 

の改善率 

59.8% 

 

効果額 

16,212 

      円 

（H20～28

年度平均） 

・訪問指導結果の活用促

進 

・市町村との連携 

・訪問対象者（抽出者）

の条件の設定方針の見

直し 

指導の効果を高めるため実

施方法を随時見直しなが

ら、より多くの被保険者へ

対象を広げつつ、改善率や

効果額の上下幅を抑え、安

定した成果を上げるように

努めます。 

重複及び

頻回受診

の改善率

60.0% 

 

効果額 

18,000 

     円 

平成 30 年度から平成 35 年度までの 

平均値を目標として算定 

 

重複及び頻回受診の改善率   60.0% 

効果額          18,000 円 
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 第 1 次計画期間 第２次計画期間 

事業名 
取り組みの状況 

現在値 

（H28） 
課題 目標設定の考え方 

目標値 

(H35) 
H30 H31 H32 H33 H34 H35 

4 糖尿病性腎症患者の重症化予防事業 

糖尿病性腎症患

者の重症化予防 

・Ｈ２８年度補助金交付要綱の制定 

・市町村への周知及び実施の依頼 
未実施 

・国の補助金等交付基準

と市町村ニーズのマッ

チング 

全 45 市町村のうち 1 割以

上の市町村での実施を、目

標とします。 

5 

市町村 

1 

市町村 

１ 

市町村 

２ 

市町村 

３ 

市町村 

４ 

市町村 

５ 

市町村 

Ⅱ.広く被保険者全体へアプローチする施策 

１ ジェネリック医薬品（後発医薬品） 
普及促進事業 

数量 

シェア

65.6% 

  80％ 70％ 72％ 74％ 76％ 78％ 80％ 

希望カードの配

付 

・H２２年度より新規事業として開始

し、全被保険者へ配付 

・H２３年度以降は新規の被保険者へ

加入時に配付 

・ジェネリック医薬品の数量ベースの

シェアは H２４の 45.5%から平成

29 年の 69.4%まで大幅に増加 

23,700 

      人 
・希望カード利用の促進 

周知啓発を図るため、新規

加入（転入者等を含む）の

被保険者へ配付します。 

新規

被保

険者 

など 

新規被保険者への配付 

※配付数については、市町村の希望による 

差額通知の送付 

・H２３年度より新規事業として開始 

・ジェネリック医薬品への切り替えに

より費用の軽減が見込まれる被保

険者へ送付 

・H２５年度より年 2 回送付し、普及

啓発を促進 

年 2 回 

発送 

・ジェネリック医薬品の

利用促進 

・効率的な発送方法(対象

者・発送数)の検証 

現行の実施の回数と規模を

維持しつつ、随時、抽出条

件等を見直し内容の充実に

努めます。 

年に 

2 回

発送 

年に 2 回発送 

療養費等の決定

通知による周知 

 

・H２８年度より療養費等の各種決定

通知を活用して、ジェネリック医薬

品に関する啓発資料を掲載 

 

 

実施 ・給付課との連携 

ジェネリック医薬品の普及

促進のため、現行の実施状

況を維持します。 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 
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 第 1 次計画期間 第２次計画期間 

事業名 
取り組みの状況 

現在値 

（H28） 
課題 目標設定の考え方 

目標値 

(H35) 
H30 H31 H32 H33 H34 H35 

２ 長寿・健康増進事業 

〇広域連合実施事業 

いきいき健康長

寿講演会 

・H２２年度より新規事業として開始 

・実施市町村の依頼内容により講師を

選定、派遣 

・市町村訪問により開催の依頼 

2 町村 
・地域の健康課題に合っ

た講演（内容、講師等） 

全 45 市町村のうち 1 割以

上の市町村での実施を、目

標とします。 

５ 

市町村 

３ 

市町村 

３ 

市町村 

４ 

市町村 

４ 

市町村 

５ 

市町村 

５ 

市町村 

健康に関するパ

ンフレットの作

成 

・H２０年度に新規事業として開始 

・市町村へ配付し健康事業へ活用 

・ホームページへ内容を掲載 

年 1 回 

市 町 村

へ配布 

・被保険者自身の健康づ

くりに役立つテーマの

選定 

現行の実施規模を継続しま

す。内容については随時見

直し、充実に努めます。 

年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

疾病分類別統計 

・H２３年度より新規事業として開始

し、各年度で疾病分類別統計状況を

作成して、市町村へ配付 

・H２５年度には、5 年間(H20～24

年)のレセプトデータを活用した分

析を実施 

年 1 回 

市 町 村

へ配布 

・実施事業の PDCA サイ

クルに適応した分析 

・市町村の保健事業等で

のデータの活用 

・データを活用した広域

連合からの情報発信 

現行の発行回数と内容の着

実な維持に努めます。 
年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

〇市町村補助事業 

健康教育・健康

相談事業 

・H２２年度より新規事業として市町

村への事業費補助を開始 

・H２８年度は 5 市町村が利用 

5 

市町村 

・利用市町村の拡充 

・対象者選定における医

療情報の活用 

全 45 市町村のうち２割を

超える市町村での実施を、

目標とします。 

10 

市町村 

6 

市町村 

7 

市町村 

8 

市町村 

9 

市町村 

10 

市町村 

10 

市町村 

健康に関する 

パンフレットの

作成 

・H２２年度より新規事業として市町

村への事業費補助を開始 

・H２８年度は利用実績なし 

実績なし ・利用市町村の拡充 
複数市町村での実施を、目

標とします。 

3 

市町村 

1 

市町村 

1 

市町村 

1 

市町村 

3 

市町村 

3 

市町村 

3 

市町村 

人間ドック等の

費用助成 

・H２２年度より新規事業として市町

村への事業費補助を開始 

・H２８年度は 13 市町が利用 

13 

市町村 

・国の補助金の廃止に伴

う事業実施の検討 

市町村の意向を確認のうえ

事業実施の検討を行い、現

状からの拡大を目指しま

す。 

未定 

15 

市町村 

（事業

実施の

検討） 

未定 未定 未定 未定 未定 
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 第 1 次計画期間 第２次計画期間 

事業名 
取り組みの状況 

現在値 

（H28） 
課題 目標設定の考え方 

目標値 

(H35) 
H30 H31 H32 H33 H34 H35 

Ⅲ.周知広報・啓発活動等の施策 

１ 広域連合が実施する保健事業の啓発 

ホームページ 

・H１９年度 ホームページ開設 

・H２０年度より、ジェネリック医薬

品、適正受診、健康増進に役立つ情

報を掲載 

・パンフレット、リーフレットを PDF

で掲載 

随時更新 
・保健事業関連情報の充

実 

被保険者の健康意識の向上

につながる情報を、切れ目

なく発信するため、随時更

新している状況を維持しま

す。 

随時 

更新 

随時 

更新 

随時 

更新 

随時 

更新 

随時 

更新 

随時 

更新 

随時 

更新 

リーフレット 

・H２３年度より新規事業として開始

し、全被保険者へ配付 

・H２４年度より、新規の被保険者へ

加入時に配付 

・H2８年度は 4５市町村で 19,600

人に配布 

19,600

冊 

・掲載内容の見直しによ

る啓発促進 

周知啓発を図るため、新規

加入（転入者等を含む）の

被保険者へ配付します。 

新規 

被保 

険者 

など 

新規被保険者への配付 

※配付数については、市町村調査による 

新聞広告 
・新聞広告による制度改正や重要事項

等の周知啓発 
年 1 回 

※全体広告がある場合に

実施 

定番的な周知啓発のため、

年 1 回の定期的な実施を維

持します。 

年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

ポスター 

・健康診査及び歯科口腔健康診査の推

進を図るポスター作成と、各種機関

での掲示 

年 1 回 
・掲載内容及び掲載箇所

の検討 

定番的な周知啓発のため、

年 1 回の定期的な実施を維

持します。 

年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

２ 新たな事業への取組 

医薬品の適正使

用の推進 

・多剤や残薬整理等の被保険者の困り

ごとを相談できる場の提供 

・残薬整理、適正な服薬の支援 

新規 
・薬剤師会及び市町村と

の連携 

 

事業実施の結果を踏まえ

て、適切な目標を設定しま

す。 

 

(事業実

施後に

検討) 

１ 

モデル 

地区 

事業検討

検討及

び開始

準備 

事業開

始 
見直し 見直し 見直し 
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 第 1 次計画期間 第２次計画期間 

事業名 
取り組みの状況 

現在値 

（H28） 
課題 目標設定の考え方 

目標値 

(H35) 
H30 H31 H32 H33 H34 H35 

未受診者への対

策 

・県歯科医師会と情報交換や共通認識

のための意見交換を行い、受診率向

上を目指した取り組みなどで連携

した事業を実施する 

・健康診査の未受診者で医療機関にも

未受療者へのアプローチ 

新規 ・市町村との連携 

事業実施の結果を踏まえ

て、適切な目標を設定しま

す。 

(事業実

施後に

検討) 

資料提供

及び 

事業検討

検討

及び

開始

準備 

事業

開始 
見直し 見直し 見直し 

市町村訪問 

・これまで市町村訪問は実施してきた

が、新たに目的を追加し事業として

実施する 

 

新規 

 

※ 

22 

市町村 

・地域の実情に合った地

域課題の解消のための

保健事業の実施 

・対象市町村の選定 

事業実施の結果を踏まえ

て、適切な目標を設定しま

す。 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

周知・広報 

・これまでの情報に加え、被保険者が

自らの健康を守るために必要な情

報の提供を行う 

 

新規 
・市町村の協力 

・情報の選別 

事業実施の結果を踏まえ

て、適切な目標を設定しま

す。 

(事業実

施後に

検討) 

情報収集

及び 

事業検討

検討

及び

開始

準備 

事業

開始 
見直し 見直し 見直し 

介護連携事業 

・頻回受診者や未受診者などのデータ

により抽出した対象者に対し、市町

村と連携して新たな通いの場の提

供や健康状態の把握を行う 

新規 

・市町村の介護部局との

連携 

・事業実施体制の構築 

事業実施の結果を踏まえ

て、適切な目標を設定しま

す。 

(事業実

施後に

検討) 

事業 

検討 

検討

及び

開始

準備 

事業

開始 
見直し 見直し 見直し 
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２ 関連統計 

■後期高齢者医療 健康診査受診率の推移  

その 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※被保険者数は、平成 20 年度は 4 月 16 日現在の抽出データ、平成 21 年度以降は 4 月 1 日現在。なお、富合町、城南町、植木町分は熊本市に含む。 

※平成 22 年度より、長寿健康増進事業にて市町村へ助成した人間ドック分も含む。 

※健康診査及び人間ドックを請求年度別、市町村別に集計したデータ。  

被保険者数

(A)

受診者数
（実績）

(b)

受診率

（実績）
(b/A)

順位
被保険者数

(A)

受診者数
（実績）

(b)

受診率

（実績）
(b/A)

順位
被保険者数

(A)

受診者数

（実績）(b)

受診率

（実績）
(b/A)

順位

234,606人 40,003人 17.05% － 242,810人 19,068人 7.85% － 248,016人 21,191人 8.54% －

1 熊本市 71,828人 11,525人 16.05% 30 71,478人 2,478人 3.47% 40 73,671人 2,587人 3.51% 43

2 八代市 18,503人 2,060人 11.13% 40 19,711人 1,629人 8.26% 27 20,165人 967人 4.80% 39

3 人吉市 5,732人 1,852人 32.31% 13 5,664人 1,190人 21.01% 4 5,807人 1,424人 24.52% 4

4 荒尾市 8,081人 940人 11.63% 38 8,181人 670人 8.19% 28 8,332人 1,192人 14.31% 15

5 水俣市 4,774人 596人 12.48% 36 4,736人 371人 7.83% 31 4,836人 372人 7.69% 33

6 玉名市 9,776人 2,236人 22.87% 20 10,277人 876人 8.52% 26 10,450人 1,672人 16.00% 11

7 山鹿市 9,309人 791人 8.50% 43 9,826人 217人 2.21% 44 9,982人 200人 2.00% 45

8 菊池市 7,380人 1,044人 14.15% 34 7,813人 988人 12.65% 15 7,955人 1,039人 13.06% 17

9 宇土市 4,352人 962人 22.10% 21 4,690人 275人 5.86% 34 4,839人 576人 11.90% 22

10 上天草市 5,344人 349人 6.53% 44 6,050人 181人 2.99% 41 6,057人 138人 2.28% 44

11 宇城市 8,683人 1,403人 16.16% 29 9,345人 1,691人 18.10% 8 9,448人 1,491人 15.78% 14

12 阿蘇市 5,057人 800人 15.82% 31 5,047人 661人 13.10% 13 5,122人 595人 11.62% 24

13 天草市 16,881人 2,043人 12.10% 37 17,735人 1,229人 6.93% 33 17,955人 1,347人 7.50% 34

14 合志市 4,943人 922人 18.65% 24 4,862人 887人 18.24% 7 5,051人 981人 19.42% 8

15 美里町 2,643人 250人 9.46% 42 2,653人 61人 2.30% 43 2,685人 147人 5.47% 38

16 玉東町 788人 267人 33.88% 10 863人 178人 20.63% 5 900人 183人 20.33% 7

17 南関町 1,878人 1,035人 55.11% 2 2,108人 221人 10.48% 19 2,161人 172人 7.96% 32

18 長洲町 2,217人 445人 20.07% 23 2,353人 343人 14.58% 11 2,359人 302人 12.80% 19

19 和水町 2,323人 912人 39.26% 5 2,477人 284人 11.47% 18 2,484人 394人 15.86% 12

20 大津町 3,065人 508人 16.57% 28 3,183人 367人 11.53% 17 3,253人 425人 13.06% 17

21 菊陽町 2,677人 382人 14.27% 33 2,669人 370人 13.86% 12 2,767人 392人 14.17% 16

22 南小国町 859人 367人 42.72% 4 929人 200人 21.53% 3 934人 221人 23.66% 5

23 小国町 1,452人 370人 25.48% 18 1,600人 197人 12.31% 16 1,617人 171人 10.58% 26

24 産山村 289人 110人 38.06% 7 341人 81人 23.75% 2 350人 108人 30.86% 2

25 高森町 1,228人 392人 31.92% 14 1,325人 132人 9.96% 21 1,365人 163人 11.94% 21

26 西原村 891人 179人 20.09% 22 944人 54人 5.72% 35 981人 60人 6.12% 37

27 南阿蘇村 1,959人 606人 30.93% 15 2,058人 103人 5.00% 37 2,075人 95人 4.58% 41

28 御船町 2,529人 294人 11.63% 38 2,750人 274人 9.96% 21 2,749人 307人 11.17% 25

29 嘉島町 1,064人 184人 17.29% 27 1,157人 94人 8.12% 29 1,211人 112人 9.25% 28

30 益城町 3,713人 20人 0.54% 45 3,807人 302人 7.93% 30 3,904人 320人 8.20% 31

31 甲佐町 2,025人 220人 10.86% 41 2,174人 186人 8.56% 25 2,222人 189人 8.51% 29

32 山都町 3,982人 1,482人 37.22% 8 4,194人 313人 7.46% 32 4,212人 306人 7.26% 35

33 氷川町 1,953人 291人 14.90% 32 2,134人 275人 12.89% 14 2,192人 264人 12.04% 20

34 芦北町 3,748人 475人 12.67% 35 4,051人 404人 9.97% 20 4,084人 403人 9.87% 27

35 津奈木町 958人 171人 17.85% 26 1,063人 102人 9.60% 23 1,078人 128人 11.87% 23

36 錦町 1,451人 377人 25.98% 17 1,590人 89人 5.60% 36 1,629人 66人 4.05% 42

37 多良木町 1,952人 681人 34.89% 9 2,084人 82人 3.93% 39 2,109人 333人 15.79% 13

38 湯前町 852人 366人 42.96% 3 944人 191人 20.23% 6 964人 285人 29.56% 3

39 水上村 535人 175人 32.71% 12 527人 0.00% 45 534人 86人 16.10% 10

40 相良村 896人 346人 38.62% 6 922人 84人 9.11% 24 932人 62人 6.65% 36

41 五木村 276人 166人 60.14% 1 331人 52人 15.71% 10 324人 118人 36.42% 1

42 山江村 561人 187人 33.33% 11 609人 96人 15.76% 9 616人 112人 18.18% 9

43 球磨村 925人 171人 18.49% 25 1,050人 28人 2.67% 42 1,074人 51人 4.75% 40

44 あさぎり町 2,644人 608人 23.00% 19 2,852人 134人 4.70% 38 2,925人 247人 8.44% 30

45 苓北町 1,630人 443人 27.18% 16 1,653人 428人 25.89% 1 1,656人 388人 23.43% 6

平成19年度 平成21年度平成20年度

№

県全体

市町村別
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■後期高齢者医療 健康診査受診率の推移  

その２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※被保険者数は、平成 20 年度は 4 月 16 日現在の抽出データ、平成 21 年度以降は 4 月 1 日現在。なお、富合町、城南町、植木町分は熊本市に含む。 

※平成 22 年度より、長寿健康増進事業にて市町村へ助成した人間ドック分も含む。 

※健康診査及び人間ドックを請求年度別、市町村別に集計したデータ。  

被保険者数

(A)

受診者数
(実績)(b)

人間ドック

助成(ｃ)

受診率
（実績）
(b＋c)/A

順位
被保険者数

(A)

受診者数
(実績)(b)

人間ドック

助成(ｃ)

受診率
（実績）
(b＋c)/A

順位

253,790人 22,433人 60人 8.86% － 258,768人 25,197人 121人 9.78% －

1 熊本市 76,119人 2,882人 3.79% 42 78,352人 3,190人 4.07% 44

2 八代市 20,768人 883人 4.25% 41 21,243人 915人 4.31% 43

3 人吉市 5,918人 1,400人 23.66% 8 6,055人 1,480人 24.44% 8

4 荒尾市 8,421人 1,389人 16.49% 12 8,523人 1,345人 15.78% 16

5 水俣市 4,873人 357人 7.33% 36 4,971人 349人 7.02% 39

6 玉名市 10,707人 1,595人 14.90% 15 10,939人 1,902人 17.39% 15

7 山鹿市 10,180人 155人 1.52% 45 10,292人 335人 3.25% 45

8 菊池市 8,118人 1,021人 12.58% 20 8,184人 1,031人 12.60% 26

9 宇土市 4,959人 578人 11.66% 22 5,077人 640人 12.61% 25

10 上天草市 6,105人 230人 3.77% 43 6,164人 277人 4.49% 42

11 宇城市 9,677人 1,450人 14.98% 14 9,793人 1,416人 14.46% 21

12 阿蘇市 5,176人 658人 12.71% 19 5,267人 600人 11.39% 30

13 天草市 18,051人 1,759人 9.74% 31 18,181人 1,889人 10.39% 32

14 合志市 5,205人 962人 18.48% 9 5,396人 983人 18.22% 12

15 美里町 2,718人 155人 5.70% 37 2,731人 179人 6.55% 40

16 玉東町 923人 134人 14.52% 17 942人 164人 17.41% 14

17 南関町 2,215人 302人 13.63% 18 2,220人 553人 24.91% 6

18 長洲町 2,409人 231人 9.59% 32 2,470人 331人 13.40% 24

19 和水町 2,539人 461人 18.16% 10 2,544人 364人 14.31% 23

20 大津町 3,341人 365人 10.92% 27 3,407人 347人 10.18% 34

21 菊陽町 2,853人 356人 60人 14.58% 16 2,968人 382人 56人 14.76% 20

22 南小国町 943人 243人 25.77% 4 942人 261人 27.71% 4

23 小国町 1,630人 187人 11.47% 24 1,656人 295人 17.81% 13

24 産山村 361人 106人 29.36% 2 374人 121人 32.35% 2

25 高森町 1,397人 172人 12.31% 21 1,396人 208人 14.90% 19

26 西原村 1,014人 47人 4.64% 40 1,034人 76人 7.35% 37

27 南阿蘇村 2,103人 77人 3.66% 44 2,105人 148人 7.03% 38

28 御船町 2,840人 325人 11.44% 25 2,869人 298人 10.39% 32

29 嘉島町 1,213人 137人 11.29% 26 1,237人 136人 10.99% 31

30 益城町 4,014人 363人 9.04% 34 4,167人 442人 46人 11.71% 29

31 甲佐町 2,243人 233人 10.39% 30 2,291人 282人 12.31% 28

32 山都町 4,277人 396人 9.26% 33 4,291人 655人 15.26% 18

33 氷川町 2,247人 260人 11.57% 23 2,279人 287人 12.59% 27

34 芦北町 4,167人 350人 8.40% 35 4,199人 892人 19人 21.70% 11

35 津奈木町 1,096人 116人 10.58% 29 1,103人 101人 9.16% 35

36 錦町 1,642人 79人 4.81% 39 1,661人 79人 4.76% 41

37 多良木町 2,149人 323人 15.03% 13 2,182人 338人 15.49% 17

38 湯前町 990人 280人 28.28% 3 1,012人 297人 29.35% 3

39 水上村 546人 91人 16.67% 11 551人 123人 22.32% 10

40 相良村 938人 232人 24.73% 6 960人 265人 27.60% 5

41 五木村 322人 138人 42.86% 1 331人 144人 43.50% 1

42 山江村 642人 152人 23.68% 7 639人 157人 24.57% 7

43 球磨村 1,081人 56人 5.18% 38 1,066人 97人 9.10% 36

44 あさぎり町 2,997人 327人 10.91% 28 3,030人 437人 14.42% 22

45 苓北町 1,663人 420人 25.26% 5 1,674人 386人 23.06% 9

平成22年度 平成23年度

№ 市町村別

県全体
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■後期高齢者医療 健康診査受診率の推移  

その３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※被保険者数は、平成 20 年度は 4 月 16 日現在の抽出データ、平成 21 年度以降は 4 月 1 日現在。なお、富合町、城南町、植木町分は熊本市に含む。 

※平成 22 年度より、長寿健康増進事業にて市町村へ助成した人間ドック分も含む。 

※健康診査及び人間ドックを請求年度別、市町村別に集計したデータ。  

被保険者数
(A)

受診者数
(実績)(b)

人間ドック
助成(ｃ)

受診率
（実績）

(b＋c)/A

順位
被保険者数

(A)
受診者数
(実績)(b)

人間ドック
助成(ｃ)

対象外者
（D）

受診率
（実績）

(b＋c)/(A-D)

順位

263,253人 26,342人 298人 10.12% － 267,550人 28,420人 382人 19,108人 11.59% －

1 熊本市 80,403人 3,446人 4.29% 42 82,431人 3,894人 6,832人 5.15% 42

2 八代市 21,636人 1,104人 5.10% 40 21,966人 1,079人 1,615人 5.30% 41

3 人吉市 6,174人 1,858人 30.09% 3 6,260人 1,843人 354人 31.21% 6

4 荒尾市 8,593人 1,496人 17.41% 15 8,650人 1,669人 435人 20.32% 15

5 水俣市 5,014人 370人 7.38% 37 5,053人 407人 531人 9.00% 39

6 玉名市 11,167人 1,910人 17.10% 16 11,387人 2,043人 714人 19.14% 17

7 山鹿市 10,317人 364人 3.53% 45 10,426人 380人 506人 3.83% 44

8 菊池市 8,299人 998人 12.03% 30 8,391人 1,058人 532人 13.46% 31

9 宇土市 5,149人 666人 12.93% 26 5,284人 751人 236人 14.88% 27

10 上天草市 6,185人 256人 4.14% 43 6,258人 253人 427人 4.34% 43

11 宇城市 9,934人 1,377人 31人 14.17% 22 10,079人 1,412人 45人 565人 15.31% 23

12 阿蘇市 5,343人 514人 9.62% 35 5,383人 645人 288人 12.66% 36

13 天草市 18,200人 2,046人 11.24% 32 18,284人 2,178人 1,642人 13.09% 32

14 合志市 5,540人 898人 16.21% 19 5,680人 916人 306人 17.05% 20

15 美里町 2,770人 171人 6.17% 38 2,750人 439人 13人 155人 17.42% 19

16 玉東町 972人 220人 22.63% 10 990人 196人 35人 44人 24.42% 10

17 南関町 2,237人 375人 16.76% 17 2,226人 457人 209人 22.66% 11

18 長洲町 2,495人 263人 10.54% 34 2,527人 251人 99人 10.34% 38

19 和水町 2,554人 348人 13.63% 23 2,568人 423人 216人 17.98% 18

20 大津町 3,477人 400人 27人 12.28% 29 3,525人 453人 44人 212人 15.00% 25

21 菊陽町 3,086人 437人 73人 16.53% 18 3,214人 426人 72人 120人 16.10% 21

22 南小国町 977人 274人 28.05% 7 971人 301人 82人 33.86% 5

23 小国町 1,674人 304人 43人 20.73% 11 1,659人 309人 35人 78人 21.76% 13

24 産山村 394人 114人 28.93% 5 399人 142人 34人 38.90% 2

25 高森町 1,442人 259人 17.96% 12 1,469人 273人 82人 19.68% 16

26 西原村 1,049人 47人 4.48% 41 1,048人 63人 73人 6.46% 40

27 南阿蘇村 2,125人 238人 11.20% 33 2,187人 255人 176人 12.68% 35

28 御船町 2,889人 386人 13.36% 25 2,923人 410人 172人 14.90% 26

29 嘉島町 1,249人 168人 13.45% 24 1,295人 163人 111人 13.77% 30

30 益城町 4,246人 509人 97人 14.27% 21 4,340人 509人 95人 237人 14.72% 28

31 甲佐町 2,299人 296人 12.88% 27 2,292人 317人 123人 14.62% 29

32 山都町 4,310人 771人 17.89% 13 4,350人 894人 341人 22.30% 12

33 氷川町 2,337人 266人 15人 12.02% 31 2,342人 252人 24人 185人 12.80% 34

34 芦北町 4,313人 741人 12人 17.46% 14 4,328人 960人 19人 394人 24.89% 9

35 津奈木町 1,119人 106人 9.47% 36 1,131人 130人 121人 12.87% 33

36 錦町 1,678人 100人 5.96% 39 1,715人 260人 70人 15.81% 22

37 多良木町 2,222人 81人 3.65% 44 2,263人 75人 104人 3.47% 45

38 湯前町 1,029人 298人 28.96% 4 1,030人 272人 116人 29.76% 7

39 水上村 560人 138人 24.64% 9 576人 159人 20人 28.60% 8

40 相良村 982人 315人 32.08% 2 979人 326人 45人 34.90% 4

41 五木村 335人 133人 39.70% 1 346人 153人 7人 45.13% 1

42 山江村 641人 182人 28.39% 6 649人 222人 26人 35.63% 3

43 球磨村 1,073人 134人 12.49% 28 1,088人 155人 74人 15.29% 24

44 あさぎり町 3,077人 492人 15.99% 20 3,113人 328人 233人 11.39% 37

45 苓北町 1,688人 473人 28.02% 8 1,725人 319人 166人 20.46% 14

平成24年度 平成25年度

№ 市町村別

県全体
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■後期高齢者医療 健康診査受診率の推移  

その４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※被保険者数は、平成 20 年度は 4 月 16 日現在の抽出データ、平成 21 年度以降は 4 月 1 日現在。なお、富合町、城南町、植木町分は熊本市に含む。 

※平成 22 年度より、長寿健康増進事業にて市町村へ助成した人間ドック分も含む。 

※健康診査及び人間ドックを請求年度別、市町村別に集計したデータ。  

被保険者数

(A)
受診者数
(実績)(b)

人間ﾄﾞｯｸﾞ

助成(ｃ)
対象外者

（D）

受診率
（実績）

(b＋c)/(A-D)

順位
被保険者数

(A)
受診者数
(実績)(b)

人間ﾄﾞｯｸﾞ

助成(ｃ)
対象外者

（D）

受診率
（実績）

(b＋c)/(A-D)

順位

268,897人 29,980人 528人 19,108人 12.21% － 270,884人 33,510人 614人 20,338人 13.62% －

1 熊本市 83,467人 4,228人 6,832人 5.52% 44 84,912人 4,361人 7,481人 5.63% 44

2 八代市 21,989人 1,191人 1,615人 5.85% 42 22,144人 1,295人 1,506人 6.27% 43

3 人吉市 6,283人 1,716人 354人 28.94% 8 6,265人 1,725人 336人 29.09% 8

4 荒尾市 8,723人 1,677人 435人 20.23% 16 8,771人 1,829人 448人 21.98% 15

5 水俣市 5,051人 376人 531人 8.32% 40 5,066人 436人 558人 9.67% 41

6 玉名市 11,481人 2,093人 714人 19.44% 17 11,582人 2,245人 719人 20.67% 20

7 山鹿市 10,417人 980人 506人 9.89% 39 10,376人 2,601人 523人 26.40% 10

8 菊池市 8,385人 1,019人 532人 12.98% 34 8,381人 1,054人 514人 13.40% 39

9 宇土市 5,344人 757人 236人 14.82% 30 5,471人 767人 310人 14.86% 35

10 上天草市 6,243人 282人 427人 4.85% 45 6,211人 314人 425人 5.43% 45

11 宇城市 10,140人 1,446人 30人 565人 15.42% 27 10,161人 1,754人 36人 603人 18.73% 23

12 阿蘇市 5,393人 704人 288人 13.79% 33 5,458人 767人 337人 14.98% 34

13 天草市 18,120人 2,119人 1,642人 12.86% 35 17,971人 2,241人 1,709人 13.78% 37

14 合志市 5,838人 835人 116人 306人 17.19% 21 6,018人 944人 96人 372人 18.42% 24

15 美里町 2,713人 439人 4人 155人 17.32% 20 2,706人 407人 5人 203人 16.46% 30

16 玉東町 1,002人 167人 46人 44人 22.23% 15 1,011人 168人 53人 95人 24.13% 13

17 南関町 2,253人 504人 209人 24.66% 11 2,216人 567人 180人 27.85% 9

18 長洲町 2,562人 374人 99人 15.18% 28 2,562人 418人 108人 17.03% 28

19 和水町 2,523人 519人 216人 22.50% 14 2,530人 502人 5人 192人 21.69% 17

20 大津町 3,542人 478人 47人 212人 15.77% 26 3,595人 537人 54人 231人 17.57% 26

21 菊陽町 3,292人 483人 87人 120人 17.97% 19 3,363人 518人 109人 126人 19.37% 21

22 南小国町 953人 267人 82人 30.65% 6 930人 298人 78人 34.98% 5

23 小国町 1,640人 323人 38人 78人 23.11% 12 1,641人 338人 40人 83人 24.26% 12

24 産山村 399人 117人 34人 32.05% 4 393人 126人 40人 35.69% 4

25 高森町 1,486人 271人 82人 19.30% 18 1,483人 283人 123人 20.81% 18

26 西原村 1,061人 56人 73人 5.67% 43 1,047人 84人 86人 8.74% 42

27 南阿蘇村 2,197人 282人 176人 13.95% 32 2,186人 308人 184人 15.38% 32

28 御船町 2,922人 439人 172人 15.96% 25 2,900人 469人 177人 17.22% 27

29 嘉島町 1,307人 168人 111人 14.05% 31 1,330人 186人 118人 15.35% 33

30 益城町 4,407人 556人 124人 237人 16.31% 23 4,526人 577人 139人 239人 16.70% 29

31 甲佐町 2,292人 347人 123人 16.00% 24 2,284人 348人 120人 16.08% 31

32 山都町 4,280人 974人 341人 24.73% 10 4,295人 993人 336人 25.08% 11

33 氷川町 2,373人 240人 30人 185人 12.34% 37 2,375人 268人 26人 183人 13.41% 38

34 芦北町 4,306人 887人 6人 394人 22.83% 13 4,308人 790人 25人 382人 20.76% 19

35 津奈木町 1,135人 129人 121人 12.72% 36 1,109人 142人 130人 14.50% 36

36 錦町 1,692人 242人 70人 14.92% 29 1,697人 289人 100人 18.10% 25

37 多良木町 2,232人 147人 104人 6.91% 41 2,210人 484人 107人 23.01% 14

38 湯前町 1,010人 282人 116人 31.54% 5 998人 281人 98人 31.22% 7

39 水上村 579人 171人 20人 30.59% 7 577人 173人 56人 33.21% 6

40 相良村 962人 363人 45人 39.59% 2 973人 353人 44人 38.00% 3

41 五木村 345人 160人 7人 47.34% 1 334人 137人 26人 9人 50.15% 1

42 山江村 636人 238人 26人 39.02% 3 645人 265人 31人 43.16% 2

43 球磨村 1,064人 167人 74人 16.87% 22 1,048人 182人 85人 18.90% 22

44 あさぎり町 3,136人 354人 233人 12.19% 38 3,138人 356人 375人 12.88% 40

45 苓北町 1,722人 413人 166人 26.54% 9 1,687人 330人 178人 21.87% 16

№

平成26年度

市町村別

県全体

平成27年度
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■後期高齢者医療 健康診査受診率の推移  

その５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※被保険者数は、平成 20 年度は 4 月 16 日現在の抽出データ、平成 21 年度以降は 4 月 1 日現在。なお、富合町、城南町、植木町分は熊本市に含む。 

※平成 22 年度より、長寿健康増進事業にて市町村へ助成した人間ドック分も含む。 

※健康診査及び人間ドックを請求年度別、市町村別に集計したデータ。  

被保険者数
(A)

受診者数
(実績)(b)

人間ドック
助成(ｃ)

対象外者
（D）

受診率
（実績）

(b＋c)/(A-D)

順位

274,533人 33,994人 580人 20,619人 13.62% －

1 熊本市 86,994人 5,046人 6,697人 6.28% 45

2 八代市 22,439人 1,651人 2,157人 8.14% 43

3 人吉市 6,257人 1,638人 359人 27.77% 9

4 荒尾市 8,971人 1,890人 428人 22.12% 16

5 水俣市 5,124人 418人 491人 9.02% 42

6 玉名市 11,777人 2,190人 919人 20.17% 17

7 山鹿市 10,430人 2,391人 845人 24.95% 14

8 菊池市 8,444人 1,066人 543人 13.49% 38

9 宇土市 5,607人 767人 306人 14.47% 34

10 上天草市 6,181人 372人 441人 6.48% 44

11 宇城市 10,248人 1,437人 27人 629人 15.22% 33

12 阿蘇市 5,505人 818人 309人 15.74% 29

13 天草市 17,891人 2,300人 1,631人 14.15% 35

14 合志市 6,209人 955人 102人 349人 18.04% 23

15 美里町 2,693人 444人 3人 192人 17.87% 24

16 玉東町 1,021人 167人 74人 83人 25.69% 13

17 南関町 2,202人 526人 158人 25.73% 12

18 長洲町 2,585人 342人 120人 13.87% 37

19 和水町 2,540人 513人 14人 217人 22.69% 15

20 大津町 3,663人 395人 49人 270人 13.09% 39

21 菊陽町 3,499人 545人 107人 181人 19.65% 19

22 南小国町 929人 279人 92人 33.33% 5

23 小国町 1,621人 391人 42人 149人 29.42% 8

24 産山村 382人 107人 33人 30.66% 7

25 高森町 1,491人 266人 121人 19.42% 21

26 西原村 1,049人 95人 53人 9.54% 41

27 南阿蘇村 2,217人 355人 181人 17.44% 25

28 御船町 2,956人 438人 172人 15.73% 30

29 嘉島町 1,341人 187人 116人 15.27% 31

30 益城町 4,683人 454人 100人 244人 12.48% 40

31 甲佐町 2,292人 348人 118人 16.01% 28

32 山都町 4,257人 1,015人 324人 25.81% 11

33 氷川町 2,382人 297人 11人 178人 13.97% 36

34 芦北町 4,332人 773人 12人 386人 19.89% 18

35 津奈木町 1,113人 150人 128人 15.23% 32

36 錦町 1,684人 311人 101人 19.65% 19

37 多良木町 2,226人 562人 103人 26.47% 10

38 湯前町 1,001人 276人 131人 31.72% 6

39 水上村 576人 188人 51人 35.81% 4

40 相良村 970人 335人 40人 36.02% 3

41 五木村 321人 129人 33人 23人 54.36% 1

42 山江村 640人 260人 6人 33人 43.82% 2

43 球磨村 1,012人 171人 69人 18.13% 22

44 あさぎり町 3,122人 479人 282人 16.87% 27

45 苓北町 1,656人 257人 166人 17.25% 26

№ 市町村別

県全体
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■後期高齢者医療 後期高齢者の健康診査の状況【平成２８年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診者数 割合 未診療者数 割合 受診勧奨者数 割合 未受診者数 割合 未診療者数 割合

1 熊本市 89,018 5,220 5.9% 89 1.7% 57 64.0% 83,798 94.1% 3,527 4.2%

2 八代市 22,593 1,640 7.3% 33 2.0% 20 60.6% 20,953 92.7% 916 4.4%

3 人吉市 6,310 1,632 25.9% 42 2.6% 32 76.2% 4,678 74.1% 347 7.4%

4 荒尾市 9,105 1,876 20.6% 34 1.8% 24 70.6% 7,229 79.4% 297 4.1%

5 水俣市 5,200 417 8.0% 12 2.9% 8 66.7% 4,783 92.0% 234 4.9%

6 玉名市 11,960 2,179 18.2% 25 1.1% 17 68.0% 9,781 81.8% 406 4.2%

7 山鹿市 10,492 2,375 22.6% 23 1.0% 15 65.2% 8,117 77.4% 350 4.3%

8 菊池市 8,512 1,068 12.5% 31 2.9% 25 80.6% 7,444 87.5% 336 4.5%

9 宇土市 5,678 761 13.4% 19 2.5% 10 52.6% 4,917 86.6% 229 4.7%

10 上天草市 6,187 367 5.9% 4 1.1% 4 100.0% 5,820 94.1% 208 3.6%

11 宇城市 10,426 1,440 13.8% 26 1.8% 21 80.8% 8,986 86.2% 394 4.4%

12 阿蘇市 5,519 816 14.8% 13 1.6% 9 69.2% 4,703 85.2% 168 3.6%

13 天草市 17,776 2,290 12.9% 33 1.4% 29 87.9% 15,486 87.1% 605 3.9%

14 合志市 6,448 1,045 16.2% 32 3.1% 25 78.1% 5,403 83.8% 310 5.7%

15 美里町 2,517 446 17.7% 6 1.3% 4 66.7% 2,071 82.3% 79 3.8%

16 玉東町 1,029 228 22.2% 3 1.3% 3 100.0% 801 77.8% 34 4.2%

17 南関町 2,178 520 23.9% 2 0.4% 0 0.0% 1,658 76.1% 92 5.5%

18 長洲町 2,626 342 13.0% 5 1.5% 3 60.0% 2,284 87.0% 83 3.6%

19 和水町 2,530 523 20.7% 13 2.5% 9 69.2% 2,007 79.3% 84 4.2%

20 大津町 3,748 437 11.7% 14 3.2% 11 78.6% 3,311 88.3% 197 5.9%

21 菊陽町 3,653 650 17.8% 9 1.4% 6 66.7% 3,003 82.2% 182 6.1%

22 南小国町 925 276 29.8% 3 1.1% 2 66.7% 649 70.2% 44 6.8%

23 小国町 1,617 425 26.3% 6 1.4% 4 66.7% 1,192 73.7% 53 4.4%

24 産山村 379 107 28.2% 0 0.0% 0 0.0% 272 71.8% 5 1.8%

25 高森町 1,464 260 17.8% 6 2.3% 3 50.0% 1,204 82.2% 47 3.9%

26 西原村 1,034 93 9.0% 1 1.1% 1 100.0% 941 91.0% 38 4.0%

27 南阿蘇村 2,188 348 15.9% 5 1.4% 2 40.0% 1,840 84.1% 90 4.9%

28 御船町 2,955 434 14.7% 12 2.8% 10 83.3% 2,521 85.3% 154 6.1%

29 嘉島町 1,374 186 13.5% 4 2.2% 4 100.0% 1,188 86.5% 60 5.1%

30 益城町 4,659 557 12.0% 8 1.4% 4 50.0% 4,102 88.0% 149 3.6%

31 甲佐町 2,255 344 15.3% 2 0.6% 2 100.0% 1,911 84.7% 93 4.9%

32 山都町 4,213 1,008 23.9% 19 1.9% 11 57.9% 3,205 76.1% 104 3.2%

33 氷川町 2,404 309 12.9% 11 3.6% 9 81.8% 2,095 87.1% 77 3.7%

34 芦北町 4,339 778 17.9% 13 1.7% 8 61.5% 3,561 82.1% 150 4.2%

35 津奈木町 1,128 150 13.3% 3 2.0% 2 66.7% 978 86.7% 39 4.0%

36 錦町 1,715 311 18.1% 15 4.8% 7 46.7% 1,404 81.9% 88 6.3%

37 多良木町 2,233 557 24.9% 8 1.4% 6 75.0% 1,676 75.1% 83 5.0%

38 湯前町 1,009 274 27.2% 2 0.7% 1 50.0% 735 72.8% 31 4.2%

39 水上村 475 185 38.9% 4 2.2% 2 50.0% 290 61.1% 16 5.5%

40 相良村 977 332 34.0% 4 1.2% 2 50.0% 645 66.0% 27 4.2%

41 五木村 319 160 50.2% 0 0.0% 0 0.0% 159 49.8% 14 8.8%

42 山江村 636 256 40.3% 1 0.4% 0 0.0% 380 59.7% 11 2.9%

43 球磨村 1,002 170 17.0% 3 1.8% 2 66.7% 832 83.0% 28 3.4%

44 あさぎり町 3,116 477 15.3% 8 1.7% 6 75.0% 2,639 84.7% 82 3.1%

45 苓北町 1,643 255 15.5% 3 1.2% 1 33.3% 1,388 84.5% 69 5.0%

合計 277,564 34,524 12.4% 609 1.8% 421 69.1% 243,040 87.6% 10,630 4.4%

市町村名
健診

対象者
№

健診未受診者
医療未受診者

健診受診者
医療未受診者

受診勧奨判定値有り
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■健康診査における有所見者の治療状況（平成２８年度） 

 

 

 

 

治療中 割合 治療中で主病
の治療なし 割合 治療なし 割合 治療中 割合 治療中で主病

の治療なし 割合 治療なし 割合 治療中 割合 治療中で主病
の治療なし 割合 治療なし 割合 治療中 割合 治療中で主病

の治療なし 割合 治療なし 割合

熊本市 5,046 668 13.2% 108 2.1% 625 12.4% 186 3.7% 158 3.1% 101 2.0% 124 2.5% 295 5.8% 588 11.7% 269 5.3% 71 1.4%
八代市 1,651 393 23.8% 51 3.1% 203 12.3% 75 4.5% 45 2.7% 11 0.7% 52 3.1% 87 5.3% 142 8.6% 91 5.5% 13 0.8%
人吉市 1,638 428 26.1% 41 2.5% 133 8.1% 112 6.8% 58 3.5% 23 1.4% 45 2.7% 118 7.2% 61 3.7% 157 9.6% 31 1.9%
荒尾市 1,890 414 21.9% 49 2.6% 196 10.4% 102 5.4% 48 2.5% 31 1.6% 73 3.9% 141 7.5% 182 9.6% 175 9.3% 35 1.9%
水俣市 418 89 21.3% 25 6.0% 59 14.1% 26 6.2% 3 0.7% 2 0.5% 6 1.4% 12 2.9% 40 9.6% 25 6.0% 3 0.7%
玉名市 2,190 466 21.3% 38 1.7% 182 8.3% 123 5.6% 79 3.6% 38 1.7% 72 3.3% 172 7.9% 188 8.6% 236 10.8% 45 2.1%
山鹿市 2,391 528 22.1% 48 2.0% 215 9.0% 117 4.9% 67 2.8% 23 1.0% 77 3.2% 168 7.0% 146 6.1% 265 11.1% 50 2.1%
菊池市 1,066 262 24.6% 42 3.9% 179 16.8% 52 4.9% 21 2.0% 10 0.9% 23 2.2% 85 8.0% 96 9.0% 54 5.1% 8 0.8%
宇土市 767 117 15.3% 17 2.2% 85 11.1% 46 6.0% 32 4.2% 17 2.2% 14 1.8% 47 6.1% 96 12.5% 47 6.1% 10 1.3%

上天草市 372 85 22.8% 16 4.3% 59 15.9% 19 5.1% 6 1.6% 2 0.5% 7 1.9% 18 4.8% 25 6.7% 35 9.4% 9 2.4%
宇城市 1,464 430 29.4% 61 4.2% 188 12.8% 76 5.2% 36 2.5% 13 0.9% 29 2.0% 88 6.0% 91 6.2% 95 6.5% 11 0.8%
阿蘇市 818 115 14.1% 9 1.1% 73 8.9% 57 7.0% 43 5.3% 20 2.4% 13 1.6% 46 5.6% 61 7.5% 60 7.3% 15 1.8%
天草市 2,300 393 17.1% 43 1.9% 223 9.7% 125 5.4% 73 3.2% 43 1.9% 52 2.3% 171 7.4% 193 8.4% 110 4.8% 18 0.8%
合志市 1,057 214 20.2% 29 2.7% 141 13.3% 61 5.8% 23 2.2% 14 1.3% 31 2.9% 70 6.6% 121 11.4% 79 7.5% 26 2.5%
美里町 447 62 13.9% 3 0.7% 16 3.6% 13 2.9% 1 0.2% 2 0.4% 14 3.1% 24 5.4% 21 4.7% 45 10.1% 4 0.9%
玉東町 241 52 21.6% 4 1.7% 34 14.1% 21 8.7% 8 3.3% 4 1.7% 8 3.3% 32 13.3% 25 10.4% 15 6.2% 3 1.2%
南関町 526 124 23.6% 9 1.7% 32 6.1% 40 7.6% 7 1.3% 8 1.5% 26 4.9% 41 7.8% 29 5.5% 53 10.1% 6 1.1%
長洲町 342 93 27.2% 11 3.2% 44 12.9% 21 6.1% 9 2.6% 3 0.9% 19 5.6% 25 7.3% 20 5.8% 38 11.1% 7 2.0%
和水町 527 126 23.9% 22 4.2% 78 14.8% 28 5.3% 12 2.3% 8 1.5% 5 0.9% 23 4.4% 45 8.5% 36 6.8% 12 2.3%
大津町 444 104 23.4% 18 4.1% 74 16.7% 27 6.1% 7 1.6% 1 0.2% 13 2.9% 30 6.8% 42 9.5% 16 3.6% 4 0.9%
菊陽町 652 150 23.0% 37 5.7% 88 13.5% 40 6.1% 17 2.6% 10 1.5% 20 3.1% 34 5.2% 52 8.0% 25 3.8% 7 1.1%

南小国町 279 54 19.4% 3 1.1% 27 9.7% 18 6.5% 7 2.5% 3 1.1% 6 2.2% 24 8.6% 16 5.7% 22 7.9% 4 1.4%
小国町 433 88 20.3% 7 1.6% 34 7.9% 26 6.0% 13 3.0% 8 1.8% 5 1.2% 26 6.0% 27 6.2% 36 8.3% 4 0.9%
産山村 107 27 25.2% 2 1.9% 7 6.5% 6 5.6% 8 7.5% 1 0.9% 1 0.9% 10 9.3% 4 3.7% 8 7.5% 0 0.0%
高森町 266 55 20.7% 4 1.5% 29 10.9% 11 4.1% 10 3.8% 9 3.4% 4 1.5% 20 7.5% 22 8.3% 13 4.9% 2 0.8%
西原村 95 19 20.0% 2 2.1% 18 18.9% 4 4.2% 7 7.4% 5 5.3% 4 4.2% 6 6.3% 8 8.4% 2 2.1% 4 4.2%

南阿蘇村 355 116 32.7% 11 3.1% 39 11.0% 23 6.5% 7 2.0% 1 0.3% 13 3.7% 43 12.1% 23 6.5% 22 6.2% 4 1.1%
御船町 438 101 23.1% 8 1.8% 46 10.5% 19 4.3% 11 2.5% 5 1.1% 10 2.3% 36 8.2% 25 5.7% 22 5.0% 3 0.7%
嘉島町 187 34 18.2% 6 3.2% 16 8.6% 20 10.7% 2 1.1% 2 1.1% 2 1.1% 7 3.7% 16 8.6% 7 3.7% 1 0.5%
益城町 554 147 26.5% 28 5.1% 54 9.7% 35 6.3% 12 2.2% 7 1.3% 20 3.6% 42 7.6% 34 6.1% 17 3.1% 2 0.4%
甲佐町 348 60 17.2% 5 1.4% 24 6.9% 25 7.2% 9 2.6% 8 2.3% 7 2.0% 17 4.9% 19 5.5% 25 7.2% 1 0.3%
山都町 1,015 201 19.8% 24 2.4% 84 8.3% 36 3.5% 30 3.0% 9 0.9% 20 2.0% 40 3.9% 43 4.2% 46 4.5% 4 0.4%
氷川町 308 76 24.7% 4 1.3% 26 8.4% 22 7.1% 9 2.9% 5 1.6% 11 3.6% 19 6.2% 19 6.2% 19 6.2% 5 1.6%
芦北町 785 200 25.5% 17 2.2% 75 9.6% 34 4.3% 22 2.8% 8 1.0% 18 2.3% 50 6.4% 52 6.6% 67 8.5% 12 1.5%

津奈木町 150 56 37.3% 6 4.0% 8 5.3% 7 4.7% 1 0.7% 1 0.7% 4 2.7% 8 5.3% 5 3.3% 7 4.7% 1 0.7%
錦町 311 85 27.3% 7 2.3% 39 12.5% 15 4.8% 7 2.3% 7 2.3% 7 2.3% 21 6.8% 21 6.8% 15 4.8% 1 0.3%

多良木町 562 134 23.8% 14 2.5% 54 9.6% 35 6.2% 12 2.1% 5 0.9% 10 1.8% 56 10.0% 37 6.6% 46 8.2% 5 0.9%
湯前町 276 80 29.0% 5 1.8% 20 7.2% 8 2.9% 12 4.3% 3 1.1% 8 2.9% 31 11.2% 11 4.0% 26 9.4% 2 0.7%
水上村 188 54 28.7% 6 3.2% 13 6.9% 17 9.0% 4 2.1% 2 1.1% 5 2.7% 22 11.7% 7 3.7% 16 8.5% 0 0.0%
相良村 335 58 17.3% 2 0.6% 17 5.1% 23 6.9% 19 5.7% 4 1.2% 5 1.5% 33 9.9% 15 4.5% 36 10.7% 9 2.7%
五木村 162 40 24.7% 0 0.0% 10 6.2% 5 3.1% 5 3.1% 0 0.0% 5 3.1% 13 8.0% 7 4.3% 16 9.9% 3 1.9%
山江村 266 75 28.2% 5 1.9% 23 8.6% 14 5.3% 8 3.0% 5 1.9% 1 0.4% 17 6.4% 12 4.5% 29 10.9% 1 0.4%
球磨村 171 69 40.4% 2 1.2% 12 7.0% 8 4.7% 1 0.6% 3 1.8% 4 2.3% 11 6.4% 69 40.4% 7 4.1% 1 0.6%

あさぎり町 479 91 19.0% 11 2.3% 57 11.9% 25 5.2% 7 1.5% 9 1.9% 9 1.9% 32 6.7% 41 8.6% 32 6.7% 4 0.8%
苓北町 257 78 30.4% 9 3.5% 23 8.9% 9 3.5% 4 1.6% 2 0.8% 9 3.5% 7 2.7% 16 6.2% 13 5.1% 2 0.8%

合計 34,574 7,311 61.6% 869 7.3% 3,682 31.0% 1,812 55.1% 980 29.8% 496 15.1% 911 15.1% 2,318 38.4% 2,813 46.6% 2,475 84.2% 0 463 15.8%

人数 11,862 割合 34.3% 人数 3,288 割合 9.5% 人数 6,042 割合 17.5% 人数 2,938 割合 8.5%

市町村名 受診者数
ＬＤＬ－コレステロール（１４０以上） 腎専門医受診レベル高血圧（Ⅰ度高血圧以上）

高血圧と診断された合計 糖尿病と診断された合計

糖尿病（ＨｂＡ１ｃ6.5％以上）

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙと診断された合計 腎障害と診断された合計
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■健康診査 有所見者の状況 ※市町村毎 平成 28 年度ＫＤＢ累計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25以上
（人）

割合
（％）

順位 85.90
以上

割合
（％）

順位 300
以上

割合
（％）

順位 51以上
（人）

割合
（％）

順位 35未満
（人）

割合
（％）

順位
126以

上
（人）

割合
（％）

順位
6.5以

上
（人）

割合
（％）

順位
8.0以

上
（人）

割合
（％）

順位
140以

上
（人）

割合
（％）

順位 90以上
（人）

割合
（％）

順位
140以

上
（人）

割合
（％）

順位
1.3以

上
（人）

割合
（％）

順位 数
（人）

割合
（％）

数
（人）

割合
（％）

熊本市 5,220 969 18.6 36 1,333 25.5 1 60 1.1 5 72 1.4 12 73 1.4 23 226 4.3 34 489 9.4 23 95 1.8 34 1,558 29.8 34 246 4.7 32 1,076 20.6 5 139 2.7 40 58 1.1 66 1.3 熊本市
八代市 1,640 319 19.5 35 0 0 19 15 0.9 10 18 1.1 19 29 1.8 18 97 5.9 22 131 8.0 34 33 2.0 29 626 38.2 19 131 8.0 11 281 17.1 19 44 2.7 40 10 0.6 27 1.6 八代市
人吉市 1,632 388 23.8 7 0 0 19 10 0.6 20 13 0.8 36 18 1.1 31 70 4.3 34 193 11.8 10 45 2.8 16 586 35.9 23 88 5.4 27 224 13.7 36 85 5.2 9 28 1.7 6 0.4 人吉市
荒尾市 1,876 423 22.5 15 11 0.6 16 15 0.8 12 17 0.9 32 24 1.3 25 119 6.3 18 180 9.6 21 38 2.0 29 636 33.9 27 112 6.0 21 392 20.9 4 90 4.8 13 144 7.7 0 0 荒尾市
水俣市 417 77 18.5 37 0 0 19 5 1.2 3 4 1.0 29 6 1.4 23 28 6.7 14 31 7.4 38 5 1.2 42 171 41.0 14 52 12.5 3 58 13.9 35 25 6.0 7 7 1.7 10 2.4 水俣市
玉名市 2,179 508 23.3 9 0 0 19 12 0.6 20 24 1.1 19 44 2.0 15 97 4.5 33 239 11.0 13 40 1.8 34 671 79.0 1 79 3.6 42 428 19.6 7 108 5.0 10 357 16.4 0 0 玉名市
山鹿市 2,375 468 19.7 32 0 0 19 20 0.8 12 21 0.9 32 46 1.9 17 130 5.5 26 207 8.7 29 71 3.0 15 774 32.6 32 92 3.9 39 391 16.5 22 149 6.3 5 195 8.2 10 0.4 山鹿市
菊池市 1,068 214 20.0 29 0 0 19 8 0.7 15 12 1.1 19 19 1.8 18 52 4.9 30 83 7.8 36 27 2.5 20 473 44.3 6 81 7.6 12 204 19.1 10 40 3.7 28 195 18.3 0 0 菊池市
宇土市 761 157 20.6 26 9 1.2 10 4 0.5 24 11 1.4 12 4 0.5 39 62 8.1 5 95 12.5 7 27 3.5 12 210 27.6 40 40 5.3 28 156 20.5 6 30 3.9 21 8 1.1 7 0.9 宇土市

上天草市 367 78 21.3 23 0 0 19 4 1.1 5 4 11.0 1 10 2.7 8 21 5.7 24 28 7.6 37 21 5.7 1 156 42.5 8 26 7.1 15 50 13.6 37 25 6.8 2 32 8.7 0 0 上天草市
宇城市 1,440 287 19.9 30 17 1.2 10 10 0.7 15 15 1.0 29 17 1.2 28 104 7.2 11 124 8.6 30 37 2.6 18 670 46.5 4 145 10.1 4 206 14.3 31 55 3.8 25 540 37.5 938 65.1 宇城市
阿蘇市 816 183 22.4 16 0 0 19 9 1.1 5 6 0.7 38 16 2.0 15 64 7.8 6 119 14.6 2 35 4.3 6 188 23.0 42 46 5.6 25 119 14.6 29 34 4.2 18 11 1.3 17 2.1 阿蘇市
天草市 2,290 506 22.1 19 67 2.9 9 19 0.8 12 32 1.4 12 47 2.1 13 151 6.6 15 239 10.4 15 71 3.1 14 649 28.3 39 98 4.3 35 416 18.2 14 83 3.6 30 178 7.8 62 2.7 天草市
合志市 1,045 187 17.9 39 37 3.5 8 7 0.7 15 12 1.1 19 31 3.0 7 59 5.6 25 98 9.4 23 22 2.1 27 375 35.9 23 69 6.6 16 222 21.2 3 49 4.7 14 265 25.4 97 9.3 合志市
美里町 446 107 24.0 6 3 0.7 15 5 1.1 5 5 1.1 19 6 1.3 25 17 3.8 38 16 3.6 43 9 2.0 29 77 17.3 44 13 2.9 43 59 13.2 40 17 3.8 25 10 2.2 3 0.7 美里町
玉東町 228 45 19.7 32 17 7.5 3 0 0 34 2 0.9 32 1 0.4 40 26 11.4 1 32 14.0 3 5 2.2 25 87 38.2 19 22 9.6 5 64 28.1 1 9 3.9 21 127 55.7 67 29.4 玉東町
南関町 520 105 20.2 28 2 0.4 18 2 0.4 27 7 1.3 16 11 2.1 13 22 4.2 37 54 10.4 15 23 4.5 4 23 4.4 45 155 29.8 1 93 17.9 15 17 3.3 34 111 21.3 3 0.6 南関町
長洲町 342 83 24.3 4 0 0 19 0 0 34 8 2.3 3 3 0.9 32 20 5.8 23 33 9.6 21 5 1.5 36 144 42.1 10 25 7.3 13 64 18.7 11 14 4.1 19 111 32.5 0 0 長洲町
和水町 523 92 17.6 40 5 1.0 13 0 0 34 5 1.0 29 2 0.4 40 37 7.1 12 49 9.4 23 14 2.7 17 225 43.0 7 34 6.5 17 75 14.3 31 21 4.0 20 22 4.2 10 1.9 和水町
大津町 437 97 22.2 18 18 4.1 7 2 0.5 24 3 0.7 38 7 1.6 21 36 8.2 4 11 2.5 44 11 2.5 20 184 42.1 10 27 6.2 20 85 19.5 8 17 3.9 21 106 24.3 277 64.3 大津町
菊陽町 650 155 23.8 7 47 7.2 4 6 0.9 10 7 1.1 19 12 1.8 18 51 7.8 6 67 10.3 17 16 2.5 20 269 41.4 12 59 9.1 7 106 16.3 24 21 3.2 36 213 32.8 579 89.1 菊陽町

南小国町 276 42 15.2 43 0 0 19 0 0 34 3 1.1 19 0 0 44 18 6.5 16 27 9.8 20 11 4.0 9 82 29.7 35 11 4.0 38 46 16.7 21 13 4.7 14 104 37.7 272 98.6 南小国町
小国町 425 67 15.8 42 20 4.7 6 0 0 34 9 1.6 9 7 1.6 21 29 6.8 13 46 10.8 14 22 5.2 2 126 29.6 36 19 4.5 33 58 13.6 37 20 4.7 14 160 37.6 418 98.4 小国町
産山村 107 15 14.0 45 0 0 19 0 0 34 0 0 45 1 0.9 32 7 6.5 16 15 14.0 3 4 3.7 10 35 32.7 31 9 8.4 9 15 14.0 34 3 2.8 39 0 0 0 0 産山村
髙森町 260 58 22.3 17 0 0 19 3 1.2 3 3 1.2 18 2 0.8 35 7 2.7 40 29 11.2 12 4 1.5 36 86 33.1 29 25 9.6 5 46 17.7 17 7 2.7 40 1 0.4 0 0 髙森町
西原村 93 21 22.6 13 0 0 19 0 0 34 1 1.1 19 2 2.2 11 4 4.3 34 15 16.1 1 3 3.2 13 36 38.7 18 8 8.6 8 18 19.4 9 3 3.2 36 38 40.9 2 2.2 西原村

南阿蘇村 348 100 2807 1 3 0.9 14 5 1.4 2 8 2.3 3 1 0.3 43 36 10.3 2 31 8.9 28 5 1.4 38 161 46.3 5 45 12.9 2 77 22.1 2 13 3.7 28 2 0.6 3 0.9 南阿蘇村
御船町 434 86 19.8 31 0 0 19 3 0.7 15 1 0.2 44 5 1.2 28 26 6.0 21 35 8.1 33 9 2.1 27 151 34.8 26 25 5.8 23 71 16.4 23 17 3.9 21 1 0.2 0 0 御船町
嘉島町 186 43 23.1 12 0 0 19 2 1.1 5 2 1.1 19 4 2.2 11 14 7.5 8 24 12.9 6 4 2.2 25 54 29.0 38 7 3.8 41 25 13.4 39 7 3.8 25 0 0 0 0 嘉島町
益城町 557 114 20.5 27 47 8.4 2 2 0.4 27 8 1.4 12 5 0.9 32 54 9.7 3 55 9.9 19 11 2.0 29 222 39.9 15 36 6.5 17 95 17.1 19 15 2.7 40 228 40.9 548 98.4 益城町
甲佐町 344 74 21.5 21 0 0 19 1 0.3 32 2 0.6 41 2 0.6 38 19 5.5 26 42 12.2 9 9 2.6 18 88 25.6 41 14 4.1 36 42 12.2 42 22 6.4 4 156 45.3 0 0 甲佐町
山都町 1,008 169 16.8 41 0 0 19 4 0.4 27 16 1.6 9 46 4.6 2 74 7.3 9 14 1.4 45 14 1.4 38 296 29.4 37 41 4.1 36 101 10.0 45 22 2.2 45 2 0.2 0 0 山都町
氷川町 309 56 18.1 38 2 0.6 16 2 0.6 20 4 1.3 16 4 1.3 25 19 6.1 19 36 11.7 11 4 1.3 41 103 33.3 28 14 4.5 33 49 15.9 25 11 3.6 30 12 3.9 12 3.9 氷川町
芦北町 778 176 22.6 13 9 1.2 10 3 0.4 27 6 0.8 36 20 2.6 9 40 5.1 29 62 8.0 34 11 1.4 38 281 36.1 22 56 7.2 14 119 15.3 28 43 5.5 8 304 39.1 26 3.3 芦北町

津奈木町 150 35 23.3 9 0 0 19 0 0 34 1 0.7 38 1 0.7 37 11 7.3 9 9 6.0 41 0 0 45 70 46.7 3 9 6.0 21 17 11.3 44 5 3.3 34 0 0 0 0 津奈木町
錦町 311 65 20.9 25 0 0 19 1 0.3 32 6 1.9 6 7 2.3 10 19 6.1 19 29 9.3 26 14 4.5 4 128 41.2 13 20 6.4 19 49 15.8 26 11 3.5 33 0 0 0 0 錦町

多良木町 557 129 23.2 11 0 0 19 3 0.5 24 6 1.1 19 19 3.4 4 13 2.3 44 52 9.3 26 14 2.5 20 197 35.4 25 27 4.8 31 103 18.5 12 34 6.1 6 379 68.0 3 0.5 多良木町
湯前町 274 68 24.8 3 0 0 19 2 0.7 15 6 2.2 5 1 0.4 40 7 2.6 42 23 8.4 32 10 3.6 11 104 38.0 21 15 5.5 26 49 17.9 15 18 6.6 3 171 62.4 2 0.7 湯前町
水上村 185 45 24.3 4 0 0 19 0 0 34 1 0.5 43 0 0 44 9 4.9 30 23 12.4 8 8 4.3 6 72 38.9 17 9 4.9 30 34 18.4 13 9 4.9 12 113 61.1 3 1.6 水上村
相良村 332 85 25.6 2 0 0 19 2 0.6 20 3 0.9 32 12 3.6 3 9 2.7 40 46 13.9 5 14 4.2 8 75 22.6 43 7 2.1 44 52 15.7 27 23 6.9 1 69 20.8 0 0 相良村
五木村 160 35 21.9 20 8 5.0 5 3 1.9 1 3 1.9 6 10 6.3 1 4 2.5 43 10 6.3 40 8 5.0 3 50 31.3 33 3 1.9 45 23 14.4 30 8 5.0 10 109 68.1 25 15.6 五木村
山江村 256 55 21.5 21 0 0 19 0 0 34 7 2.7 2 8 3.1 5 6 2.3 44 26 10.2 18 6 2.3 24 101 39.5 16 13 5.0 29 30 11.7 43 12 4.7 14 161 62.9 2 0.8 山江村
球磨村 170 36 21.2 24 0 0 19 0 0 34 3 1.8 8 2 1.2 28 8 4.7 32 12 7.1 39 2 1.2 42 80 47.1 2 14 8.2 10 24 14.1 33 5 2.9 38 1 0.6 0 0 球磨村

あさぎり町 477 94 19.7 32 0 0 19 2 0.4 27 3 0.6 41 4 0.8 35 14 2.9 39 41 8.6 30 9 1.9 33 157 32.9 30 27 5.7 24 82 17.2 18 17 3.6 30 295 61.8 2 0.4 あさぎり町
苓北町 255 36 14.1 44 0 0 19 0 0 34 4 1.6 9 8 3.1 5 14 5.5 26 15 5.9 42 3 1.2 42 108 42.2 9 10 3.9 39 32 12.5 41 7 2.7 40 10 3.9 0 0 苓北町

心電図
※詳細検査

市町村名
受診
者数
(人)

市町村名
ＨＤＬコレステロール 血糖 ＨｂＡ１ｃ 尿酸ＢＭＩ 腹囲 中性脂肪 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 眼底

※詳細検査収縮期血圧 拡張期血圧 ＬＤＬコレステロール 血清クレアチニン
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■平成 28 年度 熊本県の後期高齢者医療費と健診受診率 
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■平成 28 年度 熊本県の後期高齢者歯科医療費と歯科口腔健診受診率 
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■市町村別１人当たり医療費等の状況 

【平成 28 年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小数点以下の端数調整のため、各項目の合計額は全体額と一致しない。

（円） 順位 　（円） 順位 （円） 順位 （円） 順位 （円） 順位 （円） 順位
熊本県 1,042,797 597,109 407,441 28,728 3,299 6,220
嘉島町 1,168,324 1 689,885 4 440,154 6 28,572 15 3,135 17 6,578 10
荒尾市 1,166,134 2 672,876 5 454,087 1 29,777 8 3,782 14 5,612 16

上天草市 1,150,550 3 671,249 6 450,605 3 22,669 35 2,793 21 3,234 31
益城町 1,135,845 4 702,128 2 385,072 25 36,766 2 4,235 8 7,644 6
美里町 1,134,932 5 696,662 3 406,401 15 26,298 29 2,339 27 3,233 32
西原村 1,130,276 6 733,509 1 360,988 38 28,730 14 4,013 12 3,036 35
水俣市 1,129,319 7 650,743 8 449,060 5 21,664 36 2,038 32 5,816 12
熊本市 1,097,008 8 635,521 9 416,271 12 32,503 4 4,035 11 8,677 1

津奈木町 1,080,841 9 597,591 18 454,063 2 18,599 44 2,074 31 8,514 2
阿蘇市 1,075,302 10 653,370 7 390,443 22 28,346 17 402 42 2,740 37
長洲町 1,075,084 11 607,106 15 430,806 9 29,255 11 4,266 7 3,652 27
芦北町 1,074,801 12 595,334 19 449,673 4 19,663 42 2,273 28 7,857 4
甲佐町 1,073,993 13 606,960 16 435,396 8 26,155 30 3,098 18 2,384 38
御船町 1,072,029 14 628,270 12 401,790 16 26,439 27 7,116 1 8,414 3
大津町 1,065,626 15 630,494 10 400,797 18 25,713 31 3,978 13 4,644 24
玉名市 1,057,434 16 604,120 17 415,036 13 28,271 18 4,721 4 5,286 21
天草市 1,049,127 17 630,393 11 391,200 21 24,247 32 912 38 2,376 39
山江村 1,024,907 18 609,766 14 380,650 28 27,794 21 1,120 37 5,577 17
宇城市 1,019,818 19 559,536 24 424,009 10 27,341 24 3,476 16 5,455 18
人吉市 1,013,363 20 559,181 25 416,648 11 28,025 19 2,950 19 6,558 11
菊陽町 1,010,650 21 585,117 21 385,561 24 32,207 5 2,144 30 5,621 14
宇土市 1,008,788 22 530,851 29 439,091 7 27,826 20 5,385 3 5,635 13

南阿蘇村 1,005,012 23 616,345 13 346,380 42 36,796 1 810 39 4,681 23
南関町 991,252 24 593,096 20 362,279 37 27,573 22 2,689 23 5,614 15
合志市 979,752 25 554,582 26 381,017 26 32,760 3 4,060 10 7,333 7
玉東町 968,858 26 584,151 22 346,167 43 28,974 12 5,897 2 3,669 26
山鹿市 962,729 27 545,735 27 380,674 27 28,449 16 2,570 25 5,301 20
八代市 957,130 28 517,404 32 400,962 17 27,524 23 4,163 9 7,077 8
錦町 952,550 29 529,053 30 399,382 19 19,935 40 2,220 29 1,959 42

菊池市 947,744 30 514,782 33 398,421 20 27,332 25 1,801 35 5,408 19
氷川町 938,341 31 513,429 34 387,751 23 29,473 10 2,669 24 5,020 22
苓北町 928,451 32 567,855 23 339,003 44 19,895 41 244 43 1,455 44
山都町 918,923 33 537,229 28 358,084 40 18,687 43 1,542 36 3,380 29
和水町 909,749 34 524,446 31 349,930 41 30,083 7 2,378 26 2,912 36

あさぎり町 909,373 35 470,239 36 407,466 14 26,392 28 1,869 34 3,408 28
南小国町 875,398 36 481,635 35 367,145 34 21,607 38 585 40 4,427 25
球磨村 864,659 37 466,213 37 372,095 30 22,840 34 193 44 3,318 30
高森町 857,911 38 462,841 38 368,038 33 21,171 39 2,773 22 3,089 33

多良木町 854,732 39 448,611 41 378,015 29 23,086 33 2,926 20 2,094 41
小国町 850,479 40 455,321 39 365,214 35 21,652 37 459 41 7,833 5
水上村 847,526 41 448,703 40 362,408 36 31,773 6 3,618 15 1,024 45
相良村 838,039 42 430,322 43 369,224 31 27,304 26 4,523 5 6,666 9
湯前町 833,462 43 431,031 42 368,638 32 29,741 9 1,898 33 2,154 40
五木村 783,964 44 401,762 45 358,458 39 17,792 45 4,363 6 1,588 43
産山村 776,875 45 411,056 44 333,909 45 28,861 13 0 45 3,049 34

市町村名
１人当たり医療費

入院(食事療養費含む） 入院外(調剤含む） 歯科(食事療養費含む) 訪問看護療養費 療　養　費全　体　額
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■市町村別医療費等データ  No.1           【平成 28 年度】 

 

 

 

 

 

 

  

番
号

市町村名
被保険者数

/人口
（人）

医療費（円） 受診率
（医科）

１人当たり
医科医療費
（入・外）

（円）

１件当たり
医科日数

（入・外）
（日）

１日当たり
医科医療費
（入・外）

（円）

１件当たり
医科医療費
（入・外）

（円）

歯科医療費
（円）

受診率
（歯科）

１人当たり
医療費

（歯科）
（円）

１件当たり
日数

（歯科）
（日）

１日当たり
医療費

（歯科）
（円）

１件当たり
医療費

（歯科）
（円）

生活習慣病
保有率
数/率

30万円以上
入院レセプト

件数/率

６ヶ月以上
入院レセプト

件数/率

人工透析者
件数/率

特定
健診

受診率

介護給付費
（円）

介護給付者
数/率

要介護者
受診率

（介護レセ数
÷認定者数）

高齢者医療
広域連合

278,985
1,794,477

258,102,105,430 1,414.7
44,820
32,809

19.64
1.93

24,131
12,894

474,017
24,853 7,400,061,410 154.6 2,226 2.09 6,900 14,401

226,917
80.8％

212,430
6.4％

82,288
2.5％

2,752
1.0％ 12.4% 159,206,338,455

86,416
8.1％

1,975,096

1 熊本市 89,414
718,815

85,643,512,690 1,448.9
47,468
33,368

19.33
1.95

26,173
12,604

505,930
24,625 2,669,252,050 185.728 2,519 2.02 6,709 13,565

71,185
79.2％

69,551
6.6％

23,558
2.2％

907
1.0％

5.9% 54,424,191,630
32,050

8.0％
2,126,739

2 八代市 22,716
129,798

19,529,701,380 1,451.7
39,585
32,439

19.80
1.86

23,653
12,740

468,372
23,726

591,201,390 143.805 2,180 2.21 6,854 15,162
18,773
82.2％

15,353
5.7％

6,550
2.4％

206
0.9％

7.3% 13,048,146,110
6,426
8.2％

2,014,426

3 人吉市 6,323
35,448

5,682,393,490 1,359.8
42,521
32,505

19.60
1.93

23,682
13,305

464,119
25,631

142,628,360 123.424 1,883 2.22 6,895 15,528
5,063

79.1％
4,708
6.2％

1,828
2.4％

74
1.1％ 25.9.% 3,746,673,400

1,790
7.8％

2,028,348

4 荒尾市
9,155

55,081 9,682,376,350 1,465.1
51,786
36,868

21.67
2.45

21,236
11,126

460,125
27,258

252,072,580 152.040 2,308 2.25 6,746 15,181
7,616

82.4％
8,691
8.0％

4,592
4.2％

106
1.2％ 20.6.% 4,920,856,241

2,812
8.5％

2,080,219

5 水俣市 5,228
26,905

5,346,640,200 1,388.8
49,215
36,790

20.57
1.88

20,951
15,371

430,953
28,864

111,909,370 121.777 1,800 2.72 5,432 14,783
4,394

83.4％
4,905
7.9％

2,124
3.4％

45
0.8％

8.0.% 3,027,832,971
1,603
9.0％

1,853,215

6 玉名市 12,011
69,066

11,380,491,280 1,554.6
45,679
33,981

19.68
1.95

24,652
11,918

485,190
23,267

303,207,270 141.373 2,122 2.20 6,832 15,012
9,999

82.6％
9,243
6.5％

3,421
2.4％

125
1.1％ 18.2% 6,679,135,086

3,807
9.1％

2,037,139

7 山鹿市 10,532
55,055

9,122,741,040 1,426.0
41,265
31,177

18.64
1.92

23,830
12,200

444,115
23,387

279,717,590 148.333 2,221 2.09 7,163 14,974
8,653

81.6％
7,190
5.7％

2,359
1.9％

88
0.8％ 22.6% 5,329,170,378

2,733
8.1％

1,800,088

8 菊池市 8,540
49,973

7,223,580,590 1,408.7
36,686
31,988

18.35
1.89

25,072
12,794

464,838
25,839

223,262,040 169.179 2,184 1.89 6,824 12,911
6,731

78.3％
5,689
5.6％

1,535
1.5％

86
1.0％ 12.5% 5,060,418,061

2,437
8.3％

1,898,577

9 宇土市 5,716
37,570

5,145,499,380 1,452.0
40,237
35,281

18.41
1.91

25,256
13,518

464,838
25,839

138,579,520 131.238 2,034 2.18 7,121 15,498
4,647

80.0％
3,766
5.5％

1,335
2.0％

64
1.2％ 13.4% 2,983,894,863

1,519
7.3％

2,065,836

10 上天草市
6,215

29,777
6,520,066,750 1,304.4

51,244
36,513

20.66
2.19

22,845
13,966

472,069
30,534

132,688,430 107.878 1,786 2.07 7,997 16,555
5,268

84.5％
5,486
7.4％

2,330
3.1％

81
1.4％

5.9% 3,282,674,996
1,811
8.9％

1,616,890

11 宇城市 10,447
61,555

9,308,499,350 1,373.0
40,986
33,911

19.27
1.87

23,892
14,150

460,404
26,410

264,798,670 131.370 2,131 2.15 7,553 16,218
8,458

80.8％
6,895
5.5％

2,608
2.1％

115
1.1％ 13.8% 5,740,053,360

2,837
7.5％

1,954,504

12 阿蘇市 5,544
28,241

5,322,713,510 1,314.9
48,393
31,907

20.42
1.70

20,166
15,661

411,830
26,648

148,462,500 144.767 2,240 2.11 7,349 15,471
4,505

81.6％
4,935
7.4％

2,563
3.9％

54
1.0％ 14.8% 2,815,061,225

1,567
8.5％

1,723,431

13 天草市 17,879
88,677

16,983,004,990 1,395.4
47,405
31,553

21.36
1.98

19,993
12,394

426,998
24,566

413,295,180 127.746 1,921 2.04 7,358 15,041
14,847
82.4％

16,054
7.5％

9,375
4.4％

168
1.0％ 12.9% 9,700,577,398

5,393
8.9％

1,696,835

14 合志市  6,446
54,809

5,387,950,670 1,407.2
40,871
29,912

18.68
1.67

26,306
13,499

491,322
22,592

199,741,570 198.912 2,624 2.00 6,587 13,192
4,838

74.6％
4,296
5.6％

1,314
1.7％

51
0.7％ 16.2% 3,688,789,736

1,911
6.7％

1,988,613

15 美里町 2,691
11,342

2,749,391,670 1,335.3
51,721
33,321

20.93
1.89

22,278
14,369

466,165
27,214

57,217,480 112.403 1,770 1.88 8,377 15,754
2,282

84.5％
2,483
7.7％

1,193
3.7％

39
1.5％ 17.7% 1,548,527,890

700
8.7％

1,750,525

16 玉東町 1,032
5,517

903,244,280 1,440.8
44,648
28,560

18.10
1.63

28,098
12,919

508,650
21,109

27,146,500 119.711 2,200 2.37 7,743 18,379
806

78.4％
763

6.2％
192

1.6％
7

0.7％ 22.2% 552,998,988
262

7.8％
2,122,033

17 南関町 2,200
10,499

2,000,792,710 1,327.1
45,876
29,765

19.94
1.94

25,334
12,429

505,191
24,076

58,639,790 161.771 2,217 1.90 7,202 13,704
1,768

80.6％
1,744
6.6％

516
2.0％

16
0.7％ 23.9% 1,288,805,633

652
9.5％

1,863,618

18 長洲町 2,643
16,417

2,587,469,610 1,519.8
46,905
35,370

20.35
2.20

25,692
11,265

522,903
24,732

52,530,040 99.463 1,670 2.45 6,852 16,793
2,185

82.1％
2,063
6.6％

688
2.2％

24
0.9％ 13.0% 1,468,429,919

708
7.0％

1,917,444

19 和水町 2,533
11,209

2,097,073,300 1,385.0
39,864
28,867

19.08
1.73

22,140
12,905

422,474
26,367

71,539,010 167.415 2,345 2.00 7,005 14,005
2,607

80.0％
1,839
6.0％

669
2.2％

17
0.5％ 20.7% 1,305,628,025

718
9.5％

1,963,514

20 大津町 3,734
31,013

3,513,469,080 1,339.7
47,684
31,464

18.94
1.82

25,384
13,970

480,754
25,364

90,541,950 151.742 2,040 2.13 6,324 13,442
2,981

78.6％
2,892
6.5％

810
1.8％

46
1.0％ 11.7% 2,142,115,927

1,112
6.9％

2,073,014

21 菊陽町 3,646
37,178

3,198,474,530 1,368.0
43,638
30,979

18.97
1.72

27,062
14,066

513,464
24,145

107,054,460 193.468 2,497 1.97 6,540 12,909
2,909

79.0％
2,528
5.9％

759
 1.8％

40
1.1％ 17.8% 1,935,365,533

974
5.5％

1,933,508

22 南小国町 923
4,396

740,762,510 1,517.2
36,203
30,096

18.55
1.82

23,376
15,386

433,542
28,032

13,993,290 77.240 1,252 2.04 7,955 16,215
715

77.4％
554

5.0％
229

2.0％
9

1.2％
29.8% 477,306,212

293
9.7％

1,933,751



熊本県後期高齢者医療保健事業実施計画       資料編 

 

 

74  

■市町村別医療費等データ  No.2           【平成 28 年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

番
号

市町村名
被保険者数

/人口
（人）

医療費（円） 受診率
（医科）

１人当たり
医科医療費
（入・外）

（円）

１件当たり
医科日数
（入・外）

（日）

１日当たり
医科医療費
（入・外）

（円）

１件当たり
医科医療費
（入・外）

（円）

歯科医療費
（円）

受診率
（歯科）

１人当たり
医療費

（歯科）
（円）

１件当たり
日数

（歯科）
（日）

１日当たり
医療費

（歯科）
（円）

１件当たり
医療費

（歯科）
（円）

生活習慣病
保有率
数/率

30万円以上
入院レセプト

件数/率

６ヶ月以上
入院レセプト

件数/率

人工透析者
件数/率

特定
健診

受診率

介護給付費
（円）

介護給付者
数/率

要介護者
受診率

（介護レセ数
÷認定者数）

23 小国町 1,626
7,842

1,254,150,110 1,192.3
34,467
30,100

17.59
1.97

23,376
13,824

408,971
27,166

20,671,100 84.586 1,064 1.95 6,448 12,581
1,254

77.4％
970

5.0％
333

1.7％
12

0.7％
26.3% 948,725,610

479
9.0％

1,708,906

24 産山村 380
1,591

267,524,970 1,373.0
31,343
26,980

17.66
1.43

24,973
14,530

441,010
20,723

10,511,210 130.368 2,292 2.14 8,119 17,577
321

83.3％
198

4.3％
74

1.6％
2

0.3％
28.2% 288,595,597

114
10.1％

2,072,581

25 髙森町 1,473
6,676

1,162,229,610 1,274.0
35,001
30,351

18.35
2.06

25,451
12,259

466,965
25,313

31,018,860 136.077 1,744 1.73 7,401 12,818
1,274

 84.2％
866

4.9％
266

1.5％
13

0.9％
17.8% 843,002,740

438
9.1％

1,823,595

26 西原村 1,027
6,753

1,016,353,200 1,319.8
53,866
28,410

19.42
1.56

25,721
14,999

499,550
23,441

29,265,050 164.656 2,369 2.01 7,161 14,388
861

82.7％
932

7.5％
298

2.4％
８

0.7％
9.0% 662,383,263

284
6.6％

1,799,273

27 南阿蘇村 2,204
11,926

1,942,241,180 1,263.3
45,504
27,996

19.46
1.71

24,447
14,009

475,649
23,977

72,996,900 189.669 2,762 1.96 7,427 14,564
1,853

82.0％
1,674
6.3％

474
1.8％

17
0.7％

15.9% 1,287,408,553
671

8.3%
1,790,836

28 御船町 2,963
17,856

2,631,687,630 1,225.7
45,364
28,885

19.31
1.94

23,903
13,234

461,502
25,622

77,254,850 149.137 2,180 2.02 7,233 14,615
2,168

72.5％
2,205
6.2％

848
2.4％

19
0.7％

14.7% 1,540,577,863
749

6.7％
1,776,183

29 嘉島町 2,362
8,635

1,355,195,590 1,369.0
49,033
34,699

20.68
2.01

25,342
13,521

524,171
27,205

37,715,880 149.583 2,330 2.09 7,460 15,579
1,141

 83.5％
1,013
6.3％

490
3.0％

25
1.8％

13.5% 674,330,978
394

7.8％
1,781,361

30 益城町 4,660
32,618

4,429,042,700 1,443.4
49,329
30,181

20.03
1.86

24,989
12,075

500,516
22,442

166,857,000 193.415 2,995 2.09 7,415 15,487
3,800

79.7％
3,954
7.1％

1,348
2.4％

47
1.0％

12.0% 2,763,779,686
1,529
7.5％

1,948,906

31 甲佐町 2,270
11,151

2,179,493,000 1,368.3
44,427
34,943

18.24
1.97

25,357
13,943

462,459
27,465

59,195,510 138.128 2,156 2.12 7,357 15,607
1,845

80.8％
1,689
6.2％

564
2.1％

27
1.3％

15.3% 1,391,905,632
624

8.9％
1,737,923

32 山都町 4,237
16,929

3,597,650,960 1,273.7
41,194
29,167

18.36
1.81

23,922
13,673

439,272
24,719

79,720,500 106.176 1,559 2.12 6,911 14,684
3,604

83.8％
3,048
6.0％

1,111
2.2％

38
0.9％

23.9% 2,535,073,667
1,373
11.0％

1,853,062

33 氷川町 2,410
12,687

2,032,923,850 1,432.7
39,874
31,692

18.90
1.87

23,618
12,597

446,359
23,552

69,006,340 147.662 2,395 2.27 7,155 16,222
2,025

84.7％
1,561
5.4％

636
2.2％

22
0.8％

12.9% 1,325,256,821
647

8.2％
1,906,510

34 芦北町 4,362
19,275

4,253,021,100 1,510.6
44,610
36,870

20.66
1.92

19,474
13,688

407,938
26,313

83,441,160 99.316 1,599 2.37 6,803 16,096
3,865

87.9％
3,189
6.1％

1,758
3.4％

35
0.8％

17.9% 1,924,054,483
1,084
7.9％

1,390,705

35 津奈木町 1,128
5,049

1,089,378,950 1,482.9
43,959
37,229

19.89
1.95

20,946
13,864

416,556
27,028

20,810,370 118.572 1,551 2.66 4,912 13,080
1,004

89.0％
985

7.1％
414

3.1％
10

0.8％
13.3% 618,703,198

316
9.0％

1,748,656

36 錦町 1,715
11,056

1,483,465,200 1,365.6
40,439
32,233

19.27
1.89

25,343
13,302

488,453
25,127

31,328,470 97.487 1,535 2.31 6,824 15,743
1,418

82.5％
1,196
5.9％

445
2.2％

20
1.2％

18.1% 843,768,221
368

5.7％
1,722,603

37 多良木町 2,229
10,530

1,746,228,650 1,278.2
34,474
30,867

18.61
18.0

26,485
14,230

492,946
25,547

46,949,890 127.297 1,757 1.99 6,932 13,801
1,791

 80.5％
1,328
5.0％

436
1.6％

18
0.8％

24.9% 1,357,219,600
688

9.5％
2,016,889

38 湯前町 1,015
4,369

759,128,200 1,268.5
32,567
30,098

18.40
1.77

26,668
14,178

490,697
25,038

29,536,830 158.412 2,438 1.91 8,055 15,392
863

84.3％
563

4.6％
182

1.5％
6

0.5％
27.2% 568,578,986

300
9.7％

2,123,151

39 水上村 582
2,399

430,990,130 1,242.9
32,311
29,746

18.39
1.73

25,964
14,630

477,454
25,311

17,738,740 177.250 2,554 1.92 7,491 14,410
478

83.5％
329

4.7％
102

1.5％
5

 0.9％
38.9% 312,009,704

154
8.9％

2,058,881

40 相良村 986
4,923

745,753,160 1,369.1
32,818
30,591

17.46
1.75

24,567
13,559

428,864
23,666

22,533,710 124.244 1,901 2.29 6,671 15,300
859

86.1％
521

4.4％
136

1.2％
9

0.8％
34.0% 552,783,653

273
8.0％

1,807,073

41 五木村 321
1,203

233,982,520 1,344.2
31,747
29,456

17.41
1.37

25,530
16,909

444,580
 23,143

5,570,210 121.371 1,457 2.23 5,382 12,005
290

88.0％
162

4.2％
34

0.9％
2

0.6％
50.2% 164,020,771

72
7.9％

1,588,795

42 山江村 639
3,676

583,973,190 1,378.6
44,858
30,944

20.83
1.75

21,747
13,824

452,928
 24,182

15,193,990 98.131 1,972 2.26 8,901 20,098
558

87.4％
544

7.1％
251

3.3％
2

0.3％
40.3% 357,346,883

147
6.9％

1,930,711

43 球磨村 1,007
4,246

775,734,610 1,312.4
33,866
30,082

18.96
1.72

23,744
14,167

450,088
24,317

21,642,410 107.446 1,785 2.27 7,331 16,610
876

86.1％
635

5.2％
225

1.9％
12

1.0％
17.0% 608,494,492

317
10.0％

1,833,686

44 あさぎり町 3,133
16,491

2,634,891,860 1,403.4
36,839
33,226

18.38
1.73

27,582
14,438

506,910
24,969

80,523,130 133.543 2,141 2.16 7,414 16,034
2,678

84.5％
1,901
5.1％

586
1.6％

25
0.8％

15.3% 1,749,238,668
878

8.3％
2,040,027

45 苓北町 1,688
8,255

1,427,515,700 1,227.8
43,074
27,609

21.14
2.14

19,843
11,487

419,439
24,539

21,280,260 69.816 1,054 2.06 7,335 15,092
1,401

83.1％
1,356
6.7％

699
3.5％

10
0.5％

15.5% 78,425,354
402

6.9％
1,629,085

278,985
1,794,477

258,102,105,430 1,414.7
44,820
32,909

19.64
1.93

24,131
12,894

474,017
24,853

7,400,061,410 154.557 2,226 2.09 6,900 14,401
226,917

80.8％
212,430

6.4％
82,288

2.5％
2,752
1.0％

12.4% 159,206,338,455
86,416

8.1％
1,975,096合計４5件
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■厚生労働省様式  生活習慣病における死亡と医療費の状況        【平成 28 年度】 

 

 

 

 

 

 

 

1 長 野 80.9 長 野 87.2 秋 田 1,460.0 青 森 17.9 福 島 77.7 岩 手 162.3 佐 賀 6,850.0 高 知 2,215.0 東 京 345,110,175,050 東 京 206,987,190,000 青 森 18.6 徳 島 20.0 東 京 134,602,654,170 東 京 83,694,804,280 徳 島 33.1 秋 田 31.0
2 滋 賀 80.6 島 根 87.1 高 知 1,358.4 秋 田 17.6 高 知 72.4 秋 田 159.1 和歌山 6,570.0 鹿児島 1,885.0 大 阪 243,624,373,740 大 阪 187,848,629,270 岩 手 18.0 岩 手 16.6 大 阪 102,252,299,350 大 阪 81,003,218,090 高 知 29.4 山 口 29.5
3 福 井 80.5 新 潟 87.0 島 根 1,353.9 鳥 取 16.6 山 形 59.8 山 形 150.4 熊 本 6,550.0 長 崎 1,812.0 神奈川 222,107,293,660 北海道 184,366,234,790 鳥 取 17.9 鳥 取 16.0 愛 知 89,401,059,510 北海道 73,899,755,830 青 森 28.7 鹿児島 29.1
4 神奈川 80.3 福 井 87.0 山 形 1,336.2 山 梨 16.3 鳥 取 55.7 新 潟 142.5 三 重 6,539.0 熊 本 1,782.0 愛 知 210,046,106,690 神奈川 134,597,163,940 香 川 17.2 香 川 15.4 神奈川 87,362,500,090 福 岡 54,902,424,640 島 根 27.2 徳 島 28.3
5 熊 本 80.3 熊 本 87.0 和歌山 1,303.9 福 井 16.0 岡 山 54.6 長 野 139.6 長 崎 6,525.0 山 口 1,745.0 埼 玉 187,901,265,520 福 岡 130,398,304,990 山 梨 16.5 青 森 14.8 埼 玉 83,265,901,500 神奈川 53,478,181,860 秋 田 26.5 大 分 27.8
6 京 都 80.2 沖 縄 87.0 徳 島 1,296.4 福 島 15.3 長 崎 54.1 青 森 132.5 愛 媛 6,521.0 徳 島 1,705.0 北海道 184,370,713,790 愛 知 126,675,375,360 茨 城 16.4 福 島 14.3 北海道 71,184,316,130 愛 知 50,284,207,660 北海道 26.2 和歌山 27.7
7 奈 良 80.1 岡 山 86.9 青 森 1,293.0 徳 島 14.9 鹿児島 48.0 島 根 131.4 香 川 6,509.0 大 分 1,627.0 千 葉 165,341,371,390 埼 玉 124,965,839,010 富 山 15.9 富 山 14.3 福 岡 62,622,767,100 埼 玉 47,442,890,670 鹿児島 25.9 高 知 27.5
8 大 分 80.1 広 島 86.9 鹿児島 1,288.4 岩 手 14.2 福 井 46.8 福 島 131.1 山 口 6,502.0 佐 賀 1,622.0 兵 庫 142,608,930,250 兵 庫 109,304,288,620 徳 島 15.9 北海道 14.2 千 葉 62,439,018,010 兵 庫 44,928,924,000 山 口 25.8 岩 手 26.9
9 山 形 80.0 大 分 86.9 山 口 1,282.0 鹿児島 14.0 茨 城 46.4 鹿児島 130.3 鹿児島 6,440.0 宮 崎 1,497.0 福 岡 138,071,168,880 千 葉 106,086,756,210 佐 賀 15.8 鹿児島 14.2 兵 庫 57,802,195,330 千 葉 40,418,114,150 愛 媛 25.7 香 川 26.8

10 静 岡 80.0 富 山 86.8 岩 手 1,271.4 静 岡 13.3 大 分 44.9 高 知 130.1 山 形 6,287.0 福 岡 1,461.0 静 岡 110,888,119,270 広 島 66,094,163,180 鹿児島 15.6 島 根 14.0 静 岡 50,854,434,400 広 島 27,432,729,470 大 分 24.9 北海道 26.7
11 千 葉 79.9 石 川 86.8 愛 媛 1,262.9 沖 縄 13.3 長 野 41.6 山 口 118.8 徳 島 6,256.0 北海道 1,448.0 茨 城 88,123,993,940 静 岡 60,695,579,690 福 島 15.5 静 岡 13.9 茨 城 39,187,342,680 京 都 27,054,012,620 山 形 24.3 山 形 26.4
12 東 京 79.9 神奈川 86.7 鳥 取 1,239.2 茨 城 13.2 和歌山 41.6 鳥 取 117.5 広 島 6,215.0 愛 媛 1,413.0 広 島 87,992,934,760 京 都 59,808,257,000 長 崎 15.4 山 口 13.9 広 島 32,886,021,930 静 岡 25,555,917,930 和歌山 24.1 青 森 26.2
13 岐 阜 79.9 山 梨 86.7 長 崎 1,238.5 長 野 13.0 青 森 41.3 山 梨 117.3 高 知 6,036.0 島 根 1,397.0 京 都 76,470,042,220 茨 城 57,960,898,380 長 野 15.3 高 知 13.9 京 都 30,931,432,290 鹿児島 24,173,959,830 福 井 23.1 長 崎 25.1
14 広 島 79.9 滋 賀 86.7 新 潟 1,230.1 富 山 12.9 岐 阜 40.6 宮 崎 117.2 岐 阜 6,018.0 富 山 1,368.0 宮 城 67,013,476,110 鹿児島 55,127,487,840 愛 媛 15.2 宮 崎 13.8 熊 本 27,035,782,110 熊 本 22,597,540,390 香 川 23.1 山 梨 24.7
15 岡 山 79.8 京 都 86.6 福 島 1,218.6 愛 媛 12.8 宮 崎 40.6 富 山 116.9 兵 庫 6,015.0 石 川 1,310.0 岐 阜 65,656,730,990 熊 本 49,967,638,220 大 分 15.0 福 井 13.4 長 野 25,835,801,830 茨 城 22,157,418,730 岩 手 22.6 熊 本 24.7
16 宮 城 79.7 奈 良 86.6 大 分 1,209.4 新 潟 12.6 三 重 40.4 栃 木 112.4 島 根 6,013.0 香 川 1,310.0 新 潟 63,846,108,040 岡 山 46,756,481,920 秋 田 14.9 山 梨 13.4 栃 木 25,596,324,950 岡 山 19,127,899,000 福 島 22.3 京 都 24.2
17 富 山 79.7 佐 賀 86.6 富 山 1,188.3 佐 賀 12.6 滋 賀 39.1 静 岡 110.5 大 阪 5,966.0 秋 田 1,267.0 栃 木 63,138,955,700 長 崎 45,793,609,710 新 潟 14.7 和歌山 13.1 群 馬 25,331,090,270 山 口 17,649,888,060 山 梨 22.3 岡 山 24.2
18 石 川 79.7 宮 崎 86.6 長 野 1,188.2 高 知 12.5 栃 木 39.0 大 分 110.2 鳥 取 5,916.0 鳥 取 1,249.0 長 野 61,772,657,260 宮 城 44,159,341,620 群 馬 14.4 茨 城 12.5 鹿児島 25,175,277,420 群 馬 17,479,224,870 静 岡 22.3 広 島 23.7
19 愛 知 79.7 愛 媛 86.5 宮 崎 1,181.1 北海道 12.4 富 山 38.2 徳 島 108.6 宮 崎 5,908.0 広 島 1,210.0 岡 山 61,081,332,870 新 潟 43,596,717,720 福 岡 14.2 栃 木 11.9 岐 阜 24,820,598,360 大 分 17,297,508,550 長 崎 22.2 富 山 23.2
20 三 重 79.7 高 知 86.5 香 川 1,181.0 栃 木 11.9 新 潟 37.5 和歌山 108.0 福 岡 5,895.0 福 井 1,208.0 群 馬 57,215,393,050 山 口 42,849,868,160 山 口 14.0 長 野 11.8 岡 山 24,653,970,250 長 崎 16,251,404,500 岐 阜 21.6 愛 媛 23.2
21 香 川 79.7 福 岡 86.5 山 梨 1,175.3 香 川 11.9 山 梨 37.1 愛 媛 107.6 青 森 5,798.0 沖 縄 1,201.0 熊 本 54,890,861,410 群 馬 42,456,621,830 岡 山 13.6 新 潟 11.7 宮 城 24,447,529,590 宮 城 16,088,532,980 宮 崎 21.4 滋 賀 23.0
22 宮 崎 79.7 宮 城 86.4 佐 賀 1,171.1 福 岡 11.9 兵 庫 36.4 佐 賀 105.9 神奈川 5,748.0 岡 山 1,176.0 福 島 54,301,897,670 岐 阜 40,891,391,730 宮 城 13.4 三 重 11.7 新 潟 24,350,353,200 岐 阜 16,077,009,960 三 重 20.8 鳥 取 22.6
23 埼 玉 79.6 東 京 86.4 熊 本 1,146.3 山 形 11.6 岩 手 35.7 茨 城 105.8 東 京 5,676.0 岩 手 1,135.0 三 重 53,430,740,540 長 野 70,430,825,820 静 岡 13.4 秋 田 11.5 福 島 23,112,674,810 長 野 15,618,965,250 鳥 取 20.4 宮 崎 22.5
24 山 梨 79.6 北海道 86.3 福 井 1,130.4 群 馬 11.6 広 島 34.5 石 川 103.8 宮 城 5,656.0 和歌山 1,129.0 鹿児島 49,904,768,060 愛 媛 38,865,333,960 北海道 13.3 山 形 11.4 三 重 21,846,631,130 沖 縄 15,190,694,770 長 野 19.9 福 井 22.4
25 兵 庫 79.6 山 形 86.3 北海道 1,115.4 三 重 11.5 石 川 33.1 宮 城 103.2 新 潟 5,634.0 山 形 1,110.0 長 崎 49,072,456,570 福 島 38,372,239,860 三 重 13.3 群 馬 11.3 愛 媛 19,201,861,900 新 潟 14,795,944,540 熊 本 19.9 島 根 21.8
26 新 潟 79.5 岐 阜 86.3 群 馬 1,104.6 和歌山 11.5 徳 島 32.6 福 井 102.4 大 分 5,619.0 青 森 1,103.0 愛 媛 48,789,356,620 栃 木 36,681,813,640 福 井 13.2 石 川 11.0 長 崎 18,576,100,630 愛 媛 14,717,497,940 広 島 19.6 群 馬 20.7
27 島 根 79.5 三 重 86.3 岡 山 1,103.9 宮 崎 11.5 香 川 31.7 群 馬 101.4 愛 知 5,597.0 京 都 1,095.0 山 口 45,426,762,320 石 川 36,241,625,680 大 阪 13.2 愛 媛 11.0 沖 縄 18,288,572,910 三 重 14,642,498,180 富 山 19.5 大 阪 20.6
28 群 馬 79.4 香 川 86.3 三 重 1,089.0 広 島 11.4 北海道 30.9 長 崎 99.9 岡 山 5,588.0 福 島 1,065.0 青 森 42,413,777,230 三 重 36,009,049,790 栃 木 13.0 宮 城 10.9 山 口 17,578,363,300 栃 木 14,028,228,560 滋 賀 18.7 兵 庫 20.5
29 徳 島 79.4 長 崎 86.3 岐 阜 1,078.6 大 分 11.2 島 根 30.8 熊 本 99.4 岩 手 5,492.0 新 潟 1,051.0 石 川 40,449,851,830 大 分 35,930,857,980 熊 本 12.9 広 島 10.7 青 森 17,501,869,970 福 島 13,664,426,650 岡 山 18.6 福 岡 20.5
30 沖 縄 79.4 鹿児島 86.3 石 川 1,063.7 兵 庫 11.0 愛 媛 30.7 三 重 98.8 福 島 5,449.0 大 阪 1,000.0 奈 良 38,408,256,090 沖 縄 30,986,755,130 宮 崎 12.8 兵 庫 10.5 大 分 17,473,376,560 滋 賀 13,149,423,920 栃 木 18.4 福 島 20.3
31 福 岡 79.3 千 葉 86.2 栃 木 1,062.2 長 崎 10.9 埼 玉 30.4 岡 山 98.2 山 梨 5,426.0 山 梨 993.0 大 分 38,215,156,100 青 森 30,964,838,180 和歌山 12.6 岡 山 10.4 宮 崎 16,765,565,190 石 川 11,743,388,970 新 潟 18.3 宮 城 20.1
32 佐 賀 79.3 静 岡 86.2 茨 城 1,053.1 宮 城 10.8 静 岡 28.6 岐 阜 96.5 群 馬 5,404.0 群 馬 980.0 滋 賀 38,005,588,690 宮 崎 27,714,856,570 島 根 12.6 岐 阜 10.2 奈 良 16,706,879,020 青 森 11,279,367,710 京 都 18.0 石 川 20.0
33 北海道 79.2 愛 知 86.2 広 島 1,051.9 岡 山 10.7 千 葉 28.5 香 川 95.0 秋 田 5,396.0 奈 良 976.0 香 川 35,838,050,500 奈 良 27,466,831,930 千 葉 12.4 滋 賀 9.7 滋 賀 15,277,909,970 宮 崎 11,231,394,060 茨 城 17.8 茨 城 19.9
34 鹿児島 79.2 兵 庫 86.2 静 岡 1,050.2 山 口 10.7 山 口 27.6 北海道 91.2 栃 木 5,396.0 長 野 970.0 岩 手 34,988,519,970 滋 賀 27,217,165,860 兵 庫 12.4 大 阪 9.6 和歌山 14,921,738,310 高 知 10,893,679,440 兵 庫 17.8 三 重 19.7
35 茨 城 79.1 徳 島 86.2 奈 良 1,012.1 岐 阜 10.4 沖 縄 27.1 広 島 86.0 奈 良 5,367.0 兵 庫 967.0 山 形 34,513,845,890 富 山 27,185,626,590 山 形 11.8 京 都 9.4 香 川 14,478,620,710 奈 良 10,735,473,620 奈 良 17.4 新 潟 19.6
36 栃 木 79.1 福 島 86.1 京 都 992.9 島 根 10.4 佐 賀 26.5 京 都 82.1 茨 城 5,306.0 三 重 953.0 秋 田 34,214,429,250 高 知 26,435,507,670 東 京 11.4 熊 本 9.3 岩 手 14,391,219,460 和歌山 10,370,097,940 大 阪 17.2 岐 阜 19.5
37 和歌山 79.1 鳥 取 86.1 兵 庫 990.3 大 阪 10.3 秋 田 25.7 兵 庫 80.8 静 岡 5,177.0 栃 木 901.0 富 山 33,336,519,220 香 川 26,016,918,850 高 知 11.2 福 岡 9.2 徳 島 12,962,735,960 香 川 9,809,856,530 宮 城 16.3 静 岡 18.5
38 愛 媛 79.1 山 口 86.1 宮 城 986.8 熊 本 10.3 群 馬 25.5 奈 良 80.6 福 井 5,165.0 宮 城 900.0 宮 崎 31,956,473,260 秋 田 25,754,237,900 石 川 10.9 佐 賀 9.2 石 川 12,889,310,180 徳 島 9,500,218,680 福 岡 16.3 佐 賀 18.1
39 大 阪 79.0 秋 田 86.0 福 岡 977.3 埼 玉 9.9 宮 城 25.3 福 岡 78.8 長 野 5,122.0 滋 賀 870.0 和歌山 31,472,983,090 岩 手 25,433,405,600 沖 縄 10.9 沖 縄 9.2 山 形 11,487,889,350 秋 田 9,237,049,400 群 馬 15.4 栃 木 17.0
40 鳥 取 79.0 岩 手 85.9 大 阪 940.9 石 川 9.9 神奈川 24.3 千 葉 77.0 滋 賀 5,071.0 茨 城 864.0 沖 縄 30,027,553,160 山 形 23,632,627,500 埼 玉 10.4 長 崎 9.1 富 山 11,470,860,410 富 山 9,200,977,330 愛 知 15.2 長 野 16.8
41 山 口 79.0 群 馬 85.9 千 葉 882.8 京 都 9.9 福 岡 23.0 愛 知 72.4 北海道 5,028.0 静 岡 836.0 徳 島 27,147,680,100 徳 島 23,537,443,800 岐 阜 10.2 大 分 8.8 秋 田 11,407,925,960 佐 賀 8,676,241,570 佐 賀 15.0 埼 玉 15.7
42 高 知 78.9 埼 玉 85.9 滋 賀 878.0 千 葉 9.7 愛 知 22.8 滋 賀 72.4 京 都 4,980.0 岐 阜 821.0 山 梨 25,959,380,870 和歌山 22,892,184,520 京 都 10.2 東 京 8.5 佐 賀 10,911,538,030 岩 手 8,670,163,380 埼 玉 14.3 沖 縄 15.2
43 長 崎 78.9 大 阪 85.9 埼 玉 857.7 奈 良 9.7 京 都 21.3 埼 玉 72.2 埼 玉 4,974.0 東 京 759.0 佐 賀 25,615,087,490 佐 賀 21,270,299,250 広 島 9.4 埼 玉 8.4 高 知 10,894,098,470 山 形 7,949,098,690 石 川 14.3 東 京 14.7
44 福 島 78.8 茨 城 85.8 愛 知 855.4 東 京 9.4 大 阪 20.9 東 京 72.1 富 山 4,965.0 愛 知 753.0 高 知 24,810,506,270 福 井 20,518,341,170 愛 知 9.0 千 葉 8.3 山 梨 10,129,921,540 福 井 6,915,952,740 千 葉 14.1 千 葉 14.5
45 岩 手 78.5 栃 木 85.7 東 京 851.1 滋 賀 8.0 熊 本 20.6 神奈川 69.9 石 川 4,921.0 千 葉 745.0 福 井 24,287,225,290 島 根 18,927,970,230 神奈川 7.9 愛 知 8.2 島 根 9,003,863,900 島 根 6,602,835,080 東 京 13.1 奈 良 14.5
46 秋 田 78.2 和歌山 85.7 神奈川 829.6 神奈川 7.6 奈 良 20.3 大 阪 68.1 千 葉 4,901.0 埼 玉 723.0 島 根 23,314,334,150 山 梨 16,175,909,450 奈 良 7.7 神奈川 7.7 福 井 8,443,999,260 山 梨 5,737,495,730 神奈川 11.0 愛 知 14.4
47 青 森 77.3 青 森 85.4 沖 縄 805.2 愛 知 7.5 東 京 19.1 沖 縄 68.3 沖 縄 4,317.0 神奈川 683.0 鳥 取 16,871,555,790 鳥 取 13,912,517,950 滋 賀 6.1 奈 良 7.5 鳥 取 6,721,173,160 鳥 取 4,488,042,030 沖 縄 10.5 神奈川 11.6

79.6 3,630,044,670,610 2,665,963,024,070 1,494,865,870,300 1,067,844,580,7805,696.0 1,038.0 12.4 10.5 17.9 19.6

医療
死亡率・人口

動態統計特殊報告

男性 女性

死亡率・人口
動態統計特殊報告

入院外（（円） 入院（円） 男性 女性

腎不全医療
受療率総数

(人口10万人当たり）

男性 女性

糖尿病

入院外（円） 入院（円）

医療

入院外 入院

全国

平均寿命
(H22都道府県別生命表)

総数

死亡率
(人口10万人当たり）　　※H26人口動態調査

糖尿病 急性心筋梗塞 脳血管疾患

順
位

死亡

86.4 1,014.9 10.9 31.1 91.1
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■市町村別後期高齢者１００人当たり件数（入院：受診率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎月のレセプト件数を基に計算。６箇月入院＝６件 

 １医療機関で複数の診療科を受診しても１件。月途中で市町村が変われば、同じ医療機関でも２件。  

件　数 順 位 件　数 順 位 件　数 順 位 件　数 順 位 件　数 順位 件　数 順位 件　数 順位 件　数 順位 件　数 順位

全 国 80.7 - 87.7 - 88.16 - 86.6 - 84.9 - 83.0 - 83.0 - 82.0 - -

熊 本 県 111.2 5 120.6 5 122.2 4 120.5 5 118.6 5 117.9 15 116.6 15 115.3 19 116.6 18
熊 本 市 115.6 14 125.0 13 128.7 14 125.2 12 122.3 15 120.3 14 119.3 12 115.9 18 116.6 19

城 南 町 122.0 12
植 木 町 108.8 19

八 代 市 100.6 31 109.0 32 109.8 29 110.7 27 108.0 27 107.6 30 105.8 34 104.5 34 102.7 35
人 吉 市 99.1 33 102.3 39 105.0 39 99.3 40 103.8 35 108.2 27 108.6 28 111.3 22 112.5 24
荒 尾 市 125.1 7 133.6 8 132.9 10 129.6 9 129.1 8 129.2 8 126.5 9 128.5 7 136.7 4
水 俣 市 123.1 9 135.1 6 140.5 6 140.9 4 139.8 4 133.7 6 137.5 3 133.6 3 138.7 2
玉 名 市 108.0 21 118.2 20 118.9 19 117.7 19 115.8 19 116.6 17 114.0 22 111.3 21 115.9 20
山 鹿 市 95.8 37 105.8 36 108.1 33 110.9 26 108.7 26 106.7 33 107.2 30 109.1 25 113.5 23
菊 池 市 105.8 23 113.7 26 115.2 23 110.6 29 110.1 25 107.0 32 109.7 25 106.8 30 104.1 33
宇 土 市 104.6 26 112.1 27 109.6 31 109.0 33 107.5 28 110.1 25 108.4 29 106.6 31 106.1 31
上 天 草 市 122.6 11 128.8 10 130.0 13 127.0 10 126.0 12 127.7 9 123.4 10 131.4 5 132.2 8
宇 城 市 105.0 25 114.7 24 113.4 24 111.7 25 111.9 22 109.7 26 114.5 20 110.5 23 111.7 25
阿 蘇 市 135.1 2 147.8 3 148.3 1 144.4 1 142.4 2 143.2 1 143.6 1 142.0 1 144.0 1
天 草 市 130.4 3 144.5 4 143.5 3 143.1 3 140.8 3 141.5 2 138.2 2 139.0 2 134.8 6
合 志 市 100.9 30 109.3 31 112.1 26 110.6 30 110.6 23 111.9 21 110.2 24 108.0 26 104.4 32
美 里 町 125.4 6 135.7 5 133.8 8 135.0 6 127.5 9 141.3 3 132.8 5 131.6 4 136.0 5
玉 東 町 98.3 35 115.2 22 109.7 30 104.3 37 103.8 34 92.4 40 93.9 41 99.0 39 106.7 29
南 関 町 93.0 40 103.1 38 107.6 35 110.7 28 107.3 29 107.5 31 108.7 27 105.9 33 108.4 27
長 洲 町 93.5 39 107.7 34 110.7 27 109.3 31 106.5 30 100.0 38 104.5 35 110.2 24 109.4 26
和 水 町 99.8 32 107.9 33 105.3 37 104.9 35 102.2 36 110.5 23 105.9 33 108.0 27 114.5 22
大 津 町 111.7 17 119.3 17 113.3 25 117.4 20 120.0 17 116.1 18 123.0 11 118.1 15 122.0 13
菊 陽 町 112.0 16 127.8 11 125.3 17 122.4 14 121.9 16 125.0 13 114.2 21 106.4 32 106.3 30
南 小 国 町 86.6 43 103.7 37 107.7 34 100.9 39 96.6 41 100.3 37 95.4 39 100.7 38 102.5 36
小 国 町 106.3 22 113.9 25 110.1 28 114.1 23 117.1 18 108.0 28 115.6 17 107.7 28 102.5 37
産 山 村 119.2 13 133.0 9 134.3 7 120.8 16 114.4 20 105.3 34 101.0 36 102.3 36 89.5 41
高 森 町 100.9 29 116.9 21 115.7 21 109.3 32 104.4 32 101.4 36 97.5 37 95.2 41 91.9 40
西 原 村 105.1 24 119.5 16 131.8 12 122.6 13 130.9 5 115.6 19 117.0 14 124.7 10 138.1 3
南 阿 蘇 村 102.0 28 109.7 30 106.0 36 104.9 36 101.8 37 103.6 35 110.2 23 120.5 12 120.3 17
御 船 町 122.8 10 118.9 18 126.1 16 132.9 7 126.3 10 125.9 12 118.5 13 117.4 16 125.4 11
嘉 島 町 128.4 4 153.2 2 143.9 2 138.7 5 129.6 7 127.1 10 126.8 8 126.8 8 121.0 16
益 城 町 111.4 18 122.4 14 132.5 11 130.7 8 126.0 11 126.2 11 114.8 18 115.1 20 129.0 10
甲 佐 町 108.4 20 115.0 23 118.6 20 120.3 17 123.4 14 117.6 16 115.9 16 119.9 13 121.2 15
山 都 町 102.9 27 111.9 28 115.2 22 113.5 24 110.6 24 113.0 20 109.6 26 116.5 17 114.9 21
氷 川 町 94.6 38 106.3 35 105.3 38 106.2 34 103.9 33 107.7 29 106.6 31 103.1 35 106.8 28
芦 北 町 112.7 15 120.5 15 122.0 18 121.1 15 125.6 13 131.1 7 127.8 7 182.8 6 133.0 7
津 奈 木 町 128.0 5 127.7 12 143.1 4 143.2 2 145.6 1 136.2 5 132.3 6 126.6 9 130.0 9
錦 町 89.7 41 94.4 40 95.0 40 87.0 43 97.0 39 96.8 39 95.6 38 101.3 37 103.3 34
多 良 木 町 80.8 45 86.4 43 86.0 42 86.4 44 89.0 43 84.5 43 76.5 44 75.1 44 84.9 44
湯 前 町 86.8 42 91.5 41 86.1 41 88.2 42 80.7 44 74.9 46 74.0 46 75.0 45 80.9 46
水 上 村 99.1 34 109.7 29 126.3 15 117.2 22 96.8 40 79.9 45 77.4 43 80.5 43 86.8 43
相 良 村 80.0 46 86.1 44 84.5 43 91.1 41 93.0 42 87.6 42 90.6 42 98.0 40 93.6 39
五 木 村 83.2 44 90.3 42 83.5 44 102.7 38 100.3 38 90.4 41 95.3 40 83.0 42 84.2 45
山 江 村 123.9 8 133.7 7 133.0 9 117.2 21 114.3 21 111.5 22 114.6 19 118.4 14 121.3 14
球 磨 村 96.8 36 118.3 19 108.3 32 119.2 18 104.9 31 110.3 24 106.5 32 107.1 29 94.0 38
あ さ ぎ り 町 75.5 47 79.1 45 79.0 45 82.6 45 78.1 45 80.8 44 75.4 45 74.4 46 88.5 42
苓 北 町 138.9 1 153.6 1 142.1 5 125.7 11 130.8 6 137.5 4 133.6 4 123.6 11 124.6 12

熊本市と合併
熊本市と合併

市 町 村 名 平成２３年度平成２２年度

入院

平成２１年度平成２０年度 平成２４年度 平成２８年度平成２７年度平成２５年度 平成２６年度
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■市町村別後期高齢者１００人当たり件数（入院外：受診率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎月のレセプト件数を基に計算。６箇月入院＝６件 

 １医療機関で複数の診療科を受診しても１件。月途中で市町村が変われば、同じ医療機関でも２件。  

件　数 順 位 件　数 順 位 件　数 順 位 件　数 順 位 件　数 順位 件　数 順位 件　数 順位 件　数 順位 件　数 順位

全 国 1483.6 - 1630.5 - 1582.2 - 1584.8 - 1593.6 - 1599.0 - 1599.0 - 1601.0 - -

熊 本 県 1437.3 26 1591.9 23 1593.7 13 1609.9 13 1618.8 13 1633.4 13 1641.3 13 1640.2 13 1636.0 15
熊 本 市 1516.0 4 1664.9 5 1660.3 5 1674.2 6 1678.2 6 1690.2 6 1697.7 4 1689.6 5 1680.9 8

城 南 町 1335.1 27

植 木 町 1361.1 24

八 代 市 1481.9 10 1632.9 11 1638.7 8 1659.0 8 1671.1 8 1683.0 8 1693.1 7 1689.5 6 1686.9 6
人 吉 市 1446.3 12 1603.2 12 1606.7 12 1632.0 9 1653.7 9 1667.3 9 1643.4 11 1654.9 11 1659.1 12
荒 尾 市 1485.6 8 1642.1 8 1630.2 9 1614.7 11 1610.8 14 1617.8 16 1642.0 12 1652.2 12 1665.7 10
水 俣 市 1474.6 11 1634.1 10 1483.6 27 1488.7 30 1510.4 28 1534.6 28 1533.4 30 1532.6 31 1550.2 30
玉 名 市 1517.7 3 1675.8 2 1709.1 1 1723.5 1 1745.8 1 1761.1 1 1773.7 1 1790.8 1 1786.6 1
山 鹿 市 1412.4 15 1579.7 14 1590.9 13 1602.8 13 1613.2 11 1614.7 17 1622.4 19 1635.3 15 1619.6 17
菊 池 市 1395.6 18 1540.9 18 1570.6 14 1587.0 15 1605.3 15 1634.2 12 1646.4 11 1661.4 9 1673.9 9
宇 土 市 1505.1 5 1664.2 6 1695.6 2 1720.8 2 1728.5 2 1732.1 2 1729.9 2 1717.8 3 1695.7 4
上 天 草 市 1430.3 13 1593.5 13 1456.6 32 1456.3 36 1472.4 35 1471.4 39 1494.5 36 1496.0 35 1470.2 37
宇 城 市 1390.8 20 1538.6 20 1555.7 16 1575.7 16 1576.9 17 1588.7 23 1597.2 23 1611.2 21 1603.7 20
阿 蘇 市 1316.8 30 1456.1 29 1471.8 29 1503.8 28 1500.5 29 1511.8 30 1500.0 35 1497.1 34 1454.9 39
天 草 市 1399.6 17 1539.8 19 1539.0 18 1552.1 18 1567.0 19 1590.3 22 1599.6 21 1594.9 23 1606.2 19
合 志 市 1484.0 9 1640.0 9 1661.3 4 1683.5 5 1687.7 4 1712.0 3 1693.4 6 1687.0 7 1681.6 7
美 里 町 1261.1 42 1410.8 38 1443.2 35 1461.1 34 1482.1 32 1493.9 36 1508.6 34 1493.0 37 1483.4 35
玉 東 町 1391.4 19 1562.3 16 1550.5 17 1548.5 21 1596.1 16 1623.2 14 1626.1 18 1620.5 20 1642.0 14
南 関 町 1280.0 36 1420.6 33 1447.4 33 1458.7 35 1480.3 34 1484.1 37 1480.8 37 1466.3 39 1499.5 33
長 洲 町 1519.6 2 1665.5 3 1688.0 3 1689.4 4 1688.6 3 1701.5 5 1717.5 3 1729.8 2 1739.3 2
和 水 町 1318.3 29 1469.1 27 1506.5 23 1532.2 24 1538.6 24 1535.0 27 1561.9 26 1556.8 29 1559.1 28
大 津 町 1364.8 23 1510.1 23 1525.9 22 1568.3 17 1557.3 23 1561.3 25 1554.6 28 1559.9 28 1555.2 29
菊 陽 町 1428.9 14 1569.3 15 1610.8 11 1612.9 12 1611.4 12 1609.5 18 1598.8 22 1592.6 24 1569.7 27
南 小 国 町 1281.7 35 1434.2 31 1443.8 34 1453.9 37 1450.2 38 1379.4 45 1358.2 46 1304.7 46 1303.1 46
小 国 町 1270.8 39 1419.7 34 1418.9 40 1420.9 40 1412.1 43 1385.8 44 1365.8 44 1351.8 45 1339.2 45
産 山 村 1297.6 33 1419.0 35 1465.7 31 1464.8 32 1427.5 40 1502.8 35 1540.4 29 1540.6 30 1582.6 23
高 森 町 1279.9 37 1414.7 36 1419.0 39 1467.1 31 1483.0 31 1518.3 29 1524.1 32 1512.1 31 1458.8 38
西 原 村 1292.3 34 1397.6 39 1421.4 38 1431.7 39 1463.4 36 1503.0 34 1513.7 33 1494.4 35 1487.5 34
南 阿 蘇 村 1274.6 38 1412.1 37 1423.4 37 1444.9 38 1454.9 37 1482.1 38 1472.0 40 1452.4 40 1421.9 43
御 船 町 1357.7 25 1525.8 21 1530.6 20 1549.0 20 1571.1 18 1634.4 11 1637.1 15 1631.9 15 1634.6 16
嘉 島 町 1386.8 21 1514.4 22 1527.9 21 1535.8 22 1564.3 20 1599.0 20 1626.6 17 1621.3 18 1602.2 21
益 城 町 1490.6 7 1659.5 7 1657.8 7 1689.9 3 1676.4 7 1690.0 7 1695.1 5 1699.4 4 1703.8 3
甲 佐 町 1329.4 28 1492.2 25 1501.7 24 1513.0 27 1512.6 27 1540.4 26 1557.4 27 1563.5 26 1573.9 26
山 都 町 1261.7 41 1390.8 40 1401.6 41 1414.2 41 1421.3 41 1443.2 42 1462.2 42 1450.2 41 1431.4 42
氷 川 町 1407.1 16 1545.2 17 1567.9 15 1592.5 14 1611.1 13 1618.5 15 1651.5 9 1655.8 10 1651.1 13
芦 北 町 1496.4 6 1665.1 4 1657.9 6 1667.4 7 1683.6 5 1703.3 4 1692.7 8 1686.1 8 1695.1 5
津 奈 木 町 1587.5 1 1714.1 1 1615.7 10 1624.6 10 1615.6 10 1639.0 10 1613.4 20 1637.9 13 1664.5 11
錦 町 1378.1 22 1500.4 24 1532.5 19 1534.3 23 1557.7 22 1600.2 19 1638.9 14 1625.5 16 1590.2 22
多 良 木 町 1200.4 46 1319.4 45 1358.9 44 1410.7 42 1417.5 42 1445.8 41 1478.6 38 1475.5 37 1470.9 36
湯 前 町 1221.6 45 1337.8 43 1358.7 45 1372.9 45 1396.8 44 1425.8 43 1470.2 41 1453.3 39 1453.7 40
水 上 村 1230.3 44 1347.7 42 1369.3 43 1396.6 43 1435.1 39 1446.5 40 1440.4 43 1428.7 42 1433.8 41
相 良 村 1337.2 26 1471.1 26 1492.3 26 1461.5 33 1484.8 30 1510.6 32 1567.3 25 1586.3 24 1578.9 24
五 木 村 1243.6 43 1386.3 41 1426.7 36 1490.1 29 1481.6 33 1511.7 31 1530.0 31 1574.5 25 1549.8 31
山 江 村 1267.0 40 1428.9 32 1468.2 30 1524.7 25 1517.0 26 1585.0 24 1589.6 24 1595.9 21 1574.0 25
球 磨 村 1312.3 31 1437.8 30 1479.4 28 1515.1 26 1526.9 25 1509.3 33 1477.4 39 1504.4 32 1539.9 32
あ さ ぎ り 町 1306.5 32 1460.8 28 1494.9 25 1550.5 19 1560.9 21 1594.3 21 1636.2 16 1624.4 17 1618.4 18
苓 北 町 1158.1 47 1329.4 44 1375.2 42 1389.9 44 1387.9 45 1374.9 46 1363.1 45 1369.7 43 1371.9 44

熊本市と合併

熊本市と合併

市 町 村 名

入院外

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度 平成２４年度 平成２５年度
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■市町村別後期高齢者１００人当たり件数（歯科：受診率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎月のレセプト件数を基に計算。６箇月入院＝６件 

 １医療機関で複数の診療科を受診しても１件。月途中で市町村が変われば、同じ医療機関でも２件。 

 

件　数 順 位 件　数 順 位 件　数 順 位 件　数 順 位 件　数 順位 件　数 順位 件　数 順位 件　数 順位 件　数 順位

全 国 149.5 - 171.0 - 178.2 - 187.8 - 196.3 - 207.0 - 216.0 - 225.0 - -

熊 本 県 130.2 21 151.0 21 156.2 21 164.0 21 169.3 22 177.2 9 186.4 10 195.1 10 198.6 11
熊 本 市 166.4 2 186.3 2 192.1 3 202.4 2 208.3 3 216.5 3 227.2 4 235.5 4 238.1 4

城 南 町 128.86 8
植 木 町 120.92 18

八 代 市 125.9 10 147.0 10 152.6 10 158.9 10 162.2 13 169.5 15 176.6 16 180.4 17 180.8 20
人 吉 市 130.9 7 150.5 8 147.5 13 151.4 17 155.6 17 165.2 18 174.5 17 182.6 14 192.9 14
荒 尾 市 133.0 6 155.2 6 160.9 6 168.0 7 170.2 8 172.6 13 181.5 12 190.8 12 195.6 12
水 俣 市 99.3 37 112.0 35 118.6 34 126.5 30 128.2 34 139.3 34 142.9 34 149.7 36 146.7 38
玉 名 市 119.8 19 146.2 13 149.4 12 155.1 13 158.9 15 166.0 17 170.1 20 181.7 16 185.7 18
山 鹿 市 111.6 25 133.9 21 135.7 25 144.0 24 155.2 18 160.3 21 166.0 24 176.6 20 188.5 15
菊 池 市 133.3 5 156.6 5 157.4 7 171.1 6 173.2 6 186.8 7 192.7 7 208.7 7 212.1 7
宇 土 市 125.2 12 139.4 18 151.1 11 151.9 16 150.8 22 158.8 22 169.4 21 168.9 24 171.9 24
上 天 草 市 92.3 42 105.3 40 111.1 38 116.7 39 118.4 39 122.2 42 132.4 40 139.6 39 139.8 42
宇 城 市 125.8 11 143.3 14 146.3 15 144.8 23 149.5 23 154.9 24 159.7 26 167.6 25 169.4 27
阿 蘇 市 125.2 13 142.7 15 147.5 14 156.8 11 166.0 11 170.7 14 180.8 13 191.3 11 188.3 16
天 草 市 98.7 38 113.7 32 119.7 31 126.2 31 131.3 33 137.4 36 144.4 33 156.5 32 160.8 35
合 志 市 166.4 1 193.0 1 200.1 1 207.5 1 212.9 1 220.2 2 243.0 1 251.7 1 247.4 1
美 里 町 111.6 26 130.7 24 139.9 21 134.8 27 137.6 28 147.9 26 156.8 27 165.3 27 170.2 26
玉 東 町 113.8 24 137.2 19 129.8 27 132.3 28 134.4 30 138.2 35 137.5 37 151.9 34 160.0 36
南 関 町 107.9 29 121.2 29 135.4 26 153.9 15 157.0 16 175.1 10 180.3 14 190.3 13 198.8 10
長 洲 町 117.8 21 133.9 21 145.1 16 147.3 21 145.0 25 141.0 31 155.2 29 159.7 30 167.0 31
和 水 町 124.8 15 152.3 7 143.7 18 156.1 12 160.0 14 174.0 11 176.9 15 197.2 9 208.0 8
大 津 町 101.6 34 129.0 26 141.5 19 142.4 25 151.9 20 164.8 19 172.9 18 179.5 18 187.7 17
菊 陽 町 145.1 4 175.7 4 176.6 4 190.7 4 202.3 4 212.7 4 228.5 3 241.5 3 240.5 2
南 小 国 町 92.6 41 109.5 37 104.7 41 116.4 40 114.1 42 122.4 40 125.9 43 138.6 40 139.8 41
小 国 町 94.8 40 105.8 39 112.6 37 121.5 35 133.4 31 142.9 29 156.7 28 163.9 28 171.1 25
産 山 村 107.1 30 134.1 20 140.6 20 149.3 19 144.6 26 134.8 37 161.4 25 150.9 35 163.3 33
高 森 町 103.8 33 122.8 28 125.4 28 122.8 34 126.5 36 139.8 33 155.0 30 172.4 23 166.5 32
西 原 村 106.6 31 112.4 33 119.6 32 139.7 26 167.0 10 167.9 16 191.2 8 201.8 8 200.1 9
南 阿 蘇 村 124.8 14 141.9 17 154.1 8 159.7 9 167.9 9 191.5 6 209.7 5 234.9 5 233.8 5
御 船 町 118.2 20 147.0 11 144.9 17 154.0 14 165.5 12 172.8 12 188.7 9 182.4 15 180.2 22
嘉 島 町 121.9 17 142.1 16 136.6 22 150.1 18 151.7 21 163.3 20 167.3 22 176.2 21 183.2 19
益 城 町 150.6 3 180.9 3 196.6 2 197.7 3 211.5 2 222.7 1 235.7 2 242.9 2 238.2 3
甲 佐 町 117.6 22 130.3 25 121.3 30 119.6 37 131.5 32 142.0 30 146.2 31 149.6 37 168.0 30
山 都 町 84.1 44 101.6 42 102.8 42 112.4 43 108.0 44 119.5 43 129.0 42 133.4 43 127.6 44
氷 川 町 109.0 28 124.4 27 136.5 24 145.2 22 153.2 19 158.5 23 172.8 19 175.7 22 180.3 21
芦 北 町 84.1 45 93.7 43 101.4 43 100.7 45 105.0 45 108.4 46 112.9 46 119.7 46 123.0 46
津 奈 木 町 83.0 46 101.8 41 99.7 44 114.8 41 123.4 37 123.8 39 135.7 38 135.5 42 140.9 40
錦 町 99.4 36 112.2 34 108.9 40 119.1 38 116.4 41 122.3 41 118.5 45 124.1 44 128.2 43
多 良 木 町 105.5 32 120.2 30 122.8 29 128.0 29 136.9 29 140.5 32 142.3 35 161.9 29 169.0 28
湯 前 町 126.8 9 149.7 9 154.0 9 166.6 8 173.1 7 179.4 8 184.4 11 178.1 19 194.4 13
水 上 村 124.1 16 146.5 12 171.3 5 180.7 5 189.2 5 199.8 5 200.0 6 223.8 6 218.7 6
相 良 村 88.9 43 93.0 44 109.7 39 112.5 42 118.1 40 126.6 38 135.7 39 157.9 31 180.1 23
五 木 村 100.3 35 111.3 36 119.3 33 125.3 32 148.5 24 143.0 28 139.1 36 144.7 38 152.7 37
山 江 村 96.7 39 105.9 38 114.0 36 123.3 33 127.0 35 145.2 27 166.4 23 167.2 26 162.4 34
球 磨 村 109.0 27 118.8 31 116.0 35 121.2 36 121.0 38 118.5 44 132.3 41 137.2 41 145.9 39
あ さ ぎ り 町 115.4 23 132.6 23 136.6 23 147.3 20 142.9 27 151.0 25 145.9 32 153.6 33 168.6 29
苓 北 町 79.0 47 88.1 45 88.8 45 103.8 44 108.6 43 113.3 45 123.5 44 124.0 45 127.3 45

熊本市と合併

熊本市と合併

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度市 町 村 名

歯科

平成２５年度平成２４年度平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度
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■慢性透析患者数の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：一般社団法人 日本透析医学会発行 「わが国の慢性透析療法の現況」から引用   ※2015 年人口は 2015 国勢調査より  

人口

100万対

人口

100万対

人口

100万対

人口

100万対

人口

100万対

人口

100万対

人口

100万対

人口

100万対

人口

100万対

人口

100万対

人口

100万対

1 徳 島 951 1,143 熊 本 3,245 1,745 熊 本 4,299 2,313 熊 本 5,400 2,932 熊 本 5,908 3,251 徳 島 2,697 3,434 熊 本 6,169 3,394 熊 本 6,345 3,491 徳 島 2,785 3,684 徳 島 2,792 3,693 徳 島 2,828 3,771 1
2 宮 崎 1,310 1,121 宮 崎 1,978 1,682 徳 島 1,904 2,311 宮 崎 3,244 2,814 徳 島 2,503 3,187 熊 本 5,951 2,474 徳 島 2,656 3,381 徳 島 2,723 3,467 熊 本 6,392 3,560 熊 本 6,442 3,607 熊 本 6,469 3,647 2
3 熊 本 2,049 1,114 大 分 2,049 1,665 宮 崎 2,582 2,207 大 分 3,285 2,715 宮 崎 3,611 3,181 宮 崎 3,641 3,207 宮 崎 3,678 3,240 宮 崎 3,767 3,318 宮 崎 3,819 3,458 大 分 3,918 3,360 大 分 3,906 3,367 3
4 大 分 1,366 1,104 徳 島 1,332 1,601 大 分 2,606 2,134 徳 島 2,182 2,694 大 分 3,760 3,142 大 分 3,829 3,200 大 分 3,854 3,221 大 分 3,895 3,255 大 分 3,884 3,329 鹿 児 島 5,499 3,337 宮 崎 3,668 3,347 4
5 和 歌山 1,185 1,103 鹿 児 島 2,805 1,564 沖 縄 2,729 2,071 沖 縄 3,613 2,653 沖 縄 4,095 2,940 鹿 児 島 5,189 3,041 鹿 児 島 5,258 3,082 鹿児島 5,285 3,097 鹿 児 島 5,304 3,217 宮 崎 3,572 3,236 鹿 児 島 5,281 3,226 5
6 沖 縄 1,289 1,055 沖 縄 1,907 1,498 鹿 児 島 3,604 2,018 鹿 児 島 4,533 2,586 高 知 2,230 2,917 沖 縄 4,208 3,021 沖 縄 4,255 3,055 沖 縄 4,253 3,054 高 知 2,312 3,174 高 知 2,311 3,174 和 歌 山 3,048 3,195 6
7 福 岡 4,903 1,019 和 歌 山 1,569 1,453 和 歌 山 2,082 1,946 和 歌 山 2,474 2,388 鹿 児 島 4,786 2,805 高 知 2,272 2,972 高 知 2,293 3,000 高 知 2,312 3,024 和 歌 山 2,978 3,090 和 歌 山 3,003 3,115 高 知 2,299 3,189 7
8 鹿 児島 1,791 996 福 岡 7,163 1,452 高 知 1,564 1,921 高 知 1,890 2,374 栃 木 5,494 2,736 和 歌 山 2,846 2,840 和歌山 2,885 2,879 和 歌 山 2,994 2,987 沖 縄 4,380 3,054 栃 木 6,070 3,075 沖 縄 4,525 3,145 8
9 長 崎 1,495 956 香 川 1,474 1,435 福 岡 9,626 1,919 栃 木 4,782 2,371 和 歌 山 2,710 2,704 栃 木 5,548 2,763 栃 木 5,676 2,827 栃 木 5,860 2,919 栃 木 5,961 3,019 沖 縄 4,409 3,075 栃 木 6,109 3,107 9
10 高 知 788 955 高 知 1,156 1,415 栃 木 3,709 1,850 香 川 2,358 2,330 長 崎 3,781 2,650 福 岡 13,737 2,708 福 岡 13,969 2,754 福 岡 14,223 2,804 群 馬 5,790 2,934 群 馬 5,948 3,015 群 馬 5,926 3,013 10
11 香 川 976 954 長 崎 2,122 1,373 長 崎 2,795 1,842 長 崎 3,404 2,302 福 岡 13,438 2,649 長 崎 3,840 2,691 長 崎 3,898 2,732 群 馬 5,587 2,782 長 崎 3,936 2,857 長 崎 4,006 2,909 佐 賀 2,446 2,954 11
12 大 阪 8,244 944 栃 木 2,637 1,329 香 川 1,873 1,831 福 岡 11,610 2,299 北 海 道 14,493 2,632 北 海 道 14,602 2,652 群 馬 5,482 2,730 長 崎 3,912 2,742 北 海 道 15,239 2,831 福 岡 14,661 2,874 静 岡 10,849 2,942 12
13 石 川 1,096 941 大 阪 11,556 1,314 北 海 道 9,891 1,740 北 海 道 12,622 2,243 群 馬 5,249 2,614 群 馬 5,307 2,643 北 海 道 14,786 2,685 北 海 道 15,082 2,739 福 岡 14,395 2,821 静 岡 10,615 2,869 長 崎 3,998 2,925 13
14 愛 媛 1,408 929 東 京 15,455 1,313 静 岡 6,479 1,720 群 馬 4,477 2,212 静 岡 9,589 2,547 静 岡 9,898 2,629 静 岡 10,053 2,670 静 岡 10,287 2,732 静 岡 10,438 2,820 北 海 道 15,338 2,850 福 岡 14,801 2,900 14
15 愛 知 6,089 910 岡 山 2,547 1,305 愛 媛 2,551 1,709 静 岡 8,261 2,179 山 梨 2,193 2,541 山 梨 2,229 2,583 山 梨 2,266 2,625 佐 賀 2,292 2,697 佐 賀 2,344 2,813 佐 賀 2,374 2,850 北 海 道 15,432 2,883 15
16 新 潟 2,190 885 鳥 取 795 1,293 群 馬 3,449 1,703 大 阪 18,896 2,143 香 川 2,494 2,504 香 川 2,531 2,542 佐 賀 2,221 2,614 愛 媛 3,743 2,615 愛 媛 3,808 2,748 愛 媛 3,880 2,801 愛 媛 3,918 2,850 16
17 兵 庫 4,709 871 愛 媛 1,947 1,292 東 京 20,422 1,693 山 梨 1,892 2,138 広 島 7,132 2,493 愛 媛 3,609 2,521 愛 媛 3,698 2,583 広 島 7,380 2,580 香 川 2,615 2,677 香 川 2,697 2,763 青 森 3,559 2,753 17
18 東 京 10,328 871 静 岡 4,776 1,278 大 阪 14,715 1,671 広 島 6,012 2,090 佐 賀 2,104 2,476 広 島 7,202 2,518 香 川 2,571 2,582 香 川 2,569 2,580 山 梨 2,222 2,661 茨 城 7,986 2,738 茨 城 7,942 2,734 18
19 奈 良 1,197 871 兵 庫 6,890 1,275 岡 山 3,258 1,670 愛 媛 3,047 2,076 愛 媛 3,504 2,448 佐 賀 2,136 2,514 広 島 7,281 2,545 茨 城 7,574 2,550 茨 城 7,715 2,644 山 梨 2,248 2,692 香 川 2,636 2,712 19
20 京 都 2,248 864 石 川 1,485 1,258 山 梨 1,482 1,669 岡 山 4,007 2,048 大 阪 21,622 2,439 大 阪 22,176 2,501 大 阪 22,380 2,524 大 阪 22,465 2,534 広 島 7,485 2,631 青 森 3,497 2,674 広 島 7,682 2,708 20
21 鳥 取 532 864 北 海 道 7,105 1,248 京 都 4,327 1,637 全 国 267,765 2,017 青 森 3,230 2,352 茨 城 7,265 2,446 茨 城 7,444 2,507 山 梨 2,135 2,474 青 森 3,432 2,623 広 島 7,599 2,672 大 阪 23,458 2,656 21
22 山 口 1,350 858 富 山 1,396 1,243 全 国 206,134 1,624 東 京 25,142 1,999 鳥 取 1,377 2,339 鳥 取 1,436 2,439 鳥 取 1,451 2,465 青 森 3,371 2,455 大 阪 22,774 2,577 大 阪 23,199 2,625 鳥 取 1,505 2,640 22
23 富 山 956 854 新 潟 3,091 1,242 山 口 2,463 1,612 京 都 5,256 1,985 全 国 297,126 2,320 青 森 3,335 2,428 青 森 3,366 2,451 全 国 314,180 2,453 鳥 取 1,463 2,550 鳥 取 1,501 2,620 岡 山 5,017 2,620 23
24 岡 山 1,634 848 愛 知 8,530 1,242 富 山 1,805 1,610 石 川 2,313 1,970 山 口 3,365 2,319 全 国 304,592 2,379 全 国 309,946 2,420 岡 山 4,746 2,440 全 国 320,448 2,521 岡 山 4,920 2,560 全 国 329,609 2,597 24
25 静 岡 3,103 845 山 口 1,927 1,238 兵 庫 8,865 1,597 茨 城 5,858 1,969 茨 城 6,381 2,300 山 口 3,424 2,359 岡 山 4,674 2,403 鳥 取 1,426 2,422 岡 山 4,839 2,517 全 国 324,986 2,553 福 島 4,933 2,595 25
26 全 国 103,296 836 群 馬 2,481 1,238 鳥 取 966 1,576 佐 賀 1,702 1,965 奈 良 3,192 2,279 岡 山 4,546 2,337 兵 庫 13,048 2,335 奈 良 3,351 2,392 福 島 4,803 2,510 福 島 4,885 2,552 山 梨 2,143 2,582 26
27 岩 手 1,183 835 全 国 154,413 1,230 石 川 1,854 1,570 山 口 2,922 1,957 岡 山 4,426 2,275 奈 良 3,214 2,295 山 口 3,384 2,332 兵 庫 13,252 2,371 山 口 3,495 2,488 山 口 3,518 2,504 奈 良 3,475 2,563 27
28 栃 木 1,615 835 京 都 3,190 1,213 新 潟 3,840 1,551 鳥 取 1,182 1,947 京 都 5,913 2,243 石 川 2,678 2,289 奈 良 3,265 2,331 京 都 6,247 2,370 奈 良 3,361 2,462 長 野 5,251 2,502 長 野 5,260 2,519 28
29 三 重 1,459 814 広 島 3,451 1,197 愛 知 10,910 1,549 青 森 2,780 1,935 兵 庫 12,487 2,235 京 都 6,023 2,285 京 都 6,133 2,327 山 口 3,421 2,357 兵 庫 13,376 2,416 奈 良 3,401 2,493 京 都 6,544 2,512 29
30 北 海道 4,534 803 三 重 2,145 1,165 奈 良 2,198 1,523 福 島 4,015 1,920 岩 手 2,916 2,192 兵 庫 12,728 2,278 愛 知 16,862 2,275 愛 知 17,138 2,313 京 都 6,274 2,404 京 都 6,400 2,452 山 口 3,474 2,492 30
31 山 梨 678 795 島 根 895 1,161 福 島 3,227 1,517 奈 良 2,723 1,916 愛 知 16,239 2,191 福 島 4,564 2,249 岩 手 3,013 2,265 東 京 30,300 2,303 長 野 5,047 2,404 兵 庫 13,374 2,416 岐 阜 5,023 2,484 31
32 岐 阜 1,613 780 岩 手 1,618 1,139 佐 賀 1,319 1,504 兵 庫 10,578 1,892 東 京 28,614 2,174 愛 知 16,525 2,230 福 島 4,593 2,264 岐 阜 4,760 2,288 三 重 4,320 2,379 埼 玉 17,382 2,392 兵 庫 13,672 2,477 32
33 広 島 2,217 778 長 野 2,489 1,134 岐 阜 3,165 1,501 三 重 3,473 1,860 三 重 4,029 2,172 東 京 29,135 2,214 東 京 29,778 2,263 三 重 4,238 2,285 岩 手 3,044 2,378 岐 阜 4,853 2,388 岩 手 3,112 2,454 33
34 群 馬 1,497 761 福 島 2,406 1,127 広 島 4,319 1,500 新 潟 4,508 1,854 福 井 1,733 2,149 三 重 4,077 2,198 岐 阜 4,693 2,255 埼 玉 16,408 2,281 岐 阜 4,834 2,378 愛 知 17,826 2,382 埼 玉 17,883 2,453 34
35 宮 城 1,701 756 山 梨 988 1,120 長 野 3,300 1,490 富 山 2,061 1,853 石 川 2,506 2,142 岩 手 2,918 2,194 埼 玉 16,085 2,236 福 島 4,616 2,275 富 山 2,510 2,353 岩 手 3,045 2,379 愛 知 18,251 2,431 35
36 島 根 587 752 岐 阜 2,322 1,106 茨 城 4,419 1,480 福 井 1,518 1,847 富 山 2,337 2,138 岐 阜 4,547 2,185 富 山 2,443 2,235 石 川 2,641 2,258 愛 知 17,581 2,349 富 山 2,506 2,351 富 山 2,560 2,413 36
37 神 奈川 5,788 725 奈 良 1,580 1,104 青 森 2,184 1,480 長 野 4,043 1,841 長 野 4,751 2,124 長 野 4,693 2,180 長 野 4,761 2,212 岩 手 2,992 2,249 埼 玉 16,874 2,324 福 井 1,824 2,318 宮 城 5,548 2,381 37
38 滋 賀 880 720 宮 城 2,556 1,097 三 重 2,747 1,479 岩 手 2,539 1,833 埼 玉 15,223 2,116 埼 玉 15,682 2,180 三 重 4,093 2,207 富 山 2,453 2,244 山 形 2,595 2,311 千 葉 14,412 2,316 千 葉 14,817 2,376 38
39 福 井 590 716 佐 賀 942 1,066 岩 手 2,092 1,477 愛 知 13,219 1,822 岐 阜 4,339 2,085 富 山 2,363 2,161 石 川 2,578 2,204 福 井 1,788 2,217 石 川 2,643 2,290 宮 城 5,395 2,311 山 形 2,616 2,350 39
40 埼 玉 4,451 695 神 奈 川 8,728 1,058 福 井 1,203 1,451 千 葉 10,842 1,790 千 葉 12,763 2,053 福 井 1,724 2,138 福 井 1,752 2,173 長 野 4,763 2,213 宮 城 5,317 2,278 島 根 1,604 2,311 島 根 1,610 2,333 40
41 秋 田 852 694 福 井 871 1,053 千 葉 8,386 1,415 埼 玉 12,574 1,783 山 形 2,393 2,047 千 葉 13,259 2,133 千 葉 13,450 2,164 宮 城 5,159 2,197 福 男 1,786 2,269 山 形 2,596 2,310 石 川 2,683 2,331 41
42 佐 賀 609 694 茨 城 3,015 1,020 埼 玉 9,702 1,398 岐 阜 3,739 1,775 島 根 1,464 2,041 山 形 2,433 2,081 宮 城 5,073 2,160 山 形 2,554 2,185 東 京 30,651 2,268 三 重 4,176 2,300 三 重 4,196 2,321 42
43 山 形 872 693 山 形 1,278 1,017 神 奈 川 11,829 1,393 神 奈 川 15,319 1,742 新 潟 4,811 2,026 宮 城 4,879 2,078 山 形 2,509 2,146 千 葉 13,381 2,153 千 葉 13,997 2,249 石 川 2,647 2,294 東 京 31,454 2,309 43
44 長 野 1,484 688 滋 賀 1,307 1,016 秋 田 1,649 1,387 宮 城 4,055 1,718 福 島 4,110 2,026 神 奈 川 18,621 2,058 新 潟 4,975 2,095 島 根 1,530 2,133 神 奈 川 19,993 2,190 東 京 30,805 2,279 神 奈 川 20,850 2,280 44
45 茨 城 1,884 662 秋 田 1,229 1,012 滋 賀 1,862 1,386 滋 賀 2,347 1,701 神 奈 川 18,224 2,014 新 潟 4,867 2,050 島 根 1,498 2,088 滋 賀 2,989 2,119 新 潟 5,040 2,186 神 奈 川 20,454 2,241 福 井 1,775 2,270 45
46 福 島 1,371 652 千 葉 5,808 1,002 宮 城 3,278 1,386 山 形 2,033 1,672 宮 城 4,679 1,993 島 根 1,464 2,041 神 奈 川 18,881 2,087 神 奈 川 19,149 2,116 島 根 1,515 2,182 滋 賀 3,122 2,209 滋 賀 3,183 2,253 46
47 千 葉 3,377 608 埼 玉 6,712 993 島 根 1,006 1,320 島 根 1,222 1,647 滋 賀 2,798 1,983 滋 賀 2,862 2,029 滋 賀 2,852 2,022 新 潟 4,957 2,088 滋 賀 3,062 2,167 新 潟 5,022 2,180 新 潟 5,103 2,232 47
48 青 森 867 585 青森 1,465 989 山 形 1,599 1,285 秋 田 1,813 1,582 秋 田 1,860 1,713 秋 田 1,882 1,733 秋 田 1,963 1,808 秋 田 1,867 1,719 秋 田 2,050 2,004 秋 田 2,003 1,958 秋 田 2,142 2,121 48

順
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1990 1995 2000

患者数 患者数 患者数

2013 2014 2016

患者数 患者数 患者数

2010 2011 2012

患者数 患者数 患者数

順

位

2005

患者数

2015

患者数
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■熊本県後期高齢者医療における新規人工透析患者及び糖尿病性腎症による患者数一覧 
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新規
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人工
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内
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新規

人工
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内
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人工
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内
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人工
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内
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腎症
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内
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内
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腎症
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人工
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内
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人工

透析

内
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病性

腎症

新規

人工
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内
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腎症

新規

人工
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腎症
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人工
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病性

腎症

新規

人工

透析

内

糖尿

病性

腎症

新規

人工

透析

内

糖尿

病性

腎症

新規

人工

透析

内

糖尿

病性

腎症

新規

透析

内

糖尿病

性腎症

新規

透析

内

糖尿病

性腎症

熊本県 26 5 20 2 17 2 20 4 18 2 17 2 17 4 19 3 23 4 19 0 18 4 17 2 22 5 27 4 13 1 16 1 8 0 14 1 18 3 25 1 24 4 22 7 23 5 25 1 231 34 239 33

熊本市 8 2 5 6 1 10 3 10 1 6 6 1 6 3 8 5 6 1 7 1 7 1 8 2 5 6 1 3 3 7 1 9 1 8 3 6 2 4 3 4 83 13 70 14

熊本市 0 0 0 0

八代市 1 1 2 4 4 1 4 0 0 17 0

人吉市 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 8 0 5 1

荒尾市 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 9 1 11 2

水俣市 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 7 0

玉名市 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 6 0 12 2

山鹿市 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 7 1

菊池市 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 3 9 0

宇土市 1 2 1 1 1 1 2 4 0 5 0

上天草市 2 2 2 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 13 3 6 1

宇城市 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 9 1 7 1

阿蘇市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 5 1

天草市 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 4 1 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 19 4 20 5

合志市 1 1 1 1 1 2 2 1 0 8 0

美里町 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 6 2

玉東町 1 0 0 1 0

南関町 1 1 1 0 1 0

長洲町 1 1 1 1 1 2 1 2 0

和水町 1 1 0 0 2 0

大津町 1 1 3 2 1 2 1 1 8 0 4 0

菊陽町 1 1 1 1 1 1 1 0 4 1

南小国町 1 1 1 3 0 0 0

小国町 1 1 1 1 1 2 1 1 1

産山村 0 0 0 0

髙森町 1 1 1 1 1 2 1 2 0

西原村 1 1 1 0 1 0

南阿蘇村 1 1 1 1 1 2 0 2 1

御船町 1 1 1 3 0 0 0

嘉島町 1 1 1 0 1 0

益城町 1 1 1 1 1 1 0

甲佐町 1 1 1 0 1 0

山都町 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 0 5 0

氷川町 1 1 1 1 1 1 0 4 0

芦北町 3 1 1 1 1 5 0 2 0

津奈木町 0 0 0 0

錦町 1 1 0 0 0

多良木町 1 1 1 3 0 0 0

湯前町 1 1 1 0 1 0

水上村 1 1 0 0 0

相良村 1 0 0 1 0

五木村 0 0 0 0

山江村 0 0 0 0

球磨村 1 0 0 1 0

あさぎり町 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 0

苓北町 1 1 1 1 1 2 1 2 0

市町村名

Ｈ２７年度新規患者
６月 ７月 ８月 ３月９月 １０月 １１月 １２月 ２月１月

Ｈ２８年度新規患者
１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４月 ５月

H27 H28
総数 総数
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３ アンケート調査結果概要 

 

（１）調査概要 

 

１）調査目的：被保険者の健康に関する意識や行動、広域連合の事業に関する認識や評

価、およびそれらに関連する日常生活の状況などを把握し、データヘル

ス計画策定に資することを目的とする。 

 

２）調査対象：平成 29 年 8 月 1 日現在加入している 75 歳以上の被保険者 4,000 名 

（無作為抽出） 

 

３）調査時期：平成 29 年 8 月 25 日～9 月 8 日 

 

４）調査方法：郵送による配布・回収 

 

５）回答状況：回答数 2,412 人（回答率 60.3％） 

 

 

（２）主な調査結果 

 

１）基本チェックリストの該当状況 

 

基本チェックリストの該当状況は、総合事業該当候補者で 52.2％となった。 

介護予防の項目別には、認知機能 64.9％、運動機能 37.3％、口腔機能 32.2％の

出現率が高い。 

  

37.3%

2.7%

32.2%

15.4%

64.9%

22.7%

52.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

運動機能

栄養機能

口腔機能

閉じこもり

認知機能

虚弱

総合事業

N=2,412
総合事業該当候補者出現率
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総合事業該当候補者出現率は、男性 42.8％、女性 58.2％と男性より女性の出現

率が高い。年齢別にみると、加齢とともに出現率が高くなり、特に 85 歳以上では、

約 75％の出現率となっている。 

圏域別にみると、菊池圏域、球磨圏域、有明圏域、熊本圏域が５割前後の低い出現

率だが、宇城圏域、八代圏域、天草圏域、上益城圏域では約６割と高い出現率となっ

ている。 

 

 

 

 

  

52.2%

42.8%

58.2%

37.6%

49.3%

74.5%

49.6%

58.4%

49.5%

51.7%

45.9%

55.4%

56.3%

58.3%

54.9%

49.4%

57.6%
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菊池圏域

阿蘇圏域

上益城圏域

八代圏域

芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

総合事業該当候補者出現率
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２）広域連合の各実施事業の周知率と評価率 

 

広域連合の各実施事業を認識している人の割合（周知率）と、重要だと考えている

人の割合（評価率）は、健康診査に関しては、周知率が５割、評価率が６割を超えた

が、その他の事業については、周知率が３割以下、評価率が５割を下回り、健康診査

とそれ以外の事業の間で大きな開きがあった。 

大半の事業について、評価率が周知率より２割以上も上回っており、「知らなかっ

たけど重要だ」と考えた人が２割以上いるものと推測される。ただし、「ジェネリッ

ク医薬品希望カードの配布」と「ジェネリック医薬品差額通知の発送」については周

知率の割に評価率がやや低い。 

また、「糖尿病性腎症患者の重症化予防事業」「健康教育・健康相談」「人間ドック

助成」については、周知率の割に評価率が高く、重要な事業と評価されているところ

から、早急な周知広報・事業展開等が必要と考えられる。 

 

 

 

  

健康診査

健康支援訪問指導

ジェネリック

希望カードジェネリック

差額通知

健康長寿講演会

パンフレット配布

医療費分析事業

健康教育

・健康相談

人間ドック助成

ホームページ
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重症化予防
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３）健康診査の受診状況と意向 

 

過去１年間に健康診査を受けた人（健診受診者）の割合は 69.7%と約７割を占め、

過去１年間に受けていない人（健診未受診者）は 16.9％だった。 

今後１年以内の受診意向は、健診受診者で 89.5％と約９割だったが、健診未受診

者でも 31.9％と約３割以上も受診意向があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康診査に対する意識は、「大きな病気になる前に問題の発見につながる」「自分の

健康に安心感がもてる」「自分の健康管理につながる」などの肯定的な選択肢が、健

診受診者と健診未受診者の双方で上位を占めたが、その割合には２～３割程度の大き

な違いがみられた。 

また、健診受診者は「受診することは面倒である」「大きな病気が発見されること

が心配だ」という意識が１割以上にみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい , 

69.7%

いいえ, 

16.9%

わから

ない, 

2.6%

無回答, 

10.8%

N=1,327

健康診査受診（過去1年間）

89.5%

31.9%

3.1%

38.7%

4.9%

27.9%

健診受診

健診

未受診

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ わからない健康診査受診意向

（今後1年以内）

69.5%

68.1%

72.9%

18.6%

3.2%

0.5%

6.4%

1.9%

2.6%

39.7%

41.9%

51.2%

7.6%

18.9%

1.2%

10.3%

4.9%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

大きな病気になる前に

問題の発見につながる

自分の健康に安心感がもてる

自分の健康管理につながる

家族や親しい人のためになる

受診することは面倒である

受診する時間的余裕がない

大きな病気が発見される

ことが心配だ

採血などの検査が苦痛だ

わからない
健診受診

健診未受診

健康診査に対する意識（複数回答）
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４）歯科健康診査の受診状況と意向 

 

過去１年間に歯科健康診査を受けた人（歯科健診受診者）の割合は 51.9%と約５

割を占め、過去１年間に受けていない人（歯科健診未受診者）は 35.8％だった。 

今後１年以内の受診意向は、歯科健診受診者で 83.5％と８割以上だったが、歯科

健診未受診者でも 29.9％と約３割も受診意向があった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科健康診査に対する意識は、「歯に関する病気や問題の発見につながる」「自分の

歯や口の状態に安心感がもてる」「自分の健康管理につながる」などの肯定的な選択

肢が、歯科健診受診者と歯科健診未受診者の双方で上位を占めたが、その割合には２

～３割程度の大きな違いがみられた。 

また、歯科健診受診者は「受診することは面倒である」という意識が 13.1％あっ

た。 

 

 

  

はい , 

51.9%いいえ, 

35.8%

わから

ない, 

1.3%
無回答, 

11.0%

N=1,327

歯科健康診査受診（過去1年間）

83.5%

29.9%

3.6%

40.3%

9.8%

27.4%

歯科健診

受診

歯科健診

未受診

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ わからない歯科健康診査受診意向

（今後1年以内）

58.4%

69.0%

71.0%

11.9%

3.0%

0.5%

2.2%

2.4%

3.5%

35.0%

37.4%

42.9%

5.2%

13.1%

1.9%

3.2%

7.5%

15.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

歯に関する病気や

問題の発見につながる

自分の歯や口の状態に

安心感がもてる

自分の健康管理につながる

家族や親しい人のためになる

受診することは面倒である

受診する時間的余裕がない

歯の病気や問題が発見される

ことが心配だ

口や歯の検査が苦痛だ

わからない
歯科健診受診

歯科健診未受診

歯科健康診査に対する意識（複数回答）
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５）健診受診率と総合事業候補者該当率の関係 

 

①圏域別の健診受診率と総合事業候補者該当率の関係 

 

圏域別に、過去１年間の

健診受診率と総合事業候補

者該当率の関係をみると、

健診受診率が高く、総合事

業候補者該当率が低いのが、

有明圏域、菊池圏域、球磨

圏域であり、健康診査の効

果が考えられる。 

一方、宇城圏域、阿蘇圏

域、上益城圏域、芦北圏域、

天草圏域については、健診

受診率が高いにも関わらず、

総合事業候補者該当率が高

く、健康診査以外の健康支

援策が必要とされていると

も推測される。 

八代圏域は、健診受診率が低く、効果的な受診勧奨をさらに進めていくことが求め

られる。熊本圏域は、健診受診率が低いが、総合事業候補者該当率は低い。 

 

 

②事業の周知状況の違いによる健診受診率と総合事業候補者該当率の関係 

 

広域連合の啓発事業であ

る「いきいき健康長寿講演

会」「健康に関するパンフレ

ットの配布」「健康教育・健

康相談」の各事業を認識し

ている人は、それらを認識

していない人に比べ、健診

受診率が 7～12％ほど高

く、総合事業候補者該当率

が 10％前後低いことがわ

かった。 

  

全県

熊本圏域

宇城圏域

有明圏域

鹿本圏域

菊池圏域

阿蘇圏域
上益城圏域

八代圏域

芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

45%

50%

55%

60%

65%

75% 80% 85% 90%

低い 健診受診率 高い

高
い

総
合
事
業
候
補
者
該
当
率

低
い

平均

講演会〇

講演会×

パンフ配布〇

パンフ配布×

教育・相談〇

教育・相談×

40%

45%

50%

55%

60%

70% 75% 80% 85% 90%

低い 健診受診率 高い

高
い

総
合
事
業
候
補
者
該
当
率

低
い

〇その事業を認識

×その事業を認識していない
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６）歯科健診受診率と口腔機能リスク該当率の関係 

 

①圏域別の歯科健診受診率と口腔機能リスク該当率の関係 

 

圏域別に、過去１年間の

健診受診率と口腔機能リス

ク該当率の関係をみると、

歯科健診受診率が高く、口

腔機能リスク該当率が低い

のが、菊池圏域であり、歯

科健康診査の効果が考えら

れる地域である。 

一方、熊本圏域について

は、歯科健診受診率が高い

割に口腔機能リスク該当率

が平均的であり、歯科健康

診査以外の健康支援策が必

要とされているとも推測さ

れる。 

宇城圏域、阿蘇圏域、上益城圏域、八代圏域、芦北圏域、天草圏域は、歯科健診受

診率が低く、効果的な受診勧奨をさらに進めていくことが求められる。 

球磨圏域と有明圏域は、歯科健診受診率が低いが、口腔機能リスク該当率は低い。 

 

 

②事業の周知状況の違いによる歯科健診受診率と口腔機能リスク該当率の関係 

 

広域連合の啓発事業であ

る「いきいき健康長寿講演

会」「健康に関するパンフレ

ットの配布」「健康教育・健

康相談」の各事業を認識し

ている人は、それらを認識

していない人に比べ、歯科

健診受診率が 7～11％ほ

ど高く、口腔機能リスク該

当率が 6～8％前後低いこ

とがわかった。 

  

全県
熊本圏域

宇城圏域

有明圏域

鹿本圏域

菊池圏域

阿蘇圏域
上益城圏域

八代圏域
芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

20%

25%

30%

35%

40%

45% 50% 55% 60% 65% 70%

低い 歯科健診受診率 高い

高
い

口
腔
機
能
リ
ス
ク
該
当
率

低
い

平均

講演会〇

講演会×

パンフ配布〇

パンフ配布×

教育・相談〇

教育・相談×

25%

30%

35%

55% 60% 65% 70%

低い 歯科健診受診率 高い

〇その事業を認識

×その事業を認識していない

高
い

口
腔
機
能
リ
ス
ク
該
当
率

低
い



  熊本県後期高齢者医療保健事業実施計画 

 

88 

 

健診受診率と歯科

健診受診率との関係

をみると、菊池圏域で

は、両方の受診率が比

較的高い。熊本圏域で

は、健診受診率と歯科

健診受診率の差が少

ない（11％）。八代圏

域では、両方の受診率

が低い。 

その他の圏域では、

健診受診率は高いが、

歯科健診受診率が低

く、その差が２～４割

ほどあり、歯科健診受

診率の向上策が求め

られる。 

 

 

７）ジェネリック関連事業とジェネリック医薬品認識率 

 

広域連合の「ジェネ

リック医薬品希望カ

ードの配布」と「ジェ

ネリック医薬品利用

差額通知の発送」のジ

ェネリック関連事業

の周知率と、ジェネリ

ック医薬品の認識率

の関係をみると、前者

が高いほど、後者も高

いという関係がみら

れた。 

その両者の割合は、

男性の方が女性より

高く、また年齢層が低

い方が高い方よりも

高い傾向がみられた。  

全県

熊本圏域

宇城圏域

有明圏域 鹿本圏域

菊池圏域

阿蘇圏域

上益城圏域

八代圏域

芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

75% 80% 85% 90%

低い 健診受診率 高い

高
い

歯
科
健
診
受
診
率

低
い

平均

男性

女性

75～79歳

80～84歳

85歳以上

男75～79歳

男80～84歳

男85歳以上

女75～79歳

女80～84歳

女85歳以上

30%

35%

40%

45%

50%

55%

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

低い ジェネリック関連事業周知率 高い

高
い

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
認
識
率

低
い
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性別・年齢を絞った広

報として、年齢の高い女

性をターゲットとした

（的を絞った）周知広報

が必要と考えられる。 

 

圏域別にみても、熊本

圏域以外では、ジェネリ

ック関連事業の周知率

が高いほど、ジェネリッ

ク医薬品の認識率が高

い傾向がみられる。 

ただし、阿蘇圏域や鹿

本圏域では、ジェネリッ

ク 医 薬 品 の 認 識 率 が

32％であり、他の圏域

と比較して低くなって

おり、特に熊本圏域との差は約 20％である。 

ジェネリック関連事業の周知率とジェネリック医薬品の認識率の両方が低いエリ

アである天草圏域、有明圏域、宇城圏域、鹿本圏域については、「ジェネリックに関

する周知広報重点圏域」とした重点的な活動が期待される。 

 

 

ジェネリック医薬品

の認識率と使用率の関

係を圏域別にみると、ほ

ぼ認識率が高くなるほ

ど、使用率が高い関係に

あり、認識率を高めるこ

との有効性が推測され

る。ただし、同程度の認

識率でも圏域によって

10％前後の差がある場

合があり、ジェネリック

医薬品の利用のしやす

さに地域差がある可能

性がある。 

  

全県

熊本圏域

宇城圏域

有明圏域

鹿本圏域

菊池圏域

阿蘇圏域

上益城圏域

八代圏域

芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

30%

35%

40%

45%

50%

55%

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

低い ジェネリック関連事業周知率 高い

高
い

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
認
識
率

低
い

全県

熊本圏域

宇城圏域

有明圏域

鹿本圏域

菊池圏域

阿蘇圏域

上益城圏域
八代圏域

芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

40%

45%

50%

55%

60%

65%

30% 35% 40% 45% 50% 55%

低い ジェネリック認識率 高い

高
い

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
使
用
率

低
い
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８）健康と幸福感 

 

10 点満点の自己評価による幸福感は、全体の平均では 7.2 点であり、性別にみる

と男性 7.2 点、女性 7.3 点、年齢別にみると 75～79 歳 7.3 点、80～84 歳 7.2

点、85 歳以上 7.3 点であ

り、性別や年齢別の差は、

ほとんどなかった。 

主観的な健康観（自分の

健康状態の評価）が肯定的

な人は 7.7 点、否定的な人

は 6.0 点と 1.7 点もの差が

あり、また総合事業候補者

該当者は 7.0 点、非該当は

7.8 点と 0.8 点の差があり、

健康状態と幸福感には大き

な関係があると推測される。 

 

圏域別にみると、宇城圏

域と八代圏域が 6.9 点であ

るのに対して、有明圏域と

菊池圏域では 7.5 点であり、

0.6 点もの差がみられた。 

大まかな傾向として、 

総合事業候補者該当率

が高いほど、幸福感が低

い関係がみられるが、総

合事業候補者該当率が同

程度の宇城圏域や八代圏

域と、天草圏域で約 0.5

点の差があった。 

幸福感が低く、かつ総

合事業候補者該当率が高

い「芦北圏域」、「八代圏

域」、「宇城圏域」では、

予防事業の展開等による

総合事業該当者へのアプ

ローチからの幸福感向上

に向けた取組が考えられ

る。  

全県熊本圏域

宇城圏域

有明圏域

鹿本圏域

菊池圏域

阿蘇圏域

上益城圏域

八代圏域

芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

6.8

6.9

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

45% 50% 55% 60% 65%

高
い

幸
福
感

低
い

低い 総合事業候補者該当率 高い

7.2

7.2

7.3

7.3

7.2

7.3

7.7

6.0

7.0

7.8

7.2

6.9

7.5

7.3

7.5

7.3

7.3

6.9

7.0

7.3

7.4

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

全体

男性

女性

75～79歳

80～84歳

85歳以上

健康観 肯定的

健康観 否定的

総合事業候補者該当

総合事業候補者非該当

熊本圏域

宇城圏域

有明圏域

鹿本圏域

菊池圏域

阿蘇圏域

上益城圏域

八代圏域

芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

幸福感（10点満点の自己評価）
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９）セルフケアの頻度 

 

自宅でのセルフケア（軽い体操、散歩、ウォ

ーキングなど）を行っている頻度を尋ねると、

週２回以上が 45.4％と最も多かったが、それ

に次いで多かったのが、「全く行っていない」が

23.6％だった。 

 

週２回以上   ：４点 

週１回程度   ：３点 

月１～２回程度 ：２点 

全く行っていない：１点 

 

と頻度を点数化して

比較したところ、男性

3.0 点、女性 2.9 点と、

男女差は少なかったが、

80～84 歳は 3.0 点に

対して 85 歳以上は

2.6 点となり、85 歳を

境に頻度が大きく落ち

ていることがわかる。 

セルフケア平均点が

高い（セルフケアを実施

している可能性が高い）

75～79 歳に対して、

継続を促すような取組

を行うことで、加齢に伴

う心身機能の衰えを予

防し、健康観の向上や総

合事業候補者の非該当

となることが期待され

る。 

 

健康観が肯定的な人は否定的な人より 0.7 点大きく、総合事業候補者非該当率は

該当者より 0.5 点大きかった。 

 

圏域別にみると、有明圏域、球磨圏域、天草圏域で 3.0 点以上であり、芦北圏域

と鹿本圏域では 2.6 点と低かった。  

2.9

3.0

2.9

3.1

3.0

2.6

3.1

2.4

2.7

3.2

2.9

2.9

3.1

2.6

2.9

2.9

2.8

2.8

2.6

3.0

3.0

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4

全体

男性

女性

75～79歳

80～84歳

85歳以上

健康観 肯定的

健康観 否定的

総合事業候補者該当

総合事業候補者非該当

熊本圏域

宇城圏域

有明圏域

鹿本圏域

菊池圏域

阿蘇圏域

上益城圏域

八代圏域

芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

セルフケアの頻度

週２回

以上, 

45.4%

週１回

程度, 

11.7%

月１～２

回程度, 

6.3%

全く行っ

ていな

い, 

23.6%

無回答, 

13.0%

N=1,327

セルフケアの頻度
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10）近所づきあいの度合い 

 

近所づきあいの度合いを尋ねると、「会

えばあいさつをかわす程度」が 39.9％と

最も多く、次いで「世間話や立ち話をす

る程度」が 32.2％だった。「ほとんど近

所付き合いがない」は 7.2％だった。 

 

困っているとき相談したり、助け合う程度：４点 

留守をするときに声をかけあう程度：３点 

世間話や立ち話をする程度：２点 

ほとんど近所付き合いがない：１点 

 

と近所づきあいの度合いを点数化して比較したところ、男女差は少なかったが、年

齢でみると 85 歳以上で点数が下がり、また、健康観が肯定的な人は否定的な人より、

総合事業候補者非該当者は該当者より、点数が大きかった。 

 

圏域別にみると、芦北圏域、球磨圏域、有明圏域で近所付き合いの度合いが高く、

熊本圏域と宇城圏域で低かった。 

近所付き合いを感じている芦北圏域、球磨圏域、有明圏域を、地域の互助を活かし

たモデル地域とし、熊本圏域、宇城圏域などを個別支援のモデル地域と設定して事業

展開を図ることで、地域性を活かした事業展開が可能と考えられる。 

 

近所の支え合い、助け合

いに関しては、「感じる」「あ

る程度感じる」が合わせて

65.1％、「あまり感じない」

と「感じない」が合わせて

27.５％だった。 

 

  

会えばあい

さつをかわ

す程度, 

39.9%

世間話や立

ち話をする

程度, 32.2%

留守をする

ときに声を

かけあう程

度, 3.8%

困っている

とき相談し

たり、助け

合う程度, 

9.1%

ほとんど近

所付き合い

がない, 

7.2%

無回答, 

7.8%

N=1,327

近所づきあいの度合い

2.7

2.6

2.7

2.8

2.7

2.5

2.7

2.5

2.6

2.8

2.5

2.5

2.8

2.8

2.7

2.7

2.7

2.7

3.0

2.9

2.7

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

全体

男性

女性

75～79歳

80～84歳

85歳以上

健康観 肯定的

健康観 否定的

総合事業候補者該当

総合事業候補者非該当

熊本圏域

宇城圏域

有明圏域

鹿本圏域

菊池圏域

阿蘇圏域

上益城圏域

八代圏域

芦北圏域

球磨圏域

天草圏域

近所づきあいの度合い

感じる, 

27.5%

ある程

度感じ

る, 

37.6%

あまり

感じな

い, 

18.9%

感じな

い, 8.6%

無回答, 

7.3%

N=1,327

地域の助け合いを感じるか
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家族や友人・知人以外で、健康・医療・介護などに関する情報を教えてくれる相手

と、何かあったときに相談する相手を尋ねたところ、いずれの割合もほぼ同じであり、

病院（医師・歯科医師・看護師）が最も多く過半数を超え、次いで「ケアマネジャー」、

「そのような人はいない」が続いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報を教えてくれる人と相談相手に選ぶ人には、深い関連があると考えられること

から、健康・医療・介護等の正しい情報を発信し続けることで、信頼を得て何かあっ

た時に相談してもらえるような関係性の構築が重要と考えられる。 

具体的な情報の内容としては、後述の設問に詳細があるが、食事・栄養やからだの

こと、医療・医療機関に関する情報などを求める声が多く、伝える手段としては、新

聞・テレビ・雑誌などの媒体の活用が考えられる。 

 

 

11）かかりつけ医とかかりつけ薬局 

 

かかりつけ医がある人は 86.7％、かかりつけ薬局がある人は 71.4％だった。 

かかりつけ医がある人の 81.8％が、かかりつけ薬局があり、かかりつけ医とかか

りつけ薬局の有無は関連性が強い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
かかりつけ 

薬局あり 

かかりつけ 

薬局なし 

かかりつけ医 

あり 
81.8% 16.1% 

かかりつけ医 

なし 
7.3% 91.8% 

14.7%

13.3%

17.0%

51.7%

14.6%

12.9%

4.8%

15.3%

10.4%

14.2%

15.8%

51.7%

8.4%

11.7%

5.4%

15.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

病院（医師・歯科医師・看護師）

薬局（薬剤師）

地域包括支援センター・役所・役場

その他

そのような人はいない
情報を教えてくれる人

相談相手

健康・医療・介護の情報を教えてくれる人と、相談相手

86.7%

71.4%

4.6%

18.3%

8.7%

10.3%

かかりつけ医

かかりつけ薬局

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい
いいえ
わからない

かかりつけ医、かかりつけ薬局の有無
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病院に行く頻度は、１ヶ月に１回の人

が約半数を占め、それ以上の頻度で行く

人も含めて、１ヶ月に１回以上行く人が

約４分の３を占めた。一方、ほとんど行

かない人は約４％にすぎなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

12）健康に関する意識と行動 

 

日頃の生活で気をつけていることは、「毎日、朝食をとるようにしている（79.7%）」

が約８割となり、「過労に注意し、睡眠、休養を十分とっている（56.1％）」「年に１

回は、健康診断をうけている（55.6％）」「夕食後の間食は、控えている（52.5％）」

などが過半数を占めた。「特に行っていることはない」は 14.5％だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ほぼ毎日, 

0.9%

１週間に2

～3回, 

4.5% １週間に１

回, 4.3%

2～3週間

に1回, 

13.8%

１ヶ月に１

回, 49.8%

2～3ヶ月

に1回, 

8.5%

半年に1

回, 2.7%

ほとん

ど行か

ない, 

4.1%

１年に１

回, 1.2%

わからな

い, 0.5%

無回答, 

9.7%

N=1,327

病院に行く頻度

79.7%

56.1%

55.6%

52.5%

47.9%

42.5%

36.7%

22.6%

18.9%

17.6%

17.0%

14.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

毎日、朝食をとるようにしている

過労に注意し、睡眠、休養を十分とっている

年に１回は、健康診断をうけている

夕食後の間食は、控えている

新聞・テレビ・雑誌などで

健康の情報・知識を増やすようにしている

自宅で血圧を測定している

体重を測っている

運動やスポーツをしている

趣味やボランティア活動をしている

アルコールは、１日１合以内にしている

最近１か月間、タバコを吸っていない

特に行っていることはない

日頃の生活で気をつけていること（複数回答）
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健康づくりや生活習慣改善のために必要な情報としては、「食事・栄養についての

情報（39.6％）」「からだについての情報（34.5％）」「医療・医療施設についての情

報（29.2％）」が上位にあがった。その一方で、「特にない（25.8％）」も約４分の

１を占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適正な受診や病気の重症化を防ぐために実行していることとしては、「かかりつけ

医をもっている（80.9％）」「お薬手帳を活用している（65.4％）」「治療が必要な場

合、放置せず治療している（57.7％）」「1 年に 1 度健康診査を受診している（52.2％）」

などが過半数となった。「特に行っていることはない」は 6.1％だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.6%

34.5%

29.2%

23.3%

18.3%

16.3%

4.1%

1.2%

25.8%

8.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

食事・栄養についての情報

からだについての情報

医療・医療施設についての情報

健康診断・がん検診についての情報

運動についての情報

休養・ストレスについての情報

お酒と健康についての情報

タバコと健康についての情報

特にない

わからない

健康づくりや生活習慣改善のために必要な情報 （複数回答）

80.9%

65.4%

57.7%

52.2%

44.3%

29.1%

28.6%

26.6%

19.2%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かかりつけ医をもっている

お薬手帳を活用している

治療が必要な場合、放置せず治療している

1年に1度健康診査を受診している

かかりつけ薬局をもっている

ジェネリック医薬品を利用している

同じ病気で複数の医療機関を受診しない

定期的に歯科を受診している

休日や夜間に受診しないようにしている

特に行っていることはない

適正な受診や病気の重症化を防ぐために実行していること（複数回答）
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かかりつけ医をもっている、お薬手帳を活用している方が非常に多いことから、医

療機関を通じた情報発信、予防に向けた取組の啓発、お薬手帳に健康情報の記載など

の情報発信ツールとしての活用などが考えられる。 

 

健康づくりや生活習慣病予防継続のために役立つ取り組みとしては、「健康診断の

結果に関する情報提供（22.6％）」「気軽にできる健康の相談（21.2％）」「日程を指

定された具体的な健診案内（18.8％）」が上位にあがった。「今のままでよい」も

31.3％と約３割を占めた。 

 

 

 

 

 

  

22.6%

21.2%

18.8%

18.4%

13.4%

11.4%

8.1%

7.0%

6.5%

1.8%

31.3%

11.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

健康診断の結果に関する情報提供

気軽にできる健康の相談

日程を指定された具体的な健診案内

健康や病気の予防についての情報提供

身近な会場での運動機会

近所の方が気軽に集まれる場所の提供

少人数での健康に関する教室の開催

実施場所や内容を工夫した保健指導

自宅訪問による保健指導

個別の電話による健診勧奨

今のままでよい

わからない

健康づくりや生活習慣病予防継続のために役立つ取り組み（複数回答）
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13）最期を迎えたいと思う場所と介護を頼みたい相手 

 

「最期を迎えたいと思う場所」としては、 

 

「自宅（43.3％）」が最も多く、次いで

「病院などの医療施設（25.2％）」「特別養

護老人ホームなどの福祉施設（4.4％）」の

順だった。「考えたことがない」は 7.8％だ

った。 

 

「自宅」で最期を迎えたい人と「自宅以

外」で最期を迎えたい人に分けて、今後、

仮に自宅で介護を受けることになった場合、

誰に介護を頼みたいかを尋ねた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅で最期迎えたいと考える方は、配偶者に介護を頼みたいとする人が 41.9％と最も

多く、次いで家族が 35.9％と続き、介護サービスを利用したいと考える人は 13.1％だ

った。一方、自宅以外で最期を迎えたいと考える人で、介護サービスを利用したい人が

最も多く 27.3％であり、次いで家族 26.5％、配偶者 23.0％の順となった。 

 

在宅医療・看取りのニーズが高いが、一方で、自宅で最期を迎えたい方ほど、介護サ

ービスのヘルパーなどの専門家ではなく、配偶者や家族に介護を頼みたいという要望が

強いことから、在宅医療・介護生活を支えるサービスの提供体制の構築と家族への支援

が重要と考えられる。 

 

病院など

の医療施

設, 25.2%

自宅, 

43.3%
親族・親戚

の家, 0.6%

高齢者向

けのケア

付き住宅, 

2.6%

特別養護

老人ホー

ムなどの

福祉施設, 

4.4%

その他, 

0.2% わからな

い, 9.1%

考えたこと

がない, 

7.8%

N=1,327

最期を迎えたい場所

41.9%

23.0%

35.9%

26.5%

5.9%

5.1%

13.1%

27.3%

1.4%

5.1%

自宅

（n=1044）

自宅以外

（n=1368）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者(夫・妻) 家族 親族 介護サービスのヘルパー その他

介護を頼みたい相手
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